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第４次泉大津市総合計画の発刊によせて

昭和２８年２月、私は泉大津市で生を受け、この地で育ち、学び、働き、現在に至ってい
ます。私が小学生の頃の泉大津は、「毛布王国」として活況を呈し、子ども達は暗くなるま
で外で遊び、夕食時には向こう三軒両隣でおかずのやりとりをする、それが日々の暮らし
でした。今、振り返ると何気ない日常ではありますが、昭和の良き輝きに彩られていたよう
に思います。

あれから半世紀余り、現在の泉大津は、全国の市町村と同様に人口は減少の傾向がみ
られ、以前と比べると地域の人間関係の希薄化も否めません。

しかし、泉大津市は、この狭い市域に素晴らしい要素があふれています。それは、交通利
便性の良さ、自然災害の少なさ、そして何より地域の人々がお互いを気遣い、思いやる気
持ちと泉大津への深い愛情ではないでしょうか。

このたび、市民の皆さまの直接的な参画のもと、第４次泉大津市総合計画を策定いた
しました。その過程で、市民、中学生、大学生、市職員などが集まり、延べ１００回を超える
各種の会議を開催し、また、大学の先生方、各種団体や審議会委員、市議会議員の皆さま
など多方面からご意見をいただき、策定に至ったものです。

その際、市民の皆さまから提案いただいた言葉をもとに、１０年後の泉大津市の将来像を

「住めば誰もが輝くまち 泉大津 ～なんでも近いで ええとこやで～」と定めたところです。

これをめざし、本年は新たなスタートを切る年です。市民、団体、事業者、行政など、あら
ゆる関係者が手を取り合い、まちづくりを進めていくために、私自身も出来ることを精一杯
取り組んでまいります。どうか皆さまも、泉大津が「なんでも近いで ええとこやで」と誇れる
よう、そして「住めば誰もが輝くまち」となるよう、一人ひとり、ご自分に何ができるか、考え、
話し合い、行動していただきたいと切に願うところです。

最後に、策定にあたり、多くの関係者の皆さまから、ご指導、ご協力をいただきました。こ
の場を借りまして厚く御礼申し上げ、発刊によせてのご挨拶とさせていただきます。

「住めば誰もが輝くまち 泉大津
  ～なんでも近いで ええとこやで～」をめざして

泉大津市長　伊藤　晴彦



第４次泉大津市総合計画



基本構想をもとに、市の職員が専門家からの助言や
指導を受けながら話し合いを重ね、のばしていくべき
“強み”や、克服しないといけない“弱み”等を明らかに
し、今後１０年かけて取り組むことをまとめました。

中学生会議 大学生会議 市民会議

中学生、大学生、市民が集まって、泉大津市がめざすまちづくりについて話し合う会議を行いました。
この会議で挙げられた「市民の思い」をまとめ、市の将来像やまちづくりの方向性を決めました。

みなさんは、将来の夢をお持ちですか？

５年後、１０年後に家族や住んでいる町、あるいは日本がこうなっていた
らよい・・・。それぞれに、将来の目標や希望などについて思い描く姿をきっ
と持っているはずです。そして、それにむかって家族やまわりの人と話し
合い、いろいろな計画を立て、実現に向けて努力をすることでしょう。

ところで、「総合計画」と聞いて、みなさんは何を連想しますか？
文字を見て、総合的な計画だろうと予測がつきます。
では、総合的とは何なのか？　具体的にはどんな計画なのか？？

そこで、「泉大津市総合計画」を思い切って、簡単に、わかりやすく説明
すると、みなさんが、将来の夢を持ち、その実現に向けていろいろな計画
を立てるのと同じように、「泉大津のまちが、将来こんなふうになってい
たらいいなあ、という姿と、その実現に向けて取り組むことをまとめた計
画」となります。

「第４次」とは、泉大津市にとって、４回目の総合計画であることを意味し、
今回は平成２７年から平成３６年までの１０年間が計画の期間です。

「第４次泉大津市総合計画」は、泉大津市が「将来こんなふうになってい
たらいいなぁ」という泉大津市のめざす将来像を描いた「基本構想」と、「そ
の実現に向けて取り組むこと」をまとめた「基本計画」でできています。
 
この第４次泉大津市総合計画を今後１０年間のまちづくりの羅針盤とし、
めざす将来像に近づくために力を合わせていきましょう。

は　じ　め　に

基本構想はどのようにして決めたのか？

基本計画はどのようにして決めたのか？

計画が上手くいっているか、どのようにしてみるのか？

●それぞれの基本施策の進み具合を計るものさしとして、現状と５年後、１０年後の達成
目標を数値で示しています。
●これらの目標値の達成度合いが、事業が上手く進んでいるかを判断する目安となります。
●また、この数値には市民満足度調査の集計値を含み、市民の「実感」も目安となります。

基本構想
とは？

基本計画
とは？

計画策定後
どのようにまちづくりを
進めていくのか？

基本構想は、泉大津市が目標とすべきまちの将来像と、その実
現に向けた基本的な考え方や、めざすべきまちづくりの方向性を
示しています。

基本構想を踏まえ、まちづくりの分野を「防災･消防」や「公園・緑
地･河川」、「環境保全」などの３１項目に分類した上で、それぞ
れのめざす姿とその実現に向けて取り組むことを示しています。

基本計画の内容に沿って、取組の順番を考え、必要な費用を予
算化し、市議会での承認を経て、事業として実施していきます。

「将来こうなったらいいな」を描く

計画内容に沿って取組を予算化・事業化

「その実現に向けて取り組むこと」をまとめる

市制施行７０周年を記念して誕生した羊のキャラクター。
「おづ」は泉大津市域が古くから「小津」と呼ばれていたことから名づけられました。
毛布・ニットのまち泉大津を全国にＰＲします。

市のマスコットキャラクター

おづみん
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第３部　基本計画 第４部　巻末資料

第４次泉大津市総合計画の全体像
　第４次泉大津市総合計画は、様々な市民参画の手法を
通じて、直接的な市民参加の場である市民会議から提案
された１０年後の泉大津のまちのイメージや将来像をも
とに、市民と共有できるまちづくりの方向性を示す『基
本構想』を定めています。この基本構想に基づき、市政
全般にかかる政策の基本的な方向性を総合的・体系的に
示した『基本計画』では、その実現に向けた各分野別の
取組や市民・団体・事業者・行政などが担う役割を整理
しています。

第１部　総　　論 第２部　基本構想
総合計画の策定の趣旨と位置付け まちの将来像

総合計画の策定の背景

まちづくりの方向性

■総合計画の策定の趣旨

■総合計画の位置付け

■総合計画の策定の特長

■総合計画の構成と目標年次

■泉大津市の特性

■まちづくりのあゆみ

■泉大津市を取り巻く環境

■人口減少社会を前提としたまちづくり

分野別計画 ■策定体制

■計画策定経過

■総合計画条例

■総合計画審議会 
　（条例、委員名簿、諮問、答申）

■総合計画策定専門家委員会
　（要綱、委員名簿）

■成果指標一覧

市民参画

パブリックコメントシンポジウム大学生会議市民会議中学生会議関係団体ヒアリング市民意識調査

１０年後の
泉大津のまちのイメージ

将来像

■世代をこえて手を取り合うまち～ゆりかごから墓場まで～
■きょうどうによるコミュニティづくり
■誰もがひきこまれる開かれたまち

■なんでも近い（で）泉大津
■育ち育てられるまち
■今あるもので発展していくまち

●住めば誰もが輝く町～自分たちで育て、自分たちも育てられる町～
●なんでも近い（で）泉大津
●市民と共に創り育てる“ええとこやで･泉大津･”

きょうどうによる
コミュニティづくり
自分たちで育て、

自分たちも育てられるまち
世代をこえて
手を取り合うまち

今あるものを活かし誰もが
惹きこまれるひらかれたまち

力を合わせて市民の笑顔が
あふれるまちづくり

学びあうひとづくり
彩りあるまちづくり

コンパクトで居心地のよい
まちづくり

誰もがすこやかにいきいきと
暮らせるまちづくり

誇れる・選ばれる・集える
まちづくり

安全で心やすらぐ
まちづくり

健全な行財政と都市経営に基づく
市民サービス

大阪都心部

関西国際空港

大阪都心部

関西国際空港

団体・
事業者
団体・
事業者

市民

行政

市民

行政

コンパクト

活力・共創

安全・安心安全・安心

コンパクト

活力・共創

住めば誰もが輝くまち　泉大津
～なんでも近いで　ええとこやで～
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　わたくしたちは伝統ある工業のまち泉大津市民であることに誇りをもち、
明るく豊かな生活とよりよき社会環境をきずくためこの憲章を守りましょう。

1　教育に力をそそぎ、すぐれた文化のまちをつくりましょう。

1　きまりを守り、明るく住みよいまちをつくりましょう。

1　働くことによろこびをもち、豊かなまちをきずきましょう。

1　まちを美しくし、せいけつな環境をつくりましょう。

1　小さい草花にも愛情をもち、まちに緑をそだてましょう。

泉大津市民憲章

市章

泉大津市の「泉」と「大」の文字を波形に図案化し、湧きのぼる
発展と海外への雄飛を表象しています。

シンボルマーク

毛布のまち泉大津にふさわしく“羊”の顔をイメージし、目と口
の丸は「創造」「躍動」「調和」を表しています。

市の木・・・くすのき

形態が雄大で、公園・境内木として刈り込みに耐え、公害にも
強く、市民にも古くから親しまれています。

市の花・・・さつき

市の風土に適し、栽培、増殖が容易で、多くの市民が愛好する
にふさわしい花です。

昭和41年11月3日制定
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第１章　総合計画の策定の趣旨と位置付け

第１節　総合計画の策定の趣旨

本市では、平成１３年４月に「ひとが主役のまちづくり」を基本理念とし、「創造と安心を未来につ
なぐまち・泉大津－ひとにやさしい快適なまちづくりをめざして－」を都市の将来像とする第３次泉
大津市総合計画を策定しました。

策定と同時に経済情勢の悪化により、本市も厳しい財政状況に置かれましたが、そのような状況
においても、第３次泉大津市総合計画の理念に基づき、各種事業に取り組んでまいりました。

この第３次泉大津市総合計画は平成２２年度に目標年を迎えており、その後、市内外の情勢によ
り、これに続く総合計画のすみやかな策定には至りませんでしたが、人口減少社会の進行をはじめ
とする近年の社会情勢の変化に対応し、将来における本市のあるべき姿と進むべき方向を示す基
本的な指針として、この度新しい総合計画を策定します。

第２節　総合計画の位置付け

平成２３年８月の地方自治法の改正により総合計画の策定義務が廃止されましたが、本市で
は、平成２６年３月に「泉大津市総合計画条例」を制定し、総合的かつ計画的な市政運営を図るた
め、市の最上位計画として総合計画を策定することを位置づけました。

第４次泉大津市総合計画は、市の将来のあり方を展望し、その実現に向けた施策の基本的な方
向や体系を示したものであり、都市経営の根幹をなす計画です。

また、市民と行政が市の将来像を共有し、まちづくりを進めていくための計画でもあります。

第３節　総合計画の策定の特長

１．直接的な市民参加による計画策定

直接的な市民参加である市民会議を中心に、市民アンケート調査や各種団体ヒアリング調査、パ
ブリックコメントなど、幅広く市民の意見をいただき、これらを踏まえて計画を策定しました。

２．成果指標の設定

基本計画の基本施策ごとに、めざす姿を設定し、その到達度を推し量る指標として成果指標を設
定しました。

３．各部課で策定する個別計画との整合

基本計画の基本施策の検討にあたっては、職員からなる部会を設け、めざす姿、施策の展開方
向、取組の事例の設定を行いました。各部課の個別計画は、本計画に即して策定し、施策を展開する
ことで、その整合を図ります。
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第４節　総合計画の構成と目標年次

総合計画は、基本構想・基本計画により構成します。

①基本構想

基本構想は泉大津市が目標とすべきまちの将来像及びその実現のための基本理念を示すもの
であり、市民と共有できるまちづくりの方向性を示したものです。

基本構想は、平成２７（２０１５）年度を初年度とし、１０年間を計画期間とします。

②基本計画

基本構想に基づき、市政全般に係る政策の基本的な方向を総合的かつ体系的に示したもので
す。

基本計画は、平成２７（２０１５）年度を初年度とし、１０年間を計画期間とします。なお、社会
情勢の変化等を踏まえ、５年後に見直しを行います。
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基本施策別に記載
・めざす姿、成果指標
・現況と課題
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第２章　総合計画の策定の背景
第１節　泉大津市の特性

１．平坦でコンパクトな都市

本市は、大阪府の南部に位置し、北部・東部
は高石市と和泉市、南部は大津川を境として泉
北郡忠岡町と隣接しています。西北部は大阪湾
に面し、はるかに六甲山、淡路島を望むことが
できます。

市域は１３．４１ｋ㎡で、最も標高の高い市
域の東端部でも２０ｍの等高線に達しておら
ず、市内全域がほぼ平坦で、傾斜は１度未満と
なっており、徒歩や自転車で移動しやすいまち
となっています。

２．高い交通利便性と多様な交通手段を有する都市

市内に南海本線３駅、隣接する和泉市内にＪＲ阪和線１駅が存在し、駅の徒歩圏内（半径
８００ｍ）に市域の約４割が含まれています。

南海本線の急行停車駅である泉大津駅からは、大阪まで約２０分、関西国際空港まで２５分の
時間距離にあります。

港湾部には阪神高速４号湾岸
線が通っており、泉大津ＩＣが整
備されています。また、市域の北
部には堺泉北有料道路が整備さ
れており、助松ＪＣＴにより阪神
高速４号湾岸線と連絡していま
す。さらに、市内には路線バスや
ふれあいバスが走っており、自動
車による交通利便性も高い地域
となっています。

鉄道・自動車の他、海上交通と
して泉大津～九州新門司間を結
ぶカーフェリーが就航しており、多
様な交通手段を有しています。
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３．住宅と産業が共存する都市

本市は、全国生産の９割以上を占める毛布を中心に、地域に密着して産地を形成する地場産業と
ともに発展してきた都市である一方、近年は、交通利便性の高さを活かし、住宅開発が進められて
おり、住宅と地場産業が共存する都市となっています。

人口増加にあわせ、道路や上下水道などの生活環境整備を進めてきており、都市基盤の整ったま
ちとなっています。

また、臨海部は特定重要港湾堺泉北港の中枢港湾として整備が進められており、物流関連産業等
の新たな産業の集積が進んでいます。

４．子育て世代の多い都市

旧港再開発地区での集合住宅の供給や泉大津駅東地区の再開発などを機に、３０～４０代が
転入したことにより、１５歳未満の年少人口割合が大阪府や全国と比較して高くなっており、人口の
平均年齢が府内市町村の中で３番目に低く、子育て世代の多い都市となっています。
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第２節　まちづくりのあゆみ

１．まちづくりのあゆみ

泉大津の歴史は古く、石器時代にさかのぼります。弥生時代には、泉州地域で最も早い時期に稲
作が行われ、池上曽根遺跡を中心として栄えました。

また、小津の泊、小津の松原、小津の浦と呼ばれ、白砂青松を誇る海岸線と和泉国府の外港とし
て知られていました。

機業地としての歴史も古く、真田紐の製造にはじまり毛布製造へと変遷し、全国生産の９割以上
を占める毛布を中心とする繊維産業の都市として発展してきました。

昭和３０年代にはじまる我が国の高度経済成長に伴い、本市においても人口の急増と地場産業
の飛躍的な発展により、都市の活力が高まるとともに、市民の生活水準は向上しました。

その後、昭和５０年代からの経済の低成長の到来とその社会経済環境の急激な変化のなかで、
第１次泉大津市総合計画をもとに、都市基盤の充実に向けた事業の積極的な展開を図るととも
に、市民の日々の快適な生活を実現するため、保健・福祉や教育・文化などの諸施策も推進してきま
した。

昭和６２年からは、第２次泉大津市総合計画をもとに諸施策を積極的に推進し、泉大津駅東地
区市街地再開発事業や泉大津旧港再開発事業、下水道整備事業、そして泉大津市立病院整備事業
などの大規模プロジェクトが着実に進展するとともに、市民福祉の向上を図る諸施策と、さらに時
代の要請として国際化、少子・高齢化などをはじめとする新たな課題に対応した施策の推進を図り
ました。

続く第３次泉大津市総合計画は、平成１３年度を計画の初年度として策定しましたが、その後の
急激な財政悪化に伴い、総合的な計画の実施が困難となりました。しかし、厳しい財政状況の中で
も、選択と集中により、南海本線の連続立体交差事業や地場産業の振興、シティプロモーションの
展開等を図ってきました。
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２．第３次泉大津市総合計画の評価

第３次泉大津市総合計画の評価を行うために、市民アンケート調査において、第３次泉大津市
総合計画に掲げられている基本施策について、満足度と重要度に関する調査を実施しました。

満足度が高いものとしては、「上水道の整備」や「下水道の整備」となっており、満足度が低く、重
要度が高いものは、「防災対策の推進」、「学校教育の充実」、「公園・緑地・水辺環境の整備」となって
おり、市民ニーズの高い施策であると考えられます。

総論　7

■ 満足度と重要度の相関図（加重平均）

満足度

重
要
度

広域行政

防災対策

児童福祉
学校教育

障がい者福祉
公園・緑地・水辺 環境保全 市街地

高齢者福祉
交通体系

廃棄物処理
健康づくり 上水道

下水道地域福祉・保健福祉

生涯学習住宅
消費生活

青少年
商業・サービス業

労働環境
社会保障

工業

臨海部
情報化

国際化の推進

都市景観
農業・漁業

コミュニティ

市民参加
市民文化
墓地・葬祭場

人権・平和
男女共同参画

スポーツ・レクリエーション

わがまち再発見

重要度平均
(0.52)

満足度平均
(-0.13)

1.20

1.00

0.80

0.60

0.40

0.20

0.00
-0.40 -0.30 -0.20 -0.10 0.00 0.10 0.20 0.30 0.40

※加重平均：満足度は、各回答のうち、「満足」を２点、「やや満足」を１点、「ふつう」を０点、「やや不満」を－１点、
「不満」を－２点として、各回答の点数を足し合わせたものを、回答数で割った値です。重要度についても、
重要度が「高い」を２点、「やや高い」を１点、「ふつう」を０点、「やや低い」を－１点、「低い」を－２点として、
各回答の点数を足し合わせたものを、回答数で割った値です。



第３節　泉大津市を取り巻く環境

１．人口減少社会の到来・少子高齢化の更なる進行

我が国の人口は、平成１６年の約１億３，０００万人をピークに減少社会に突入し、平成５７
年には１億人を割り込むことが予想されています。

少子高齢化も進行してきており、６５歳以上の老年人口は、平成１７年には２割程度でしたが、
平成３７年には約３割まで上昇すると見込まれています。一方、１５歳未満の年少人口割合は、減
少の一途であり、平成３７年には１割近くまで減少すると見込まれています。

こうした人口減少や少子高齢化により、労働力の減少や地域活力の低下、年金や医療費などの
社会保障費の増加など社会の様々な面での影響が懸念されます。また、ひとり暮らしの高齢者や核
家族世帯の増加など、世帯構成にも変化がみられ、介護や子育てなどの生活不安を増大させてい
ます。

２．安全・安心意識の高まり

東日本大震災や阪神・淡路大震災、新潟県中越地震などの大規模震災の発生や、南海トラフの巨
大地震に関するこれまでの常識を覆すような被害想定の公表などを契機として、国民の防災意識
が急速に高まっています。

また、高齢者や子どもが被害者となる凶悪犯罪や振り込め詐欺なども多く発生するなど、身近な
地域における犯罪への不安が増大しています。

これらの問題の解決に向けては、個人や家族など自助での取組はもちろんのこと、行政と市民や
地域、企業が連携した公助・共助の取組が求められています。

３．地球環境問題の深刻化

世界的には人口は増加してきており、化石燃料の大量消費などにより、二酸化炭素等の温室効果
ガスは近年、増加傾向にあります。さらに、地球温暖化の影響は年々顕在化し、洪水や干ばつなどの
異常気象が生じているとされています。

平成１７年（２００５年）には「京都議定書」が発効し、地球温暖化防止を主目的とした地球環
境への負荷低減が、世界共通の課題として掲げられました。また、地球温暖化に伴う気温上昇は、種
の絶滅リスクが高まると予測され、平成２２年には生物多様性への国際的な取組を進めるために、
「名古屋議定書」や「愛知目標」が採択されました。このように、地球温暖化対策を進める取組は、
重要な課題となっています。
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４．地域経済を取り巻く状況の変化

経済のグローバル化が進み経済活動の機会が拡大する一方、東アジア各地域の急速な経済成長
の影響なども受け、経済活動における国・地域間の競争は激しさを増しています。

経済情勢はバブル経済崩壊以降、回復基調にありましたが、平成２０年（２００８年）の世界同
時不況によって大きな打撃を受けました。近年、政府の経済対策により一定の景気回復が図られて
いるものの、景気の先行きは引き続き楽観視できない状況になっています。

５．高度情報化社会の進展

情報通信技術（ＩＣＴ）の進歩とともに、パソコンや携帯電話等の情報通信機器が飛躍的に普及
しており、いつでも、どこでも、誰でも簡単にネットワークにつながり、情報を自由自在にやりとりす
ることのできる情報社会の実現に向かいつつあります。

このような状況に対して、医療や福祉、生涯学習、防災、産業などの分野で、情報通信技術を活用
した様々なサービスの提供・充実が求められます。

一方、こうした社会システムの急速な転換に迅速に対応できない情報弱者への支援、地域による
情報格差の発生、セキュリティの確保や個人情報の保護なども課題となっています。

６．まちづくりへの市民参加・協働意識の高まり

地方分権や地域主権改革の推進、新しい公共の考え方の浸透などを背景として、財政状況等の行
政情報の公開の徹底やパブリックコメント制度等の導入、市政への市民参加、参画を制度化する地
方自治体が、全国的に増えつつあります。

保健・医療や福祉、社会教育の推進、まちづくり等の分野では、市民のボランティアやＮＰＯ活
動、コミュニティ活動が行われており、地域の活力向上のためには、こうした一人ひとりの力を発揮
した市民参画を一層進め、地域のあらゆる情報を共有していくことで、誇りと愛着、パートナーシッ
プを深めることが必要となっています。
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第４節　人口減少社会を前提としたまちづくり

１．人口の将来予測

・国立社会保障・人口問題研究所が平成２５年３月に実施した人口推計によると、日本全国と
同様、本市の人口は減少すると推計されており、平成３７年には約７３，０００人になると予
想されています。

・１０年後の人口構成の比率をみると、最も人口割合の高い世代が５０～５４歳代となり、後
期高齢者となる団塊世代を抜いて、２５～２９歳代の割合が３番目に高くなっています。

10　総論

資料：国勢調査（H7～H22）、国立社会保障・人口問題研究所（H27～H42）
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２．人口減少や人口構成の変化を見据えたまちづくり

全国的に人口減少社会に突入しており、今後、急激な人口増加が見込めないなかで、これから
１０年のまちづくりを考えるにあたっては、人口減少や人口構成の変化を見据え、以下の観点を持
つことが重要です。

○高度成長期等につくられた制度や仕組み、ライフスタイルを変革する契機とする

・後期高齢者が急激に増えるなかで、豊富な経験・知識を有し、時間にゆとりのある高齢者が、
地域社会で活躍することのできる場づくり

・生産年齢人口が減少するなかで、子育てや介護をしながら、自分らしく働ける環境づくりや
ワークライフバランスの推進

○将来、大きな課題となりそうなものに対して今からしっかりと備える

・高度経済成長期に整備された都市インフラが更新時期を迎えるなかで、人口減少等の長期予
測にもとづく施設整備・維持管理

・合計特殊出生率が低い値で推移することが想定されるなか、更なる少子化に歯止めをかける
ため、保育・子育て支援による保育環境の充実

・高齢者人口の増加等に伴う医療や介護需要の増大に対応するため、若いうちからの健康づく
り、高齢者のいきがいづくりの促進

・人口減少等による税収減を見越した税源の涵養、歳出の適正化などの健全な財政運営に向け
た取組

○新たな価値の創造によって持続的発展をめざす

・労働力が減少し、国内市場の縮小・構造の変化が予想されるなか、地域産業の持続的発展に
向けて、グローバルな視点を持った人材の育成や産学官の連携強化などの取組

・社会参加意欲の高い高齢者の増加等を踏まえ、ＮＰＯ法人などの市民活動による新しい公共
活動の促進

・人口減少等によるエネルギー消費量の減少を契機とした、再生可能エネルギーの導入などエ
ネルギー源の転換による低炭素社会の実現
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これからの泉大津市のまちづくり
平成２５年９月２６日

市長　本市は、市域がコンパクト、市内は、ほぼ平坦で高低差もありません。自然災害が少
なく、子どもから高齢者まで、誰もが暮らしやすいことが強みだ実感しています。

成山　それに加え、泉大津市民は地域への愛着が強い点も強みでしょう。近頃は、若い世代
の住民が増えてきています。このような方々が、昔ながらの地域コミュニティとのつな
がりを強めて、新旧住民が、より良い関係をつくっていくことが、これからの課題だと
思います。

今木　他の市町には無い特徴を打ち出し、泉大津市ならではの特色を出していくために
は、住み心地などの住民の視点だけでなく、産業、観光など様々な視点から市の方向
性を考えていく必要があると思います。この場合、隣接の市町と比較して、泉大津市の
持っている強み・弱みについて認識することが必要でしょう。

市長　隣接する市町と比較して、本市の特徴的な取組のひとつに、平成２６年度からスター
トする認定こども園があります。これを機に、幼稚園と保育所が、一体的な教育・保育
を展開できればと考えています。また、児童虐待早期発見のためのＣＡＰＩＯ（泉大
津市児童虐待防止ネットワーク）を全国に先駆けて構築しており、児童だけでなく、高
齢者、障がい者の虐待に関する相談・通告にもワンストップで対応しています。さら
に、大規模災害時には、近隣の市町も被災することを想定し、広い範囲で相互支援が
行えるよう、全国１９市町と市町村広域災害ネットワークの協定を締結しています。
一方、本市の弱みは、戦略的なまちづくりを行ってこなかったことがあげられます。市
のＰＲ戦略など、長期的な展望をもったまちづくりが必要だと考えています。

成山　大阪の中心から電車で３0分程度の距離にあることも強みの一つでしょう。ただし、
周囲の自治体も条件は同じで、その中で埋もれないためには、オンリーワンになれ
るような取組が必要と思います。例えば、子どもを大事にする街や、モラリッシュな(道
徳観に優れた)街など、独自性のあるまちづくりが求められるでしょう。

今木　行政が、市民との協働を進める際、横軸と縦軸の連携を深めることが大事かと思いま
す。横軸とは町内会同士などの連携で、縦軸とは多様な世代間のつながりです。泉大
津市には知識や経験のある定年退職した世代がたくさんいらっしゃる。こういった
方々が活躍する場があれば、生きがいにもなるでしょう。

市長　異世代間のつながりを生み出す仕組みが必要です。例えば、長寿園は、高齢者の場 
所との印象を持ちますが、子どもが宿題を持って集まる場所であっても良く、市民に
身近なコミュニティの拠点として活用されればよいと思います。

今木　行政は、職員の活用が重要です。学生に、新しいことを考えて提案するよう仕向けま
すが、行政も、職員が問題意識を持って、新しい提案を行う姿勢を持つことがこれか
らのまちづくりには重要でしょう。

成山　まちづくりのコーディネーターとして、まずは職員を育成することは大切ですが、ずっと行政に頼りっきりではだめです。い
かに市民にバトンタッチしていくかがポイントです。市民がまちづくりへの参画意識を持てるよう、そのきっかけづくり、仕掛
けが重要でしょう。

市長　地域コミュニティの再構築、地域の絆の再生が大事だと考えています。昔は、向こう三軒両隣と言われたように、 道端で気軽
に会話が生まれ、旅行に行くときにはお隣に鍵を預けるような地域の絆がありました。このような絆が再生されれば、現代
の課題であるいじめや虐待、孤独死などは解消されていくのではないかと思っています。

成山　学力の高い秋田県、福井県と大阪府を比べると、地域のつながりに格差があるとの調査結果が出ています。三世代同居が
多い地方と比べて、大阪府等の都会は、異世代間のつながりが希薄ということが課題です。本市の強みである「地域への愛
着」を活かして、地域のつながりを再構築していくことが新しいまちづくりには必要でしょう。

今木　ＮＰＯに限らず社会問題に対して意識を持った人を組織化することも重要です。市民と行政が協働する活動が市民の自己
実現の場になるとよいと思います。市民が生きがいを感じるとともに社会の発展にもつながっていくことが理想です。

市長　これからのまちづくりでは、市民・大学・市民団体との連携を強化し、地下水が元をたどれば同じ水を共有しているように、
「地域コミュニティ」を源泉とした、心が通うまちづくりを進めていきたいですね。

第４次総合計画の策定に先立ち、総合計画の策定にご協力いただく有識者の方々をお迎えして、伊藤市長とともに、
「これからの泉大津市のまちづくり」について語り合っていただきました。

泉大津市の『強み』や『弱み』をどのようにお考えですか?

これからのまちづくりは、市民・行政・大学による協働が求められていますが？

「これからの泉大津市のまちづくり」で大事にしたいことは何でしょうか?

左から今木桃山学院大学副学長、
伊藤泉大津市長、成山大阪教育大学理事

今木桃山学院大学副学長

成山大阪教育大学理事

第４次総合計画策定にあたっての取組①
※
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で
す

鼎談（ていだん）



第２部　基本構想
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これからの泉大津市のまちづくり
平成２５年９月２６日

市長　本市は、市域がコンパクト、市内は、ほぼ平坦で高低差もありません。自然災害が少
なく、子どもから高齢者まで、誰もが暮らしやすいことが強みだ実感しています。

成山　それに加え、泉大津市民は地域への愛着が強い点も強みでしょう。近頃は、若い世代
の住民が増えてきています。このような方々が、昔ながらの地域コミュニティとのつな
がりを強めて、新旧住民が、より良い関係をつくっていくことが、これからの課題だと
思います。

今木　他の市町には無い特徴を打ち出し、泉大津市ならではの特色を出していくために
は、住み心地などの住民の視点だけでなく、産業、観光など様々な視点から市の方向
性を考えていく必要があると思います。この場合、隣接の市町と比較して、泉大津市の
持っている強み・弱みについて認識することが必要でしょう。

市長　隣接する市町と比較して、本市の特徴的な取組のひとつに、平成２６年度からスター
トする認定こども園があります。これを機に、幼稚園と保育所が、一体的な教育・保育
を展開できればと考えています。また、児童虐待早期発見のためのＣＡＰＩＯ（泉大
津市児童虐待防止ネットワーク）を全国に先駆けて構築しており、児童だけでなく、高
齢者、障がい者の虐待に関する相談・通告にもワンストップで対応しています。さら
に、大規模災害時には、近隣の市町も被災することを想定し、広い範囲で相互支援が
行えるよう、全国１９市町と市町村広域災害ネットワークの協定を締結しています。
一方、本市の弱みは、戦略的なまちづくりを行ってこなかったことがあげられます。市
のＰＲ戦略など、長期的な展望をもったまちづくりが必要だと考えています。

成山　大阪の中心から電車で３0分程度の距離にあることも強みの一つでしょう。ただし、
周囲の自治体も条件は同じで、その中で埋もれないためには、オンリーワンになれ
るような取組が必要と思います。例えば、子どもを大事にする街や、モラリッシュな(道
徳観に優れた)街など、独自性のあるまちづくりが求められるでしょう。

今木　行政が、市民との協働を進める際、横軸と縦軸の連携を深めることが大事かと思いま
す。横軸とは町内会同士などの連携で、縦軸とは多様な世代間のつながりです。泉大
津市には知識や経験のある定年退職した世代がたくさんいらっしゃる。こういった
方々が活躍する場があれば、生きがいにもなるでしょう。

市長　異世代間のつながりを生み出す仕組みが必要です。例えば、長寿園は、高齢者の場 
所との印象を持ちますが、子どもが宿題を持って集まる場所であっても良く、市民に
身近なコミュニティの拠点として活用されればよいと思います。

今木　行政は、職員の活用が重要です。学生に、新しいことを考えて提案するよう仕向けま
すが、行政も、職員が問題意識を持って、新しい提案を行う姿勢を持つことがこれか
らのまちづくりには重要でしょう。

成山　まちづくりのコーディネーターとして、まずは職員を育成することは大切ですが、ずっと行政に頼りっきりではだめです。い
かに市民にバトンタッチしていくかがポイントです。市民がまちづくりへの参画意識を持てるよう、そのきっかけづくり、仕掛
けが重要でしょう。

市長　地域コミュニティの再構築、地域の絆の再生が大事だと考えています。昔は、向こう三軒両隣と言われたように、 道端で気軽
に会話が生まれ、旅行に行くときにはお隣に鍵を預けるような地域の絆がありました。このような絆が再生されれば、現代
の課題であるいじめや虐待、孤独死などは解消されていくのではないかと思っています。

成山　学力の高い秋田県、福井県と大阪府を比べると、地域のつながりに格差があるとの調査結果が出ています。三世代同居が
多い地方と比べて、大阪府等の都会は、異世代間のつながりが希薄ということが課題です。本市の強みである「地域への愛
着」を活かして、地域のつながりを再構築していくことが新しいまちづくりには必要でしょう。

今木　ＮＰＯに限らず社会問題に対して意識を持った人を組織化することも重要です。市民と行政が協働する活動が市民の自己
実現の場になるとよいと思います。市民が生きがいを感じるとともに社会の発展にもつながっていくことが理想です。

市長　これからのまちづくりでは、市民・大学・市民団体との連携を強化し、地下水が元をたどれば同じ水を共有しているように、
「地域コミュニティ」を源泉とした、心が通うまちづくりを進めていきたいですね。

第４次総合計画の策定に先立ち、総合計画の策定にご協力いただく有識者の方々をお迎えして、伊藤市長とともに、
「これからの泉大津市のまちづくり」について語り合っていただきました。

泉大津市の『強み』や『弱み』をどのようにお考えですか?

これからのまちづくりは、市民・行政・大学による協働が求められていますが？

「これからの泉大津市のまちづくり」で大事にしたいことは何でしょうか?

左から今木桃山学院大学副学長、
伊藤泉大津市長、成山大阪教育大学理事

今木桃山学院大学副学長

成山大阪教育大学理事

第４次総合計画策定にあたっての取組①
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第１章　泉大津市のめざすまちづくり
第４次泉大津市総合計画は、市民と行政が市の将来像を共有し、まちづくりを進めていくための
計画です。

そのため、計画の策定段階から、市民と行政の「協働・連携」の具現化として、中学生会議や大学
生会議、市民会議を開催し、今後１０年間かけて泉大津市がめざすまちづくりについて提言を受け
ました。

第４次泉大津市総合計画は、この提言を尊重し、まちの将来像を設定するとともに、将来像の検
討過程において出された市民からの言葉や意見を集約し、泉大津市でまちづくりを進める上で大
切にしたい３つの基本理念を設定します。

第１節　まちづくりの基本理念

「コンパクト」の視点

平坦で小さな市域であるがゆえに市民や団体・事業者、行政の間の距離が近いことや、世界とつ
ながる関西国際空港や港湾、大阪都心部との距離が近いことは、本市の個性であり特長です。

距離の近さは、利便性の高さや関係性の緊密さ、人と人とのつながりや親近感を生み出し、それ
が人口の流入や定住、人々の活発な交流の創出につながってきました。

このようになんでも近いことが生み出すコンパクトさは、まとまりよく充実したまちに成長してき
た本市のかけがえのない資質であるとともに、市域を越えて躍進する力を備えています。将来にわ
たって、これを活かすとともに、さらに磨きをかけ、発展させるまちづくりを基本とします。

「活力・共創」の視点

誰もが輝くまちとして、市民が主体となったまちのにぎわいづくりや、企業や大学、近隣自治体と
連携した、地域や産業活性化に向けた取組を進めます。また、市の特性や利点をさらに伸ばし、これ
らを広く情報発信するなど、市民と行政がともに手をとりあい、高め合うことで、新しい価値を創造
し、活力あるまちを共に創り上げることを基本とします。
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● 住めば誰もが輝く町 　～自分たちで育て、自分たちも育てられる町～
● なんでも近い（で）泉大津
● 市民と共に創り育てる 　“ええとこやで･泉大津･”

市民から提案された ３ つの将来像



「安全・安心」の視点

泉大津がええとこであるために、市民の生活や活動を支える基盤として、市民が安全に安心して
健やかに暮らし、活動することのできる環境の確立を基本とします。

第２節　まちの将来像

基本理念に掲げる「コンパクト」、「活力・共創」、「安全・安心」の３つの視点を踏まえ、市民一人ひ
とりが、自分たちの住むまちに誇りをもち、快適で機能性の高い都市環境の中で、安全に安心して健
やかに暮らしていくことのできるまちをめざし、次のようにまちの将来像を設定します。
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第２章　まちづくりの方向性
まちの将来像「住めば誰もが輝くまち　泉大津　～なんでも近いで　ええとこやで～」の実現に
向けた取組を、まちづくりの方向性として示します。

このまちづくりの方向性は、市民会議において、まちの将来像の検討過程で、イメージとして出さ
れたキャッチフレーズに、行政内部での検討を加え、設定するものです。

１．きょうどうによるコミュニティづくり

社会経済情勢の変化とともに、少子高齢化、核家族化が急速に進み、さらには個人の価値観が多
様化するなか、自治会組織に加入する世帯も減少し、家庭や地域で支え合う機能が弱まりつつあり
ます。

一方で、子育て、教育、防災、防犯、高齢者・障がい者福祉などの分野での課題が増大するなか、市
民一人ひとりが地域社会の担い手となり、地域で支え合いともに暮らしていくまちづくりが求められ
ており、その実現のためには、コミュニティの役割が非常に重要となります。

市民、行政がきょうどうによりコミュニティを再構築し、市民一人ひとりの努力（自助）、住民同士の
相互扶助（共助）、公的な制度（公助）の連携によって、その課題についてともに考え、解決する仕組
みをつくり、誰もが平等に尊重され、心豊かに生活できるまちづくりを進めます。

２．自分たちで育て、自分たちも育てられるまち

まちづくりの主体は市民一人ひとりです。市民がまちづくりの担い手として、その力を十分に発
揮するためには、生涯にわたる連続性ある豊かな学びと豊かな心を培うひとづくりが重要となりま
す。

そのため、次代を担う子どもたちが、家族や郷土を愛し広く世界に目を向け、自ら学び心豊かに
成長できるよう、学校・家庭・地域がコミュニケーションを深め、まちぐるみで子どもたちを育てる環
境づくりを進めます。

また、市民一人ひとりのニーズに応じた学びの機会を確保するため、学習環境や学習機会の充
実を図るとともに、市民の文化・芸術活動やスポーツ活動、国際交流を促進します。

さらに、社会の財産である高齢者の貴重な経験や知識、技術を活かし、高齢者が地域活動に積極
的に参加でき、生きがいと自信を持って活躍できる仕組みづくりを進めます。

学校・家庭・地域が連携し、生涯にわたって学ぶことのできる環境をつくることで、将来の泉大津
のまちづくりの担い手を育てるとともに、学ぶ楽しさと社会の中での自己実現の喜びにより、誰もが
いきいきと輝けるまちづくりを進めます。
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３．世代をこえて手を取り合うまち

誰もが住み慣れた地域で、健康で安心して暮らしていくためには、犯罪や交通事故、地震や台風
などの自然災害から市民の生命と財産を守り、市民生活の安全性を高める必要があります。

若い世代が安心して子どもを産み育てることができ、高齢者・障がい者が健康で安心して生活で
きるよう、時代に即した福祉サービスの充実、地域のコミュニティで支え合う福祉活動を促進しま
す。また、疾病予防などライフステージに応じた健康づくりや地域医療体制の充実に努めます。

世代を超えた交流とネットワークの構築により、誰もが安全に安心して暮らせるまちづくりを進め
ます。

４．今あるものを活かし誰もが惹きこまれるひらかれたまち

毛布をはじめとする繊維のまちから、住宅都市へと変容しつつあるなか、将来の泉大津を見据え
たまちづくりが求められます。

交通利便性の高さを活かし、都市基盤施設の整備・維持により住宅都市としての魅力を高め、誰
もが生涯安心して暮らせるまちづくりを進めます。また、臨海部においては、環境関連産業の創造・
集積を進めるとともに、広域的なネットワークの窓口としての機能の充実を図ります。

身近にある水や緑は、人々にうるおいとやすらぎをもたらす重要な要素であることから、公園・緑
地における緑、河川等における水辺環境の保全と創出を進めます。また、環境問題に先進的に取り
組む都市として、市民生活に起因する温室効果ガスの排出抑制や資源循環型社会の構築など、地
球規模での環境保全を進めます。

現在は、企業だけでなく都市間も競争の時代であり、人を惹きつけるまちとなるには情報の収集
と発信が鍵となると言われています。市の特性を前面に打ち出した情報発信により市のイメージ
アップを図ります。

これらにより、都市としての高い利便性を有しつつ、自然と環境が調和した中で、心の豊かさを感
じることのできる質の高い暮らしを市民とともに創造します。また、地域資源に磨きをかけ、それら
を繋ぎあわせることで付加価値を生み出し、広く内外に発信することで発展していくまちづくりを進
めます。

厳しい財政状況のなか、今あるものを最大限に活かし、誰もが訪れたい、住んでみたい、住み続
けたいと思えるまちづくりを進めます。

基本構想　17
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まちづくりの資源や課題を抽出「緑豊か
で静か、住むには良いまち」、「公民館で
色んなセミナーが実施されており、クラ
ブが楽しそう」、「公共施設が老朽化して
いる」等、数多くの意見が出されました。

各会議で出されたまちづくりの資源
や課題を参考に、「泉大津市の強
み・弱み」や「強みを活かした・弱み
を克服する取組のアイデア」を検討
し、取組の方向性を整理しました。

H２５.１１.３０大学生会議 H２５.１２.１４市民会議

H２６.１.２５市民会議

H２５.１２.２０中学生会議

H２６.３.１市民会議

第２回市民会議で議論
された「私が想う１０
年後の泉大津」の結果
を踏まえ、重要だと考え
られるキーワード等の
絞り込みを行い、それ
らの組み合わせによ
り、一言で表す「私たち
が想う１０年後の泉大
津の将来像」を整理し
ました。

第３回大学生会議の提案を踏
まえて、投票により市民会議の
みんなが想う将来像案を検
討・決定しました。

第２回市民会議を踏まえて、
「私たちが想う１０年後の泉
大津」を実現するために必要
な取組に対して「わたしにで
きること」、「連携してできるこ
と」を検討しました。

H２６.１.１１大学生会議

大学生会議

これまでに開催した市
民会議、大学生会議を
振り返り、市民フォーラ
ムで発表する内容につ
いて、発表の構成、役割
分担を検討し、発表資
料を作成しました。

大学生会議
第 回４

人

賑
わ
い

情
報
発
信

若い力がひっぱる
まちに学生がいる、子どものパワーを借りる取組

人と人とのつながりが強いまち
仲間意識は強いが、新旧住民のコミュニケーションが無い 

まちを知ってもらう
隠れた名店、人気のあるおづみんを活かしきれていない
おづみんを宣伝部長に！
人気はあるが、何をＰＲするのか！

暮らしやすいまち
良いもの（平坦・コミュニティバス・公園等）が活かしきれていない

Kindful  city  for  foreigners
関空に近い
学んで味わうまち歩きツアー
古い町並みなどまちの魅力が知られていない

交流あふれる商店街
魅力的な飲食店が知られていない

H２６.２.８ H２６.３.１５ 市民フォーラム
発表

H２６.３.２９

まち歩き（泉大津駅周辺） まちの自慢できるところ・変えたいところについて意見交換まち歩き（松ノ浜駅～北助松駅） 

ワークショップ
まちづくりの資源や課題を抽出「利便性が
高く歴史もあるが、商業等の活気が不足」、
「毛織物が有名だと改めてわかったが、若
い人にはイメージしにくい」、「狭い道路が
多い」等、数多くの意見が出されました。

「泉大津をもっと知ってほしい！」、「おづみんと
毛布を掛け合わせてイベントをしては？」、「緑
を増やして明るく毎日が楽しい町に」、「商店街
に活気がある町に」、「清潔で事故がまったく
なくて地域のみんなで助け合える町に」等の
意見が出されました。

ワークショップ
良いところ・変えたいところの確認 良いところ・変えたいところの確認

２チームに分かれて
ワークショップ

大
学
生
会
議
で
抽
出
さ
れ
た
テ
ー
マ
別
に
市
民
会
議
を
班
分
け なんでも近い（で）泉大津賑わい・

産業

世代をこえて手を取り合うまち
～ゆりかごから墓場まで～暮らし

育ち育てられるまち
誰もがひきこまれる開かれたまち
今あるもので発展していくまち

情報
発信

きょうどうによるコミュニティづくり
人・

コミュニティ

各会議の代表者が
検討内容を発表

住めば誰もが輝く町
～自分たちで育て、自分たちも育てられる町～

なんでも近い（で）泉大津
市民と共に創り育てる
”ええとこやで・泉大津・”

暮
ら
し

４班に分かれて
ワークショップ

将来像を投票で決定２チームに分かれてワークショップ 資料作成

３つの将来像
を提案

「まちの将来像」、「まちづくりの方向性」を検討・提案いただいた市民会議等の概要を以下に示します。参考 私たちが想う１０年後の泉大津

● ● ● ● ●

各自が考えてきた「私が想う１０年後の泉大津（キャッチフ
レーズや将来都市イメージ）」を班別に共有し、その将来像を
実現するために必要な取組について検討しました。

各班が考えた１０年後の泉大津のまちのイメージ

４班に分かれてワークショップ
第 回２

第 回３

ま
ち
づ
く
り
の
資
源
・

課
題
を
抽
出

第 回１
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第４次総合計画を策定するにあたり、無作為に抽出した１６歳以上の市民３，０００名を対象に、市政に対する
満足度や今後のまちづくりへの要望等について広く意見を伺うために、市民アンケート調査を実施しました。
この調査では、８０９名の市民に泉大津市の住みやすさや、まちづくりに対する評価や期待、将来像等について回
答いただきました。
設問の一つである「今後の１０年間のまちづくりで重要だと思うもの」では、「防災、防犯、交通安全対策による安
心・安全なまちづくり」や「子どもを産み育てやすい環境づくり」等の項目が多く選択されました。

市民アンケート調査を実施しました！
平成２５年１０月２４日～１１月１０日

第 4次総合計画策定にあたっての取組②

設　問

今後の１０年間のまちづくりで、あなたが重要だと思うものをお選びください。
≪集計結果（上位３項目の抜粋）≫　※重要度が高いと思うもの３つを選択。単純に全てを加算。

≪年齢別集計≫

防災、防犯、交通安全対策による安心・安全なまちづくり

子どもを産み育てやすい環境づくり

高齢者や障がいのある人が暮らしやすい福祉の拡充

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16%

14.7%

11.6%

10.7%

14.7%

11.6%

10.7%

N=2,211

N=48

N=177

N=368

N=433

N=322

N=269

N=218

N=133

N=243

（N値は有効回答数）

※年齢別集計の％表示は、四捨五入により内訳の合計が 100％になりません。
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第 3 部　基本計画

第４次総合計画を策定するにあたり、無作為に抽出した１６歳以上の市民３，０００名を対象に、市政に対する
満足度や今後のまちづくりへの要望等について広く意見を伺うために、市民アンケート調査を実施しました。
この調査では、８０９名の市民に泉大津市の住みやすさや、まちづくりに対する評価や期待、将来像等について回
答いただきました。
設問の一つである「今後の１０年間のまちづくりで重要だと思うもの」では、「防災、防犯、交通安全対策による安
心・安全なまちづくり」や「子どもを産み育てやすい環境づくり」等の項目が多く選択されました。

市民アンケート調査を実施しました！
平成２５年１０月２４日～１１月１０日

第 4次総合計画策定にあたっての取組②

設　問

今後の１０年間のまちづくりで、あなたが重要だと思うものをお選びください。
≪集計結果（上位３項目の抜粋）≫　※重要度が高いと思うもの３つを選択。単純に全てを加算。

≪年齢別集計≫

防災、防犯、交通安全対策による安心・安全なまちづくり

子どもを産み育てやすい環境づくり

高齢者や障がいのある人が暮らしやすい福祉の拡充

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16%

14.7%

11.6%

10.7%

14.7%

11.6%

10.7%

N=2,211

N=48

N=177

N=368

N=433

N=322

N=269

N=218

N=133

N=243

（N値は有効回答数）

※年齢別集計の％表示は、四捨五入により内訳の合計が 100％になりません。
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住めば誰もが輝くまち　泉大津
～なんでも近いで　ええとこやで～

きょうどうによる
コミュニティづくり

自分たちで育て、
自分たちも育てられるまち

まちづくりの方向性と施策体系

市民参画・協働
地域コミュニティ

男女共同参画
人権・平和
多文化共生

青少年育成
生涯学習

文化・芸術・スポーツ

地域福祉
高齢者福祉
障がい福祉
保健・医療
防災・消防
防犯

消費生活
住環境
臨海部
環境保全
道路・交通

公園・緑地・河川
上下水道
商工業
観光

農業・漁業
労働環境

行財政運営
市政の情報発信
公共施設

市民サービス

就学前・学校教育

子ども・子育て支援

男女共同参画
人権・平和
多文化共生

地域福祉
高齢者福祉
障がい福祉
保健・医療
防災・消防
防犯

消費生活
住環境
臨海部
環境保全
道路・交通

公園・緑地・河川
上下水道
商工業
観光

農業・漁業
労働環境

力を合わせて
市民の笑顔が
あふれる
まちづくり

学びあう
ひとづくり
彩りある
まちづくり

誰もが
すこやかに
いきいきと
暮らせる
まちづくり

誇れる・
選ばれる・
集える
まちづくり

コンパクトで
居心地のよい
まちづくり

安全で
心やすらぐ
まちづくり

健全な行財政と
都市経営に
基づく

市民サービス 

7つの政策 31の基本施策

大阪都心部

関西国際空港

大阪都心部

関西国際空港

団体・
事業者

市民

行政
団体・
事業者

市民

行政

コンパクト

活力・共創

安全・安心安全・安心

コンパクト

活力・共創

世代をこえて
手を取り合うまち

今あるものを活かし誰もが
惹きこまれるひらかれたまち

第１章　基本計画の構成とねらい

第１節　基本計画の構成

基本計画は、基本構想で掲げるまちの将来像の実現に向けて、４つのまちづくりの方向性に沿っ
て取り組む内容を、７つの政策と３１の基本施策として示しています。

７つの政策ごとに、重点的に取り組む内容について、基本計画のねらいとして記載するとともに、
３１の基本施策ごとに、めざす姿や施策の展開方向、取組の事例、成果指標、市民・団体・事業者・
行政などの協働のあり方を設定しています。

まちづくりを進めるにあたっては、関連する複数の基本施策を連携させながら、展開していく必
要があります。例えば、まちづくりの方向性の１つである「自分たちで育て、自分たちも育てられるま
ち」の推進においては、「市民参画・協働」「青少年育成」「子ども・子育て支援」「行財政運営」等、複数
の基本施策の連携が必要となります。これら３１の基本施策と４つのまちづくりの方向性の関連性
については、次頁にて図で示しています。

なお、「市民参画・協働」「地域コミュニティ」の基本施策は、「協働・連携」によるまちづくりを進め
るための源泉となる市民・団体・事業者・行政などの取組をつなぐ項目であり、すべてのまちづくり
の方向性に係る施策として位置づけています。また、「行財政運営」「市政の情報発信」「公共施設」
「市民サービス」の基本施策についても、行政が各基本施策を推進するための項目であり、すべて
のまちづくりの方向性に係る施策として位置づけています。
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住めば誰もが輝くまち　泉大津
～なんでも近いで　ええとこやで～

きょうどうによる
コミュニティづくり

自分たちで育て、
自分たちも育てられるまち

まちづくりの方向性と施策体系

市民参画・協働
地域コミュニティ

男女共同参画
人権・平和
多文化共生

青少年育成
生涯学習

文化・芸術・スポーツ

地域福祉
高齢者福祉
障がい福祉
保健・医療
防災・消防
防犯
消費生活
住環境
臨海部
環境保全
道路・交通

公園・緑地・河川
上下水道
商工業
観光

農業・漁業
労働環境

行財政運営
市政の情報発信
公共施設

市民サービス

就学前・学校教育

子ども・子育て支援

男女共同参画
人権・平和
多文化共生

地域福祉
高齢者福祉
障がい福祉
保健・医療
防災・消防
防犯
消費生活

住環境
臨海部
環境保全
道路・交通

公園・緑地・河川
上下水道
商工業
観光

農業・漁業
労働環境

力を合わせて
市民の笑顔が
あふれる
まちづくり

学びあう
ひとづくり
彩りある
まちづくり

誰もが
すこやかに
いきいきと
暮らせる
まちづくり

誇れる・
選ばれる・
集える
まちづくり

コンパクトで
居心地のよい
まちづくり

安全で
心やすらぐ
まちづくり

健全な行財政と
都市経営に
基づく

市民サービス 

7つの政策 31の基本施策

大阪都心部

関西国際空港

大阪都心部

関西国際空港

団体・
事業者

市民

行政
団体・
事業者

市民

行政

コンパクト

活力・共創

安全・安心安全・安心

コンパクト

活力・共創

世代をこえて
手を取り合うまち

今あるものを活かし誰もが
惹きこまれるひらかれたまち
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第２節　基本計画のねらい

１．力を合わせて市民の笑顔があふれるまちづくり

・市民が主体となったまちづくりの実現に向け、市民活動拠点の整備・
充実等を進め、市民の意見や活動がまちづくりに反映される仕組み
づくりを進めます。

・セーフコミュニティ活動を通じた人と人とのつながりや連帯感の醸
成により、地域コミュニティの活性化、再構築を図ります。

２．学びあうひとづくり　彩りあるまちづくり

・就学前教育と小学校教育、小学校教育と中学校教育の円滑な連続
性をめざし、高等学校・大学・専門機関と連携し、つながりある教育
環境の充実を図ります。

・学校・家庭・地域活動団体・事業者・包括連携大学との連携等により
地域社会の教育力の充実をめざし、将来に夢を持ち、まちづくりに
関わることのできる市民を育てます。

３．誰もがすこやかにいきいきと暮らせるまちづくり

・保育所と幼稚園の長所を活かした認定こども園の推進を図るととも
に、地域における相談体制の充実を図り、ライフステージにあわせ
て、安心して子どもを産み、育て、働くことのできる環境づくりを行い
ます。

・地域医療体制の充実を図るため、市立病院・医師会・診療所等との
連携を図ります。また、各種予防事業や検診を充実し、市民の健康づ
くりを支援し、誰もがいつまでも健やかに暮らせることのできるまち
づくりを進めます。

４．安全で心やすらぐまちづくり

・自助・共助・公助の取組により、市民・地域・行政それぞれが役割を
果たしながら相互に連携し、一体となって災害・犯罪・事故に備える
ことで、市民の誰もが安心して暮らせるまちづくりを進めます。

・多岐多様となっている安全・安心をめぐる課題に対し、客観的な
データを根拠とした重点対策に取り組むことで、より質の高い安全・
安心なまちをめざします。
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■市民活動支援センター

■桃山学院大学との連携講座

■乳幼児健診場面での保護者への
　保健指導の様子

■セーフコミュニティ分野別対策委員会



５．コンパクトで居心地のよいまちづくり

・大阪都心部への近接性や平坦で小さな市域であることが生み出すコンパクトさを活かし、歩行
者、自転車に優しいまちづくりを進めるとともに、地域の身近な環境保全を進め、持続可能で誰
もが暮らしやすいまちづくりを進めます。

・都市基盤施設を良好に維持するとともに、地震災害等に備え
た、安定したライフラインの整備を進めます。

・地域資源である港湾地域のポテンシャルを最大限に活かすた
め、企業誘致等を促進するとともに、市街地とのネットワークを
強化し、市民に身近で魅力ある港づくりを進めます。

６．誇れる・選ばれる・集えるまちづくり

・泉大津市の知名度を高め、広く国内外に情報発信するために、
特産品を主軸としたシティプロモーションの取組等を展開して
いきます。

・泉大津の歴史を感じさせる建物や風景の保全を図るとともに、
地域資源を活かした観光の取組を展開します。

７．健全な行財政と都市経営に基づく市民サービス

・目まぐるしく移り変わる社会情勢の変化に対応できるよう、柔軟
で効率的な行財政運営を進めます。

・長期的な視点に基づく公共施設の適正配置、長寿命化などによ
り財政負担の軽減・平準化を進めます。

・多くの情報が氾濫する高度情報化社会において、市民が求める
情報を的確に伝えることのできる情報発信に努めるとともに、
市民が満足を実感できる市民サービスの提供を行います。
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■高齢者交通安全教室

■浜街道まつり

■行政の事業のあり方を再検証する
　外部評価



各分野別計画の見方

当該施策に関する取組
を進めることによって、１０
年後にめざす、まちの姿
（上段）と、まちの状態や市
民の暮らし（下段）について
示したもの。

めざす姿を達成するた
めに取り組む施策の展開
方向とその内容、及び主な
取組の事例を示したもの。

基本施策に関連する市
の条例や施策の実施方針、
既存の計画等を掲げたも
の。それぞれの記号の◆は
条例、◇は実施方針などで
す。

参加にあたって、市民や
学生の想いを掲載したも
の。

基本施策に関連した泉
大津市の現況を整理し、今
後、対応が求められる課題
を整理したもの。

市民や団体・事業者など
と行政による協働のもとで
施策の内容を推進していく
にあたって、それぞれが担
う役割を示したもの。

成果指標 協働の考え方現況と課題

めざす姿 施策の展開方向・取組の事例関係する市の条例・計画等 市民会議参加者の声

めざす姿の達成状況を推し量ることのできる主な指標を
成果指標として設定し、施策を展開することで、５年後、１
０年後に達成をめざす数値目標を示したもの。
なお、成果指標や目標値については、定期的に数値を把
握、評価、分析し、必要に応じて見直しを実施。
実績値の出典や目標値の設定の考え方等については、巻

末資料の成果指標一覧を参照。

第２章　分野別計画
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各分野別計画の見方

当該施策に関する取組
を進めることによって、１０
年後にめざす、まちの姿
（上段）と、まちの状態や市
民の暮らし（下段）について
示したもの。

めざす姿を達成するた
めに取り組む施策の展開
方向とその内容、及び主な
取組の事例を示したもの。

基本施策に関連する市
の条例や施策の実施方針、
既存の計画等を掲げたも
の。それぞれの記号の◆は
条例、◇は実施方針などで
す。

参加にあたって、市民や
学生の想いを掲載したも
の。

基本施策に関連した泉
大津市の現況を整理し、今
後、対応が求められる課題
を整理したもの。

市民や団体・事業者など
と行政による協働のもとで
施策の内容を推進していく
にあたって、それぞれが担
う役割を示したもの。

成果指標 協働の考え方現況と課題

めざす姿 施策の展開方向・取組の事例関係する市の条例・計画等 市民会議参加者の声

めざす姿の達成状況を推し量ることのできる主な指標を
成果指標として設定し、施策を展開することで、５年後、１
０年後に達成をめざす数値目標を示したもの。
なお、成果指標や目標値については、定期的に数値を把
握、評価、分析し、必要に応じて見直しを実施。
実績値の出典や目標値の設定の考え方等については、巻

末資料の成果指標一覧を参照。

第１節
力を合わせて市民の笑顔があふれるまちづくり

１－１　市民参画・協働
１－２　地域コミュニティ
１－３　男女共同参画
１－４　人権・平和
１－５　多文化共生

専門家委員からのコメント
専門家委員として分野別部会や市民会議・大学生会議に参加し、強く印象に残っ
た点は２点あります。第一に、市民会議の活気です。無作為抽出した市民アンケー
トの回答者に会議参加を募ることにより、これまでの市民参加では見られなかった
多様な世代の市民と学生が参加し、活発かつ建設的な議論を可能にしました。第二
に、市民会議に参加した職員が分野別部会で市民の目線から発言し、行政と市民と
のパイプ役になったことです。

高まった市民の意欲と関心に市がどう応えるか、市民の目線をどのように政策に
活かしていくのか。今回の取組の成果を継承していくことが期待されます。

桃山学院大学社会学部准教授　上野淳子
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関係する市の条例・計画等

市民参画・協働

市民が主体に活躍できるまち
市民の意見を市政に反映する場や機会が充実しており、市民と行政の信頼関係から生まれた協
働の考え方のもと、それぞれの役割や責任に応じた行動により、まちづくりが行われています。ま
た、様々なテーマで活動する市民活動団体がまちづくりの担い手として活躍しています。

複雑・多様化する市民ニーズに対し、行政からの画一的なサービスの提供では、十分に応えるこ
とは難しくなってきています。市民が求める公共的なニーズを充足させるためには、日常生活に
おける課題を把握している地域団体や、多様なニーズに柔軟に対応できる市民の自主的・自発
的な活動を活発化させることが求められます。

泉大津市がんばろう基金※１を創設し、市民活動団体の自主的・自発的な活動を支援してきまし
たが、活用は限定的であり、市民意識の醸成や市民活動団体同士の輪が広がるような施策が必
要です。

パブリックコメントや各種審議会への市民参加など、市民が市政に参画する機会の創出を図っ
てきましたが、参加する市民は限られており、より多くの市民が、市の計画策定などに関われる
よう、参画機会の創出や意識啓発を行っていく必要があります。

※１【がんばろう基金】市民の特定非営利活動を応援するため、市民からの寄附と市の積立金によって設けられた基金。用語解説

◆泉大津市参画及び協働の推進に関する条例
（平成２７年４月）

28　基本計画

基本施策

市民活動団体として登録している
団体数 【団体】
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市政への市民参画の機会が
増えたと思う市民の割合 【%】

地域活動やボランティア活動が
活発なまちだと思う市民の割合 【%】



 

 

団体・事業者などの役割 行政の役割市民の役割

協働の考え方

施策の展開方向 取組の事例

①市政への市民参画の推進
市の計画や施策に市民の意見を反映させるため、
市民が意見を述べる機会を充実します。

 ●パブリックコメントの実施等意見聴取機会の充実
 ●計画づくりに関する審議会等への市民の参画機会
の充実
 ●市民参画についての意識啓発

まちの課題を自分のこととして
捉え、まちづくりに自主的・自発的
に取り組みます。

団体が持つ特色や強みを活か
し、地域課題に対応したまちづくり
に主体的に取り組みます。

市民や団体・事業者が連携して
まちづくりに取り組むことができる
よう、環境整備を行います。
また、まちづくりを担う主体とし
て行政も、市民や団体・事業者と連
携・協力し、まちづくりに取り組み
ます。

②市民協働の推進
市民が地域のために行う公益的・自主的な取組を
支援し、市民と行政の協働を推進します。

 ●市民活動団体等が地域の課題を自主的に解消す
るための取組に対する支援
 ●市民との協働によるイベントの実施
 ●市民活動拠点の充実
 ●市民活動団体の情報収集と発信
 ●泉大津市がんばろう基金の運用

◇ＮＰＯとの協働事業推進のためのガイドライン
（平成１９年３月）

基本計画　29

政策 力を合わせて市民の笑顔があふれるまちづくり

（団体） （千円）

交付総額【右軸】

交付団体数【左軸】
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図　泉大津市がんばろう基金の交付状況
資料：泉大津市人権市民協働課
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関係する市の条例・計画等

◆泉大津市参画及び協働の推進に関する条例
（平成２７年４月）

地域がつながり地域で課題解決できるまち
世代を超えた交流により、地域コミュニティが育まれ、程よい距離感で、顔見知りの関係が築か
れています。地域活動のネットワーク化やリーダー育成などにより、身近にある課題を地域で解決
できるまちとなっています。

阪神淡路大震災や東日本大震災は、極めて甚大な被害をもたらした災害でしたが、日常生活に
おける地域のつながりの大切さを再認識する契機となりました。一方、生活様式の変化、価値観
の多様化、核家族化の進展などにより、地域のつながりの希薄化が進んでいる状況にあると言
え、自治会の加入率も低下傾向にあります。

これまで仕事中心の生活を送ってきた団塊世代が順次定年退職の時期を迎えており、これから
は地域社会との関わりが強くなります。地域的な活動と距離があった市民や外国人も含め、多
様な個人・組織からなる地域コミュニティづくりが求められます。

市民と行政が、地域のつながりの重要性に対する認識を今一度共有し、新たな時代に対応した
地域コミュニティづくりを進めることが必要です。

地域コミュニティづくりを進めるにあたって、市民活動団体のネットワーク化を促進することや、
地域活動の中心となるリーダーを育成することなどが求められます。

地域コミュニティ

30　基本計画

基本施策

地域の中で人のつながりがあると
思う市民の割合 【%】

地域活動の中心となるリーダーが
育っていると思う市民の割合 【%】
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 施策の展開方向 取組の事例

 

団体・事業者などの役割 行政の役割市民の役割

協働の考え方

①地域コミュニティのネットワーク化の促進
地域団体同士や各種団体のネットワーク化を促進

します。

 ●地域団体とＮＰＯや企業、大学などとの連携の推
進
 ●小学校区を単位とする地域協議会の組織化の推
進

地域での活動等に積極的に参
加し、地域のつながりを深めます。

地域住民が参加できる活動の
ＰＲや情報発信を行い、組織力の
向上に努めます。
企業も、地域コミュニティの活性
化の取組に協力します。

地域団体等がコミュニティを活
性化させるための取組を支援しま
す。

②地域コミュニティに対する意識の醸成と支援
市民と職員が共に地域のつながりの大切さに対す

る認識を深めるための施策を推進するとともに、地
域コミュニティの活性化に向けた支援を行います。

 ●市民・職員に対するセミナーや講演会等の開催
 ●地域におけるリーダーの育成
 ●自治会の加入促進などのコミュニティ活性化の取
組に対する支援

基本計画　31

政策 力を合わせて市民の笑顔があふれるまちづくり

（世帯） （%）

20,735 20,619 20,443 20,226 20,098 19,900 19,900

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

0

75

70

65

60

55

50

自治会加入世帯数 加入率
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60.9

59.8

図　自治会加入世帯及び加入率
資料：泉大津市人権市民協働課（各年４月１日）
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関係する市の条例・計画等男女共同参画 ◆泉大津市男女共同参画のまちづくりを
　推進する条例（平成１９年１２月）

誰もが能力と個性を発揮できるまち
性別に関わらず、仕事や子育て、家事、介護など、あらゆる場面で男女が互いを尊重し、ともに責
任を担い、協力しあうことで、誰もが能力と個性を発揮できるまちとなっています。

本市では、２次にわたり男女共同参画推進計画を策定し、男女共同参画交流サロンを整備する
など男女共同参画社会の推進に取り組んでいますが、性別による固定的な役割分担の意識が
根強く、また、政策方針決定の場への女性の参画も、依然として少ないのが現状です。

性別に関わらず誰もが、その人自身の能力と個性を発揮でき、求める生き方をかなえることが
できる社会を実現することが必要です。

32　基本計画

基本施策
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目標値実績値

家庭生活や職場、学校、地域に
おいて、男女が平等であると思う
市民の割合 【%】

審議会委員の女性割合 【%】



 施策の展開方向 取組の事例

 

団体・事業者などの役割 行政の役割市民の役割

協働の考え方

①男女共同参画社会の実現に向けた環境整備
男女が共に対等の立場で社会参画するための体
制を整備していきます。

②男女平等教育の推進
児童・生徒をはじめ、全ての市民に対し、男女平等
の意識の醸成を図ります。

家事や子育て、介護等におい
て、役割分担しながら、男女が共に
家庭責任を果たします。

男女ともに、仕事と家庭の両立
が可能となるような職場環境づく
りに努めます。
また、企業として、性別にとらわ
れない公平な評価のもと、管理職
などへの女性の登用を進めます。

意思決定の場への女性の参画
を推進します。
また、泉大津市としても、性別に

とらわれない公平な評価のもと、
管理職などへの女性の登用を進
めます。

 ●就学前や小中学校における男女平等教育の推進
 ●研修など各種啓発事業の推進

 ●市民活動団体が行うサロン活動などの支援
 ●相談事業の推進

 ●各種審議会など意思決定の場への女性参画の推
進

③男女共同参画社会の実現に向けた活動支援
市民活動団体などと連携し、男女共同参画社会の
実現に向けた活動を支援します。

◇泉大津市男女共同参画推進計画
（平成１８年３月）

基本計画　33

政策 力を合わせて市民の笑顔があふれるまちづくり

男女共同参画交流サロン（にんじんサロン）
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関係する市の条例・計画等

人権・平和 ◆人権を尊ぶまちづくり条例（平成６年１２月）

思いやりを持ち人権が尊重されるまち 
人権教育や意識啓発が継続的に行われており、市民一人ひとりが人権を尊重する意識、平和へ
の願いを持ち、安心して生活を送ることのできるまちとなっています。

人権問題は日々多様な形で発生する可能性のある問題です。特に最近では、インターネット上
での書き込みなどの新たな形態も出現しています。

本市では、人権啓発推進委員を中心とした各種の啓発事業や教育現場をはじめとした人権教
育、人権擁護委員による人権相談事業などを推進してきましたが、人権尊重を基調とするあらゆ
る差別やいじめ、虐待のない明るいまちづくりを進めるためには、今後も継続的な取組が必要
となります。

国際社会では、常に一部の国や地域で何らかの紛争が起きています。平和社会の実現には、す
べての市民が平和の大切さを認識する必要があります。これまでも、児童・生徒が平和への願い
を描いたうちわを展示する平和メッセージ展や平和パネル展などを開催し、平和に対する意識
啓発を行ってきましたが、今後も継続的に、意識啓発を行っていく必要があります。

34　基本計画

基本施策

差別やいじめ、虐待があるまちだと
思う市民の割合 【%】

人権・平和に関する研修・講演会・
セミナー等への参加者数 【人】

0 0
9.9

512
642

512 580 640

(%)
30

20

10

0

1000

800

600

400

200

H26

H24H23 H25

H31 H36

H31 H36

目標値実績値
（人）



 施策の展開方向 取組の事例

 

団体・事業者などの役割 行政の役割市民の役割

協働の考え方

◇人権擁護都市宣言（昭和５３年５月）
◇非核平和都市宣言（昭和５９年７月）

①人権教育・啓発の推進
様々な人権問題の解決に向け、人権教育や意識啓
発などを推進します。

 ●同和問題などあらゆる差別問題に対する啓発事業
の実施
 ●人権擁護委員による人権相談などの各種相談事
業の実施
 ●人権に関する各種講演会の開催
 ●いじめや差別をなくす人権教育の推進

②平和に対する教育・啓発の推進
市民が、平和の大切さを実感でき、平和に対する意
識を高めるための啓発に努めます。

日常生活において、個人の尊
厳、平等の意識、平和への願いを
持ち、行動に結びつけるよう努め
ます。

事業所等において、社員の人権
教育等に取り組みます。

人権問題に関する啓発に努める
とともに、人権被害を防止・解決す
るための相談体制を充実します。

 ●平和メッセージ展などの平和啓発事業の実施
 ●平和教育の推進

基本計画　35

政策 力を合わせて市民の笑顔があふれるまちづくり
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関係する市の条例・計画等

多文化共生 ◇オーストラリア グレーター・ジローン市との
　友好都市提携（平成４年４月）

多様な価値観を共感できるまち
国内外の都市・地域との交流が活発に行われており、互いの慣習・文化の違いを理解し、多様な
価値観を認め合える市民が増えています。また、グローバルな視点を持ち、国際社会に対応できる
人材が育成されています。

異文化理解のきっかけとなる外国語学習など、国際感覚を養う教育への期待や熱意は年々高
まっています。このような背景のもとＡＬＴ（外国語指導助手）派遣事業等、語学研修、友好都市
との交流を通した語学教育等の推進は実績があり、今後も継続して実施する必要があります。

泉大津市における国際交流は、友好都市との交流が中心でしたが、それ以外の国や地域の人と
の交流の機会も増加してきています。このような状況に対応し、市民と在住外国人双方の慣習・
文化を尊重し、お互いが暮らしやすいと感じるまちづくりのための取組が必要です。

プライバシー意識の高まりに伴い、在住外国人のニーズ、動向などの把握が難しいことが課題
となっています。災害時など不測の事態に備え、まず、日頃から在住外国人が必要としている市
政情報の把握と提供に一層努める必要があります。また、国内友好都市との交流も、地域の特性
を活かした事業に取り組み、積極的に進めていくことが求められています。

国際化・グローバル化の進展に伴い、市民レベルの国際交流活動が活発化しています。民間組
織への支援を行い、その活動を広く紹介することで市民レベルでの交流を推進する必要があり
ます。

36　基本計画

基本施策
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地域・国の文化を理解するように
している市民の割合 【%】

市が関わる国際交流活動に
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 施策の展開方向 取組の事例

 

団体・事業者などの役割 行政の役割市民の役割

協働の考え方

国際交流を支援するとともに、
多文化共生に向けた環境づくりを
支援します。

◇和歌山県日高川町との友好都市提携
（平成１４年４月）

①国際化に対応する人づくり
国際感覚の醸成、国際理解や語学に親しむ教育

を、就学前・就学後にわたり実施します。
また、国際的な視野を持つ、グローバルな人材を
育成するため、海外研修の機会を提供します。

 ●国際理解教育、海外派遣研修の実施
 ●国際的に活躍してきた企業人などの活用
 ●外国語教育に係る教員研修の充実

②多文化共生をめざすまちづくり
在住外国人が必要としている市政情報の把握と提
供に努めます。
また、国内友好都市との交流を進め多様な文化を
理解するきっかけとなる事業を実施します。

意思疎通を図りながら、それぞ
れの文化や慣習を尊び分かち合う
ことに努めます。
また、留学生との交流やホスト

ファミリーとなるなど、市民レベル
での国際交流活動に積極的に参
加します。

各主体が事業や活動を展開す
るなかで、外国人と日本人の交流
を促進し、多文化共生を推進しま
す。

 ●在住外国人向けの情報提供
 ●在住外国人のニーズ把握
 ●在住外国人を参加者とする事業の実施
 ●国内友好都市の地域性を活かした事業の実施

 ③交流活動の推進
市民レベルの交流活動を推進するため、友好都市
の情報を定期的に広報するとともに、国際交流関係
団体の活動を支援し、その情報を周知します。

 ●国際交流関係団体の活動の紹介
 ●活動希望者と活動団体のマッチング
 ●国内外友好都市の情報の提供

基本計画　37

政策 力を合わせて市民の笑顔があふれるまちづくり

外国人のための防災訓練
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38

市民会議を開催しました !
平成２５年１２月~ 平成２６年３月

第４次総合計画は、アンケート調査やパブリックコメント等
の従来の市民参加の方法に加え、幅広い市民意見を直接
的に取り入れるため、多様な世代が集う市民会議を開催し
ました。
今回の市民会議は、無作為抽出による市民３，０００人を
対象としたアンケート調査実施時に『応募はがき』を同封
し、応募してもらう形式で行い、２３名の市民参加のもと、
開催しました。
会議には、大学生や選抜職員も加わり、毎回活発な意見交
換が行われました。

第 4次総合計画策定にあたっての取組③

10代

20代

30代
40代

50代

60代

70代
・まちあるき
・事前調査

市民会議市民会議
大学生会議大学生会議

分野別部会分野別部会
・市職員で構成
・基本計画の検討

連携

選抜職員参加

泉大津市のめざすべき姿について話し合う参加者



第２節
学びあうひとづくり　彩りあるまちづくり

２－１　就学前・学校教育
２－２　青少年育成
２－３　生涯学習
２－４　文化・芸術・スポーツ

専門家委員からのコメント
専門部会の議論は従来の行政的審議会の殻を破って大変アクティブでした。民間
のコーディネートのもとで縦割りも職階も超えて自由に議論できる場でした。「学び
あうひとづくり　彩りあるまちづくり」では、大阪の市街地に近く、適度な人口と市域
の本市は、住民が集い、安心して子育てができるまちです。この強みを如何に活かし
て子どもも大人も学び合えるまちを創れるか、第4次計画の腕の見せどころです。今
後が楽しみです。

立命館中学校・高等学校校長　成山治彦

基本計画　39

市民会議を開催しました !
平成２５年１２月~ 平成２６年３月

第４次総合計画は、アンケート調査やパブリックコメント等
の従来の市民参加の方法に加え、幅広い市民意見を直接
的に取り入れるため、多様な世代が集う市民会議を開催し
ました。
今回の市民会議は、無作為抽出による市民３，０００人を
対象としたアンケート調査実施時に『応募はがき』を同封
し、応募してもらう形式で行い、２３名の市民参加のもと、
開催しました。
会議には、大学生や選抜職員も加わり、毎回活発な意見交
換が行われました。

第 4次総合計画策定にあたっての取組③

10代

20代

30代
40代

50代

60代

70代
・まちあるき
・事前調査

市民会議市民会議
大学生会議大学生会議

分野別部会分野別部会
・市職員で構成
・基本計画の検討

連携

選抜職員参加

泉大津市のめざすべき姿について話し合う参加者



関係する市の条例・計画等

就学前・学校教育 ◇学校園に対する教育方針
（毎年度４月）

つながりある学びと育ちを大切にするまち
就学前から義務教育、さらにその後の教育へとつながりある学びの環境が整い、学校・家庭・地
域が一体となって子どもの育ちを大切にする意識が根付いています。快適な学習環境のもと、学
校が好きな子どもが増え、学校生活を楽しみ、子どもたちの「確かな学力」、「豊かな心」、「健やか
な体」がはぐくまれています。

人の一生において、幼児期は、生涯にわたる人間形成の基礎が培われる時期であり、幼児期に
おける教育が、その後の人間としての生き方にもかかわる重要なものであることから、質の高い
就学前教育の充実が求められており、幼稚園教諭・保育士・保育教諭の資質・能力の向上が、よ
り一層重要となっています。

本市では、多くの学校施設の老朽化が課題となっており、安全・安心で快適な学習環境を整え
ていく必要があります。また、基礎的・基本的な知識や技能の習得、思考力・判断力・表現力など
の育成、さらには、学習意欲の向上、学習習慣の確立、多様な学習形態・内容への対応を図るた
め、設備・教材の整備や充実が求められています。

学校教育においては、言語力及び知識・技能を活用する力に課題が見られます。また、いじめや
不登校、問題行動などの様々な課題への対応やすべての子どもたちがともに学び育つ教育の
充実が求められています。さらに、生活習慣の変化や体力の低下が懸念されています。これらを
踏まえ「確かな学力」、「豊かな心」、「健やかな体」をバランスよくはぐくむことが大切です。

学校・家庭・地域の連携体制を整備し、地域全体で子どもを育てるという機運の醸成とともに、
放課後の子どもの過ごし方を総合的に充実させる必要があります。また、学校は、地域のコミュ
ニティや各種活動の拠点として利用できる機能や可能性を有していることから、今後、児童生徒
数の推移に応じた施設のあり方や環境の整備について検討する必要があります。

就学前教育ではぐくまれた学びの芽生えを小学校に適切につなげ、さらに中学校、高等学校等
への円滑な接続を図る必要があります。

40　基本計画

基本施策

幼稚園・保育所・認定こども園などに
おける就学前教育が充実していると
感じている市民の割合 【%】

小中学校教育が充実していると
感じている市民の割合 【%】

自分によいところがあると思っている
生徒の割合（全国学力・学習状況調査）【％】

学校に行くのが楽しいと思っている
生徒の割合（全国学力・学習状況調査）【％】
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 施策の展開方向 取組の事例

 

団体・事業者などの役割 行政の役割市民の役割

協働の考え方

◇泉大津市いじめ防止基本方針
（平成２６年３月）

①学習環境の整備・充実
安全・安心で快適な学習環境を提供するとともに、
多様化する教育ニーズに応じた教材等の整備に努め
ます。

 ●学校施設・設備の老朽化対策・長寿命化対策の推
進
 ●多様な学習活動に対応する設備・教材等の整備・
充実

②就学前教育の充実
幼稚園教諭・保育士・保育教諭の資質の向上に取

り組むとともに、家庭や地域とも連携しながら、就学
前教育の充実を図ります。
就学前教育から小学校への円滑な接続をめざしま
す。

保護者として、地域や学校との
連携・参画に努めます。
地域の一員として、幼稚園・保育
所・認定こども園や各小中学校に
おけるイベントやクラブ活動等の
支援を行います。

ＰＴＡ、地域団体が連携し、児
童生徒の通学時等の安全を確保
するため、パトロール等を実施し
ます。
各小中学校において、学校、家
庭と連携し、歩こう会や星空観察
会等を実施し、子どもの健やかな
育成に努めます。
児童・生徒の社会見学、就労体
験を応援します。

学校・家庭・地域が一体となっ
て、つながりある教育環境を整え、
「確かな学力」、「豊かな心」、「健
やかな体」をはぐくむ子どもの育
成に努めます。

 ●相互の人事交流による就学前教育の活性化
 ●相互参観や合同研修会の実施による教育内容の
向上
 ●保・幼・小の連続性に配慮したプログラムの研究

③学校教育の充実
指導方法の工夫・改善を図りながら、児童・生徒の
一人ひとりの個に応じた指導体制の充実を図ります。
豊かな心と人間性をはぐくみ、いじめや不登校、問
題行動などの様々な課題の解決や特別支援教育な
ど、指導・支援・相談体制の充実を図ります。
適切な健康管理とともに、体力の向上や基本的生
活習慣の確立など、健やかな体づくりを図ります。

④つながりある教育体制の充実
就学前から義務教育、地域の高等学校などへの円
滑な接続と連携を強化し、学びでつなぐ教育コミュニ
ティの構築をめざします。
学校を中心として、家庭、地域の様々な人々や機関
が役割を担いながら相互に連携し、子どもたちの教
育に関わる体制の整備・充実を図ります。

 ●学力向上の取組の推進
 ●中学校区単位での道徳教育の推進
 ●特別支援教育の充実
 ●教育支援センターの機能強化
 ●教員の授業力の向上
 ●健康・体力づくりの推進
 ●食に関する指導の研究・充実

 ●校種間連携の推進
 ●子どもの放課後の居場所づくりの充実
 ●学校を拠点とした地域・教育コミュニティの体制
の充実
 ●家庭教育支援の充実

基本計画　41

学びあうひとづくり　彩りあるまちづくり政策
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関係する市の条例・計画等

青少年育成 ◆泉大津市青少年育成協議会条例
（平成２６年１０月）

青少年が夢を持って社会参画できるまち
学校・家庭・地域が一体となって青少年の社会への興味・関心をはぐくみ、学習や活動を支援し

ています。青少年が夢を持ち、自らの意思で積極的に社会参画するまちになっています。

社会的なモラルの低下や生活様式・家族形態の変化、情報化の急速な進展など、青少年を取り
巻く環境が変化し、非行に加え、ひきこもり・ニートなど青少年が抱える問題もますます多様で
複雑になっています。

新たな課題に対して、青少年の育成、指導、保護に関わる団体や関係機関、有識者等で構成する
組織において、青少年育成についての総合的な審議を行い、そこでの方針や方向性、目標を踏
まえ、施策を組み立てていくことが必要です。取組にあたっては、学校・家庭・地域及び行政の連
携協力が必要となっています。

一般的には３０歳までが青少年とされ、学齢期を除くと、最も実態把握が困難な世代であり、地
域との関わりが薄いことが課題となっています。一方、青少年の固定概念や慣習にとらわれない
柔軟な発想には、市民ニーズの多様化、既存団体の活動内容の固定化、メンバーの高齢化など
の課題に応える潜在的な力が秘められており、地域や事業の起爆剤として活かせるような青少
年活動が必要となっています。

青少年の潜在的な力の掘り起し・活用と同時に、青少年が将来に夢を持ち、自らの意思で積極
的に社会参画するためには、大学や地域との連携等により青少年が参画しやすい仕組みを創
出していくことが必要です。

42　基本計画

基本施策

将来の夢や目標を持っている
青少年の割合 【%】

この1年間に、ご自身または
お子さんが、青少年健全育成のための
活動に参加したことがある市民の割合 【%】

将来の夢や目標を持っている
生徒の割合（全国学力・学習状況調査）【％】
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全国平均以上
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 施策の展開方向 取組の事例

 

市民の役割 行政の役割団体・事業者などの役割

協働の考え方

①健全育成の環境づくり
学校・家庭・地域の連携による社会全体での健全
な青少年育成の環境づくりを推進します。
また、ニート、引きこもりなど、自立や社会参画に困
難を抱える青少年の自立支援などの諸課題に対する
支援体制や環境づくりに努めます。

 ●地域ボランティア活動の充実
 ●青少年育成問題の課題の抽出、審議
 ●青少年関係団体の活動促進

②青少年の社会参画の推進
諸課題に対し、青少年の視点と行動力をマッチン

グさせ事業の活性化及び青少年の社会参画を促しま
す。

市民一人ひとりがルールやマ
ナーを身につけ、守ることで、青少
年に規範を示します。
地域のなかで青少年との交流

を深めつつ、青少年の指導育成に
努めます。

イベント開催時に見回りを実施
するなど、地域全体で青少年を見
守り、育てていく環境づくりに努め
ます。

学校・家庭・地域などと連携し、
青少年の学習・活動環境を整え、
積極的な社会参画を支援します。
まちづくりに若い力を積極的に
活用します。

 ●各種事業への青少年の参画促進
 ●包括連携協定大学と連携した活動の充実
 ●人材育成のための事業の推進

基本計画　43

学びあうひとづくり　彩りあるまちづくり政策
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関係する市の条例・計画等

※１【ＩＣＴ】Information and Communication Technology(インフォメーション・アンド・コミュニケーション・テクノロジー)の略。情報通信技術。
※２【バリアフリー化】高齢者や障がい者、妊婦、傷病者などが社会生活を送るうえで、障壁となるものを取り除くこと。

用語解説

生涯学習
すべての世代が学びあい育ちあえるまち
多様なニーズに応じた学習機会の提供により、すべての人が自由に学び、その成果を社会へと
還元する学びの循環が創出され、学ぶことの喜びを分かちあえるまちとなっています。

高度情報化社会の進展とともに、ＩＣＴ※１等を活用した学習機会が増加するなど、学習に対す
るニーズが多様化しています。社会の変化や市民ニーズを踏まえ、総合的・計画的な生涯学習
の推進体制を整備する必要があります。

社会教育施設等で活動している団体等が高齢化・固定化し、自己充足の学習に陥りがちになっ
ています。自己充足の学習だけではなく、地域社会に貢献できる学びの循環を創りだすことが
重要です。

若い世代が気軽に学習に参加できる機会や高齢者が知識や技能を発揮できる活動場所など、
あらゆる年代が、参加・参画できる学習環境を充実させることが必要であり、多様な主体と連携
した学習機会の創出が求められています。また、社会教育施設の老朽化やバリアフリー化※２へ
の対応などが課題となっています。

44　基本計画

基本施策

生涯学習の機会や場所が充実
していると思う市民の割合【%】

「取り組んでいる」と回答した市民のうち

人生が豊かになるよう生涯学習
活動に取り組んでいる市民の割合 【%】

生涯学習を通じて身に付けた知識や
経験、人とのつながりを仕事や
地域活動に活かすようにしている
（または、活かしたいと思っている）
市民の割合 【%】
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 施策の展開方向 取組の事例

 

団体・事業者などの役割 行政の役割市民の役割

協働の考え方

①生涯学習推進体制の整備
学びの循環を創出するため、総合的・計画的な生
涯学習推進体制を整備します。

 ●生涯学習推進計画の策定

②学習活動の支援及び学習環境の充実
様々な主体との連携などにより、多様化する学習ス

タイルに対応した学習機会を提供します。また、社会
教育施設を拠点とした地域の学習活動の活性化等を
図ります。これらの取組により、生涯を通じた学習機
会の充実を図ります。

生涯を通じて、自主的に学習活
動に取り組みます。
各種イベント等に積極的に参加

し、自らの知識や技能を地域に還
元します。

各種団体が持つ知識・経験を活
かし、地域づくりに貢献する活動を
行います。
積極的な情報発信を行い、ネッ

トワークを拡大させ、まちづくりの
担い手づくりに努めます。

各種団体と連携し、多様なニー
ズに応じた学習情報の提供ととも
に、社会教育施設を拠点として、地
域の学習活動の活性化を支援しま
す。 

 ●包括連携協定大学と連携した活動の充実
 ●地域コミュニティ活動への支援
 ●学校を地域のコミュニティ活動の拠点として開放
 ●ＮＰＯや市民団体、各種団体との連携による講座
等の開催
 ●ＨＰ・広報紙等を活用した情報提供の推進

基本計画　45

学びあうひとづくり　彩りあるまちづくり政策

桜まつりの企画・運営をする大学生
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関係する市の条例・計画等

文化・芸術・スポーツ ◆泉大津市文化芸術振興条例（平成１９年２月）

◆泉大津市文化財保護条例（平成４年１２月）

◇泉大津市文化芸術振興計画 改訂版
（平成２６年４月）

暮らしに文化・芸術・スポーツが息づくまち
すべての市民が、文化・芸術・スポーツに親しみ、暮らしの中に潤いや生きがいが生まれていま
す。また、市民が主体となった様々な活動が展開され、活動の裾野が広がることで、市民が愛着を
感じるまちになっています

文化・芸術活動においては、担い手が減少しつつあり、その衰退が懸念されるとともに、多様な
人々や価値観の中で地域固有の文化芸術をどのように形成していくかが課題となっています。
社会環境や価値観が急激に変化する中、有形、無形の文化財を継承し、保存・活用するための
調査、研究を進めるとともに、市の歴史を学ぶ機会の創出と、次世代に文化を継承する取組が
求められています。

スポーツ活動においては、精神的充足や楽しさなどの内面的な価値とともに、青少年の健全育
成や心身の健康保持、地域社会の再生なども担っています。生涯、スポーツを通じて、心豊かに
生活できる社会を創出するため、多様な主体が連携・協働して、スポーツの推進に取り組むこと
が重要となっています。そのためには、ライフステージに応じて、年齢や性別、障がい等を問わ
ず、広く市民が関心や適性に応じてスポーツに参加できる環境整備が課題となっています。

活動団体の多くは、参加者の年代に偏りがあり、若い世代を中心とした人材の発掘が課題と
なっています。活動の主役は一人ひとりの市民であることから、行政は、多様な主体の参画、協
働のもと相互に連携を図ることができるような取組を支援するとともに、これまでの広報手段に
加え、新たな広報媒体の開拓や、より積極的な情報提供が求められています。

46　基本計画

基本施策

１ヶ月に１度以上、文化・芸術活動に
参加している市民の割合 【%】

週に１日以上、運動やスポーツを
している市民の割合 【%】

文化・芸術・スポーツのイベント
参加者数 【人】
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 施策の展開方向 取組の事例

 

団体・事業者などの役割 行政の役割市民の役割

協働の考え方

◇泉大津市文化芸術振興計画 改訂版
（平成２６年４月）

①歴史的・文化的資源の保存と活用
市内の文化財の調査、保存・活用とともに、歴史・文
化資源の普及啓発活動を推進します。

 ●文化財解説者の育成
 ●地域の歴史について学ぶ講座の開講
 ●文化財の種別に応じた調査・保存・展示
 ●地域の歴史・文化的資料の収集

②文化・芸術・スポーツ活動の支援
市民の自主的な文化・芸術・スポーツ活動の促進
のため、鑑賞やスポーツイベントへの参加機会の提
供、環境整備などの支援を行い、振興を図ります。

③各分野との交流・連携の充実
多様な主体が文化・芸術・スポーツ活動における
交流・連携を図ります。

様々な人々との交流を通じなが
ら文化・芸術・スポーツ活動に積
極的に参加、発表します。
郷土の歴史や文化財への知識

を深めます。

市民が文化・芸術・スポーツを楽
しむことができるよう、各種講座や
イベントを開催します。
指導者やリーダー育成に努めま
す。

各種団体と連携して、気軽に参
加できる講座やイベント等の開
催・情報提供等を行い、市民が文
化・芸術・スポーツにふれる、発表
できるきっかけづくりを行います。
市民・事業者・団体などのネット

ワークづくりを支援します。

 ●市展・文化祭、文化フォーラム、市民体育祭等を電
子媒体等で幅広く広報
 ●連携コーディネーターによる文化・芸術・スポーツ
活動の促進
 ●活動サポーターの育成

 ●包括連携大学等の教育専門機関及び他分野と連
携した事業の充実
 ●学校教育における地域の歴史・文化・産業等の学
習機会の提供
 ●総合型地域スポーツクラブの創設、育成、促進

基本計画　47

学びあうひとづくり　彩りあるまちづくり政策

市民体育祭 泉大津市展（陶芸部門）
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48

�

誠風・東陽・小津中学校から、１７ 名の生徒が参加しました。
提案シート（泉大津市のここが自慢!ここを変えたい!）の報告
とともに、学年別に班別ワークショップを行いました。
ワークショップでは、「泉大津をもっと知ってほしい!」、「おづみ
んと毛布を掛け合わせてイベントをしては?」、「緑を増やして
明るく毎日が楽しい町に」、「商店街に活気がある町に」、「清
潔で事故がまったくなくて地域のみんなで助け合える町に」
等の意見が出されました。

中学生会議「未来を語る会」を開催しました !
平成２５年１２月２０日

学年別に分かれてワークショップ

班別に検討内容を発表

まとめられた意見

第 4次総合計画策定にあたっての取組④



３－１　子ども・子育て支援
３－２　地域福祉
３－３　高齢者福祉
３－４　障がい福祉
３－５　保健・医療

専門家委員からのコメント
泉大津市は市域が狭く、近隣の和泉市や岸和田市と比べても相対的に均質な地
域であるといえます。今日の社会福祉は、自治体ごとに生活課題を把握し、相談支援
の体制や福祉サービスを整備することが求められています。その際、住民の参加・参
画や協働をいかに進めていくのかということも重要な課題になります。

社会福祉・地域福祉を充実させていくということは、福祉の観点から地域づくりに
取り組むということでもあります。今回の総合計画の策定が、さらに一歩前進する契
機になると思います。

桃山学院大学副学長　松端克文

第３節
誰もがすこやかにいきいきと暮らせるまちづくり

基本計画　49

�

誠風・東陽・小津中学校から、１７ 名の生徒が参加しました。
提案シート（泉大津市のここが自慢!ここを変えたい!）の報告
とともに、学年別に班別ワークショップを行いました。
ワークショップでは、「泉大津をもっと知ってほしい!」、「おづみ
んと毛布を掛け合わせてイベントをしては?」、「緑を増やして
明るく毎日が楽しい町に」、「商店街に活気がある町に」、「清
潔で事故がまったくなくて地域のみんなで助け合える町に」
等の意見が出されました。

中学生会議「未来を語る会」を開催しました !
平成２５年１２月２０日

学年別に分かれてワークショップ

班別に検討内容を発表

まとめられた意見

第 4次総合計画策定にあたっての取組④



関係する市の条例・計画等

※１【泉大津市児童虐待防止ネットワーク】福祉・教育・保健・医療・警察等の各関係機関が連携して、虐待されている疑いのある子どもたちの安全の確保
や家族への援助を検討し、子どもたちが安心して過ごせるよう支援していくネットワーク。Ｈ１９年に泉大津市要保護児童対策地域協議会　児童虐
待防止ネットワーク部会に改名。

用語解説

子ども・子育て支援 ◇いずみおおつ子ども未来プラン
（平成２７年３月）

笑顔で育ち育てられるまち
地域ぐるみで子育てを支援する環境が整っており、子育てに関する喜びが共有され、子どもを産
み・育てたいと思えるまちとなっています。
また、泉大津の将来を担うすべての子どもたちの尊厳が大切にされ、豊かな個性が育まれ、笑
顔のあふれるまちとなっています。

子どもを安心して産み育てられるよう、母子の健康保持・増進、疾病の予防や早期発見に対する
体制の充実、妊娠・出産からの医療体制の連携と充実をはかる必要があります。また、近年の都
市化、核家族化により子育て家庭が孤立化する傾向にあります。子どもの発達状況に応じて、子
育てに対する心身の負担の解消や、経済的負担を軽減するなど、次代を担う若い世代が子ども
を安心して産み育てることのできる環境づくりが必要です。

少子化が進む反面、共働き世帯の増加、就労形態の多様化やひとり親世帯の増加などにより延
長保育、一時保育、休日、病児、病後児保育等、保育ニーズが増大、多様化してきています。このよ
うな社会的背景により、本市においても、保育所への入所希望は増加しており、待機児童の解消
には至ってないのが現状です。一方、公立幼稚園については、園児数は年々減少傾向にあり、ク
ラス数の減、少人数でのクラス運営などの課題が生じています。多様化する子育てニーズに対
応し、子どもが安全で、安心して過ごせる充実した「教育・保育」環境を提供する必要があります。

保護者の就労状況に関わらず、すべての子育て家庭への支援が求められている現在、家庭で子
育てをする保護者も利用できる一時預かりや、身近なところで子育て相談などが受けられる地
域子育て支援拠点など、地域の様々な子育て支援を充実していく必要があります。

深刻な社会問題となっている児童虐待については、全国に先駆け、泉大津市児童虐待防止ネッ
トワーク※１（愛称：ＣＡＰＩＯ）を設置し、関係機関が連携した取組を進めています。今後も、早
期発見、早期対応をめざし、虐待の予防・防止と適切な対応を進めていく必要があります。

50　基本計画

基本施策

子どもを産み育てやすいまち
だと思う市民の割合 【%】

保育所の待機児童数
（求職者含む） 【人：右軸】

合計特殊出生率 【人：右軸】
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 の施策の展開方向 取組の事例

 

団体・事業者などの役割 行政の役割市民の役割

協働の考え方

※２【放課後児童クラブ】保護者が就労等により昼間家庭にいない小学生に対して、放課後の適切な遊び及び生活の場を提供して、その健全育成を図る
事業。 

用語解説

①子どもを安心して産み育てられる環境づくり
医療機関等との連携をはかり、支援体制を強化す

るとともに、経済的支援を行い、子どもを安心して産
み育てるための環境づくりを推進します。

 ●妊娠前・妊娠・出産・育児期間までの継続した母子
保健施策の推進
 ●市立病院・医師会・歯科医師会など関係機関と連
携した支援体制の充実
 ●子育て世帯への経済的支援の拡充

②充実した就学前教育・子育て環境の提供
認定こども園の推進に伴い、教育・保育施設を整備

し、子どもの健やかな育ちの環境を整え、多様な保育
ニーズに応える保育サービスの充実にむけた取組を
推進します。
多様化する子育てを取り巻く環境に対応するた
め、安心して子どもを預けることができる子育て支援
サービスの充実を図ります。

③家庭や地域の子育て力の向上支援
育児不安軽減や解消のための情報を集約･発信す

るとともに、情報交換や交流、相談の場を提供し、家
庭や地域の子育て力の向上を支援します。

市民一人ひとりが子どもと子育
て家庭を支援する意識を持ち、行
動します。

地域社会全体で子どもを育てる
意識を持ち、子どもや子育て家庭
に配慮したサービスの提供に努め
ます。

子育てに関する相談体制を充
実するとともに、地域の子育て支
援に関わっている団体や関係機関
との連携を深めます。

 ●保育所・幼稚園の施設の再編による認定こども園
の施設整備
 ●老朽化した教育・保育施設の改修及び耐震化の推
進
 ●待機児童解消に向けた施設利用定員の拡大
 ●一時預かり事業、緊急一時預かり事業の拡充
 ●障がい児及び発達障がい児の成長段階に応じた
一貫した支援体制の充実
 ●放課後児童クラブ※２の充実

 ●地域子育て支援拠点の整備と事業の充実
 ●子育て相談事業の充実
 ●児童虐待防止と適切な対応の推進

基本計画　51

誰もがすこやかにいきいきと暮らせるまちづくり政策

くすのき認定こども園

住
み
よ
い
ま
ち
づ
く
り
に
つ
い
て
考
え
、勉
強
し
て
み
た
い
。（
女
性
70
代
）



関係する市の条例・計画等

※１【地域包括支援センター】介護予防や生活支援に関する高齢者本人や家族からの相談に対応する総合窓口を備え、介護・福祉・医療・虐待防止など
の必要な支援を一体的に実施する、地域包括ケアを進めるための地域の拠点。

※２【コミュニティソーシャルワーカー（ＣＳＷ）】地域において、支援を必要とする人々の生活圏や人間関係等環境面を重視した援助や、公的機関への
つなぎを行うスタッフ。

用語解説

地域福祉
ぬくもりの手と手をつなぐまち
市民・団体・事業者・行政などが、互いに協働し、それぞれの役割を果たしながら、支え合いの活
動を実践することで、地域の力で様々な課題を解決できる取組が実践され、誰もが社会の一員とし
て活き活きと安心して暮らせるまちになっています。

経済情勢の悪化による雇用情勢の変化をはじめ、少子高齢化の進展や核家族化など地域を取
り巻く環境は変化しており、支援を必要とする人のニーズも多様化・複雑化している背景があり
ます。

これまで、地域における福祉サービスの利用推進や福祉活動への市民参加を促進するための
取組を進めてきましたが、市民の地域福祉に関する取組の認知度はまだ高いとは言えない状
況にあります。地域福祉活動の充実・強化には、更なる市民意識の向上が求められます。さらに、
各種団体が積極的に活動を展開していますが、メンバーが固定化している状況にあり、新たな
メンバーの参画を促す必要があります。

近年、地域住民間での近所づきあいが希薄化しています。特に若い世代ほど隣近所との結びつ
きが弱まり、地域で助け合えていると感じる人が少ない状況にあります。そのため、地域住民が
集まれる場づくりや、住民・団体・行政等が協力しながら、地域住民で地域全体を支える仕組み
づくり（場づくり、機会づくり）を推進することが重要です。

地域包括支援センター※１や地域のコミュニティソーシャルワーカー※２の活動により、支援を必
要とする市民を適切な支援につなげることが一定進められてきました。しかし、一方で未だ福祉
の相談窓口を知らない市民も多く、福祉サービスの情報を十分入手できていないという課題も
あります。そのために、支援を必要とする市民に適切なサービスを提供できる仕組みをつくり、
周知していく必要があります。

◇第３次泉大津市地域福祉計画
（平成２５年３月）

52　基本計画

基本施策

地域住民同士で助け合うように
している市民の割合 【%】

地域活動等への参加率 【%:右軸】
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 施策の展開方向 取組の事例

 

団体・事業者などの役割 行政の役割市民の役割

協働の考え方

※３【小地域ネットワーク活動】小学校単位で、地区福祉委員会を中心に自治会・民生委員児童委員協議会・老人クラブなどと連携し、福祉の啓発や住み
よい福祉のまちづくりを推進する活動。 

※４【権利擁護】寝たきりや認知症の高齢者、知的障がい者、精神障がい者など、判断能力が不十分なため日常生活に困っている方の権利を保護した
り、本人に代わって財産を適切に管理すること。

用語解説

①地域福祉の意識の醸成と人材の育成
地域福祉の周知・啓発や具体的な福祉活動を経
験・理解する機会を提供します。
地域福祉を担うコミュニティソーシャルワーカーな

どの専門員やボランティアなどの育成を推進するとと
もに、それぞれの活動内容の普及・啓発・支援に努め
ます。

③福祉サービスを利用しやすい体制の整備
支援を必要とする人が、適切にサービスを利用で

き、権利が守られ、その人らしく生活できるよう相談
体制の充実や権利擁護※４に関する取組を推進しま
す。

 ●市民フォーラムの開催
 ●コミュニティソーシャルワーカーなど専門員の育
成
 ●専門員等による相談業務の普及・啓発
 ●ボランティア養成講座の開催
 ●社会福祉協議会ボランティアセンターの周知

②地域福祉を支えるネットワークの整備
小地域ネットワーク活動※３を推進します。
各種団体の連携強化を推進するとともに、活動の
場、拠点づくりなどの環境整備を図ります。

地域活動やボランティア活動に
積極的に参加します。

地域で活動する団体は、市民参
加を促し、活動の裾野を広げなが
ら、地域福祉の推進に努めます。

地域の支え合いの仕組みを構
築するため、各種団体と連携し、地
域活動団体のネットワークづくり
を支援します。

 ●地域での各種団体の情報共有連絡会の開催
 ●地域住民による見守り・安否体制の整備
 ●老人集会所などを活用した「つどいの場」の提供
 ●距離の近さが生み出すネットワークを活かした地
域力の強化

 ●地域での各種団体の情報共有連絡会の開催
 ●日常生活自立支援事業の普及・啓発
 ●各種媒体の活用による公的サービスの情報提供
の充実
 ●生活困窮者支援体制の拡充

基本計画　53

誰もがすこやかにいきいきと暮らせるまちづくり政策
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関係する市の条例・計画等

※１【地域包括ケアシステム】医療・介護・介護予防・生活支援・住まいの五つのサービスを一体的に受けられる支援体制のこと。用語解説

高齢者福祉 ◇第３次泉大津市地域福祉計画
（平成２５年３月） 

すこやか安心長寿のまち

団塊の世代が後期高齢者となる２０２５年に向けて、高齢者の尊厳保持と自立支援の目的の
もとで、可能な限り住み慣れた地域で生活を継続することができるような「地域包括ケアシステ
ム※１」（包括的な支援・サービス提供体制）の構築を進める必要があります。

地域包括ケアシステムの構築には「自助」「互助」「共助」「公助」が必要です。中でも「自助」「互
助」の果たす役割は大きく、行政をはじめ関係機関は地域が自主性や主体性をより発揮し、継続
的に取組を実施していくための仕組み作りに積極的に取り組み、地域の特性に応じた地域包括
ケアシステムを作り上げることが必要です。

地域包括ケアシステムにおいては「自助」の取組が大切です。老後への備えや、元気な時からの
介護予防など、「自助」の取組に対する支援や環境整備を進めることが必要です。

公的福祉サービスでは解決が難しい日常的な生活課題が増し、これまで以上に地域の特色を
活かした、「互助」の取組が求められています。地域の力をより発揮できるよう「互助」の取組に
対する支援や環境の整備を進めることが必要です。

高齢化の進展に伴い、継続的な医療や介護が必要な高齢者が増加しています。また、認知症も
年々増加しており社会全体の大きな不安要因となっています。

高齢者に対する医療環境の充実に向けて、医療と介護の連携強化による在宅医療・介護の充実
化などが求められます。また、認知症の人が住み慣れた地域で生活できるよう、認知症の人と介
護家族への理解を深め、日常的に認知症の人を手助けする意識のある市民を増やすとともに、
高齢者自らが実践する認知症予防に向けた取組を支援する必要があります。

地域全体で高齢者の暮らしを支えることで、高齢者一人ひとりが、住み慣れたまちで安心して暮
らすことができるまちになっています。
また、地域活動などを通して社会参加することで、健康で生きがいを持った生活を送っていま
す。

54　基本計画

基本施策

高齢者が安心して暮らせるまち
だと感じる市民の割合【%】

高齢者（70歳以上）の
地域活動等への参加率【％：右軸】
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 施策の展開方向 取組の事例

 

団体・事業者などの役割 行政の役割市民の役割

協働の考え方

※２【キャラバンメイト】地域で暮らす認知症の人やその家族を応援する認知症サポーターの育成に向けた講座等を実施する講師。 用語解説

◇泉大津市高齢者保健福祉計画・
　介護保険事業計画（平成２７年３月）

①介護予防の推進
「自助」、「互助」、「共助」、「公助」の取組により、介護
予防を推進します。

②認知症対策の推進
認知症になっても住み慣れた地域で生活できるま

ちづくりを推進します。

高齢者は地域活動に積極的に
参加し、知恵や経験を地域社会に
活かします。

地域全体で高齢者を支える地域
ケア体制の構築に努めます。また、
認知症などに対するサポートの必
要性についての理解促進に努め
ます。

地域団体や介護事業者等と連携
し、適切な介護サービスの提供に
努めます。
また、ひとり暮らしの高齢者の
見守り体制の充実を図ります。

 ●認知症サポーター、キャラバンメイト※２の育成
 ●小・中学生や若年層への知識の普及
 ●認知症高齢者を介護する人への支援

③医療と介護の連携
多職種が連携し、医療と介護の連携を強化します。

④生活支援サービスの充実と高齢者の社会参加
ボランティア、ＮＰＯなど多様な主体による軽度の
支援を必要とする高齢者への生活支援サービスの提
供と、元気な高齢者によるサービス提供者（担い手）
としての社会参画を促進します。

⑤地域活動の仕組みづくり
高齢者が地域とのつながりが持てるような環境を
整備します。

 ●医療と介護の連携会議（イカロスネット）の充実
 ●医療と介護の連携に関する研修の実施
 ●地域の医療資源、福祉資源の把握・活用及び市民
への普及・啓発

 ●地域住民による見守り・安否体制の整備
 ●ボランティア活動の推進・支援
 ●現役時代の能力を生かした活動の推進・支援

 ●地域サロンなどの地域活動への参画と活動団体
の発展支援

 ●介護予防事業参加者数の増加
 ●介護予防自主グループ活動の推進
 ●介護予防の効果の数値化による意義と重要性の
普及啓発

基本計画　55

誰もがすこやかにいきいきと暮らせるまちづくり政策
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関係する市の条例・計画等

障がい福祉 ◇泉大津市第４期障がい福祉計画
（平成２７年３月）

共に支えあい共に生きるまち
障がいのある人もない人も共に暮らすことのできる共生社会についての理解が深まり、誰もが
住み慣れた地域で、共に支え合い、共に生きるまちとなっています。

地域で暮らす障がい者のために必要不可欠なサービスである居宅介護、重度訪問介護などの
訪問系サービスの利用量の伸びが著しい傾向にあるとともに、生活介護や就労支援などの日中
活動系のサービス提供基盤が整いつつあります。このような中、障がい者が地域社会の一員と
して人権が尊重され、自己選択と自己決定のもとで、日常生活又は社会生活を営むことができ
るよう、障がい者個々のニーズに応じて、障がい福祉サービスを適切に提供する必要がありま
す。

地域における障がい者の自立した生活の実現に向けて、経済的基盤の確立が課題となってい
ます。そのため、就労訓練施設等における障がい者の工賃の向上と将来的な一般就労への移
行の促進並びに発達障がい者への就労支援の推進を一層図っていく必要があります。

各種の障がい福祉サービスを提供する事業者の参入とその質的向上が課題となっています。
とりわけ施設、病院等から地域に移行する障がい者の生活の基盤となるグループホームにつ
いては、夜間支援体制の確保、医療的ケアの充実、バリアフリー化などを促進する必要がありま
す。

障がいに対する差別や偏見がなく、障がいのある人もない人も共に暮らす共生社会について
の地域での理解を深めていくため、市民意識の醸成に努める必要があります。

◇泉大津市第４次障がい者計画
（平成２５年３月）

56　基本計画

基本施策

障がいのある人が安心して暮らせる
まちだと思う市民の割合 【%】

福祉施設から一般企業等に
就労した人数 【人：右軸】
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 施策の展開方向 取組の事例

 

団体・事業者などの役割 行政の役割市民の役割

協働の考え方

※１【ノーマライゼーション】障がい者の人権や尊厳は障がいのない人と同じであり、障がいの有無に関係なく平等に生活することができる社会こそ
ノーマルな社会であるという理念に基づいて、ともに地域で生活することができる社会をめざそうとする考え方のこと。

用語解説

◇泉大津市第４期障がい福祉計画
（平成２７年３月）

①障がい者の日常生活及び社会生活に対する
    総合的な支援
障がい者が住み慣れた地域で自立した暮らしを続
けていくことができるよう、個々のニーズに応じた給
付・助成を行い、障がい者の日常生活及び社会生活
を支えていきます。

 ●障がい者総合支援給付
 ●地域生活支援給付
 ●重度障がい者医療助成
 ●住宅改造助成

②障がい者の経済的基盤の確立に向けた支援
一般就労に向けた支援を関係機関と連携しながら
行うとともに、障がい者就労施設等における工賃の
向上につながる取組を進めます。

③障がいに対する理解を深める市民意識の醸成
障がいに対する理解を深めるための啓発及び障
がいを理由とする差別の解消の推進に取り組むとと
もに、ノーマライゼーション※１教育を推進し、市民意
識の醸成に努めます。

障がいのある人への理解を深
め、ノーマライゼーションの意識
醸成に努めます。

障がいの有無に関わらず、誰も
が楽しく豊かな生活を送れるよう、
地域において支え合う活動を展開
します。

障がい者が地域や家庭で安心
して生活できる環境づくりを支援
します。

 ●障がい者就労施設等からの物品等の調達の推進
 ●一般就労の促進
 ●一般就労困難者のための訓練の推進
 ●発達障がい者の特性に応じた適切な就労支援の
推進
 ●特別障がい者手当等給付

 ●身体障がい者福祉大会等開催
 ●小・中学校における福祉教育
 ●ＮＰＯ・ボランティア活動への支援
 ●障がいのある人も障がいのない人も一緒に楽しめ
る障がい者レクリエーション大会の開催

基本計画　57

誰もがすこやかにいきいきと暮らせるまちづくり政策
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関係する市の条例・計画等

健康泉大津２１の基本理念である「すべての市民がすこやかで心豊かに生活できる活力あるまち」
をめざして、健康づくりの推進とそれを支える制度の充実を図るとともに、地域の医療体制の充実に
努めてきました。

市民一人ひとりの健康増進を図るため、主体的に健康づくりに取り組む意識づくりの推進とともに、
少子高齢化や生活環境の変化などに起因して増加する様々な疾病に対応した更なる保健・医療施
策の充実が求められます。また、健康づくりにおいて重要な「食」に関する正しい知識の普及を推進
する必要があります。

健康づくりにおいて、市民一人ひとりの取組に加え、公的な制度・体制の拡充も重要です。市民が病
気等を早期に発見し、適切・迅速に対処できる制度を整備する必要があります。

年々対応が変化する新型インフルエンザをはじめとする感染症に対しても、予防・まん延防止対策を
図る必要があります。

市立病院は、地域における基幹的な医療機関として、今後も重要な役割を果たしていくことが期待さ
れます。このため、医療水準の向上に加え、市内外の関係機関との連携体制をリードするなど、地域
医療における拠点的な役割を堅持していく必要があります。

保健・医療 ◇泉大津市高齢者保健福祉計画・介護
　保険事業計画（平成２７年３月）

健康で心豊かに暮らせるまち
市民一人ひとりがライフステージに応じた健康づくりに取り組みながら、健康で心豊かに生活し

ています。また、医療サービスが身近にあり、安心して医療が受けられる環境や体制が整っていま
す。

健康の維持・増進に努めている市民の割合 【%】

各種検診や健康講座など健康づくりに関する
制度が充実していると思う市民の割合 【%】

医療の体制が充実していると思う市民の割合 【%】

特定健診の実施率 【%】

特定保健指導の実施率 【%】

各種がん検診の受診率 【%】
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58　基本計画

基本施策



 施策の展開方向 取組の事例

 

団体・事業者などの役割 行政の役割市民の役割

協働の考え方

※１【レセプト】患者が受けた診療について、医療機関が保険者（市町村や健康保険組合等）に請求する医療報酬の明細書のこと。
※２【二次救急医療体制】入院を要する重症患者に対応する救急医療体制のこと。救急医療体制は、一次から三次に区分されており、二次救急の他に、

軽症患者に対応する一次救急医療、重篤患者に対応する三次救急医療がある。

用語解説

◇第２次健康泉大津２１計画・第２次泉大津市
食育推進計画（平成２７年３月）

◇泉大津市国民健康保険特定健康診査等実施
計画（平成２５年３月）

◇泉大津市新型インフルエンザ対策等行動計画
（平成２６年２月）

①健康づくりの推進
健康増進活動を促進します。
食についての意識を高め、健全な心身を育む食育

を推進します。

 ●ライフステージに応じた健康づくりの推進
 ●健康管理についての相談支援体制の充実
 ●自主グループ等への活動支援
 ●体験活動等を通じた食の大切さや食への感謝の気持ち
の育成
 ●食生活の見直しによる生活習慣病予防・介護予防の推
進
 ●食を通じた歯や口の健康づくりの推進

②健康づくりを支える環境の整備
保健・疾病予防の体制を充実することで、市民の健
康を守ります。
感染症対策の充実を図ります。
国民皆保険制度のもと、安心して医療が受けられ

るよう国民健康保険の適正な運営の強化を図りま
す。

③医療体制の充実
市立病院における医療レベルの向上により、地域
医療の拡充を図ります。
病診の分業体制と連携の円滑化を図り、地域医療
連携基盤の強化を促します。
関係機関と連携して、救急医療体制の充実を図り

ます。

ライフステージに応じた健康づ
くりに主体的に取り組み、健康であ
り続けることで、地域の活動に貢
献します。

地域における各種活動を展開
し、市民相互の交流を図りながら、
楽しく、健康づくりが行える活動を
展開していきます。

健康づくりの推進に努めるとと
もに、医師会・診療所と連携し、医
療体制の充実に努めます。

 ●消化器内科及び内視鏡外科の充実
 ●子どもと女性にやさしい医療の推進
 ●糖尿病等の生活習慣病へのチーム医療の推進
 ●高齢者にやさしい医療の推進
 ●地域の病院・診療所・福祉施設等との積極的な情報交
換や交流推進
 ●病診連携による在宅医療など、地域課題への取組の推
進
 ●様々な媒体を通じた医療体制充実の周知
 ●近隣市町との連携による二次救急医療体制※２の充実
 ●近隣市町や関係機関との協力による休日診療体制の充
実

 ●健康診査を受診しやすい環境の整備
 ●各種がん検診等の受診勧奨による疾病の早期発見、早
期治療の推進
 ●新感染症発生時の体制づくりと関係機関との連携強化
 ●感染症についての情報収集と情報提供の徹底
 ●各種予防接種の実施による感染症の予防促進・まん延
防止
 ●国民健康保険料の適正な賦課と徴収
 ●レセプト※１点検など医療費の適正化の取組の推進
 ●特定健診を受診しやすい環境の整備
 ●特定保健指導の利用の促進
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第４次総合計画の策定にあたっては、幅広い市民意見を直
接的に取り入れるため、多様な世代が集う市民会議を開催し
ましたが、大学生会議はその一翼を担い、まちあるきや事前
調査などを行い、市民会議と連携を図りながら開催しました。
１３名の大学生（桃山学院大学、羽衣国際大学、プール学院
大学、関西学院大学、近畿大学）が参加し、毎回活発な意見
交換が行われました。

平成２５年１１月~ 平成２６年３月

大学生会議を開催しました !

まちあるき

ワークショップ

検討内容を発表

第 4次総合計画策定にあたっての取組⑤
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４－１　防災・消防
４－２　防犯
４－３　消費生活

専門家委員からのコメント
今回、私がもっとも心がけたことは、海外事情も含めた最新情報の共有に加えて、
具体的な数字に基づく「エビデンス」の提供でした。

庁内各部署の垣根を越えて選出された委員の皆さんによる熱心な意見交換に耳
を傾けながら、改めてその重要性を痛感したのは、こうした「横の連携」と上記の「エ
ビデンス」重視の姿勢です。

このふたつは、折しも全市をあげての取組を開始したＷＨＯの「セーフコミュニ
ティ」活動の理念とぴったり合致します。

羽衣国際大学副学長　杉原充志

第４節
安全で心やすらぐまちづくり

第４次総合計画の策定にあたっては、幅広い市民意見を直
接的に取り入れるため、多様な世代が集う市民会議を開催し
ましたが、大学生会議はその一翼を担い、まちあるきや事前
調査などを行い、市民会議と連携を図りながら開催しました。
１３名の大学生（桃山学院大学、羽衣国際大学、プール学院
大学、関西学院大学、近畿大学）が参加し、毎回活発な意見
交換が行われました。

平成２５年１１月~ 平成２６年３月

大学生会議を開催しました !

まちあるき

ワークショップ

検討内容を発表

第 4次総合計画策定にあたっての取組⑤
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関係する市の条例・計画等

防災・消防
◇泉大津市地域防災計画（平成２７年修正）

市民とともにつくる災害に強い安全なまち
市民一人ひとりの防災意識が向上し、自らが取り組む「自助」に加え、地域や身近な人同士が助
け合って取り組む「共助」、行政や消防などが取り組む「公助」が互いに補完し合い、災害による被
害を最小限に抑えられるまちになっています。

地震や津波、台風やゲリラ豪雨といった自然災害や、新型インフルエンザの流行など、住民の生
活や経済に大きな影響を及ぼす危機事象については、日ごろから備えておく必要があります。ま
た、１９府県２０市町で構成している広域災害応援協定など、自治体相互の応援体制の充実強
化を図ることが重要となります。
東日本大震災後に国や府で見直された被害想定では、市域における津波浸水想定区域が広が
るなど、本市の被害想定は拡大しました。また、災害時の非常備蓄品については、府や市が備蓄
している食料・生活必需品の量では不足しています。
災害時における避難行動要支援者の安否確認や避難支援については、地域での平時からの見
守りが災害時に有効となると考えられますが、活発に取り組んでいる地域が少ないことが課題
です。
被害を可能な限り軽減させるために、公共施設の耐震化などのハード対策と、防災訓練などの
ソフト対策を両輪として取り組む必要があります。また、災害時の避難場所となる公共施設につ
いては、避難者の多様なニーズに対応するための整備が課題となっています。
被害の規模が大きくなればなるほど、「公助」は限界に近づくことから、「自助」、「共助」の取組を
通じた地域との連携によって、地域防災力を向上させることが重要となります。
防災中枢拠点である消防庁舎は築４５年が経過し、消防庁舎を含む一部の消防関連施設が津
波浸水想定区域内に位置しているため、移転等も含めた配置の検討が必要となっています。
住宅火災・火災予防対策のため、住宅用火災警報器等の普及促進、広報活動等を行い市民の火
災予防意識の啓発を図ることが求められます。
複雑多様化する災害に迅速に対応するため、消防力の充実や年々増加する救急要請への対応
が求められています。
交通事故や自殺、いじめ、虐待など市民の身近な安全・安心をめぐる課題は多岐多様となってお
り、効率的、効果的に安全・安心の取組を進めるには、各実施主体が連携し、一体となることが求
められています。

◆泉大津市消防団条例（平成１７年２月）

62　基本計画

基本施策
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防災対策が充実し安心だと
感じている市民の割合 【%】
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 施策の展開方向 取組の事例

 

団体・事業者などの役割 行政の役割市民の役割

協働の考え方

◇泉大津市耐震改修促進計画（平成２０年３月）

◇泉大津市国民保護計画（平成２３年１月）

②地域で互いに助け合って地域を守る「共助」の推進
住民組織等の防災活動への取組について広く周知

し、自主防災組織の結成及び育成を支援し、活動内
容の活性化を図ります。

日頃から、非常食の備蓄や家具
転倒防止器具や住宅用火災警報
器の設置など、災害に対する備え
を行います。
地域における防災訓練などに積
極的に参加します。

地域事業者が有する人的•物的
資源を活かし、防災体制を整える
とともに、災害時の協力•支援に向
けた協定などを締結します。
地域コミュニティを活かし、災害
時における避難行動要支援者の
見守り体制を整えます。
災害時には消防団や自主防災
組織を主とした災害応急活動を行
います。

災害に強い施設整備を進めると
ともに、自治体や民間企業との協
定の締結を進め、ハード、ソフト両
面から防災対策を推進します。
また、市民や地域における自助•
共助の取組を支援します。

 ●防災訓練の実施
 ●自主防災組織活動の活性促進
 ●避難行動要支援者の支援プランの推進
 ●防災教育の推進
 ●避難者ニーズに対応した避難所管理･運営体制

③公的防災力・消防力の向上
ソフト対策とハード対策の組み合わせによる多重
防御の考え方を基本として、公的防災力・消防力の向
上を図ります。

 ●公的防災体制の整備と連携
 ●住民への情報伝達手段の拡充
 ●自治体や民間企業との災害応援協定の充実と推
進
 ●消防庁舎など防災活動の拠点となる施設の最適
配置
 ●最新の消防施設、消防車両の整備
 ●防災拠点のあり方の検討

④消防団員の充実・強化
消防団員の確保に努めるとともに、消防団を中核と

した地域防災力の充実強化に努めます。

⑤セーフコミュニティ活動の推進
安全・安心への取組について、地域診断等による

データを根拠とした重点項目に、関係者が一体となっ
て取り組むことで、国際基準の安全で安心なまちづく
りを進めます。

 ●消防団員の処遇の改善
 ●装備や教育訓練の充実
 ●消防団員の入団促進

 ●セーフコミュニティ推進体制の整備
 ●地域診断に基づく効果的な対策の実施と評価

①自らの命は自ら守る「自助」意識の浸透
一人ひとりが自ら取り組む「自助」の意識を啓発し、
個人における防火・救急の知識や防災の意識の向上
と維持に努めます。

 ●市内建築物の耐震改修の促進
 ●非常持ち出し品の常備の周知
 ●必要物資の確保
 ●災害発生直後の避難行動の検討
 ●住宅用火災警報器等の設置促進
 ●救急車適正利用の周知

◇泉大津市災害時要援護者支援プラン【全体計画】（平成２２年５月）

基本計画　63
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関係する市の条例・計画等

用語解説

防犯 ◆泉大津市生活安全条例（平成１１年１２月）

犯罪を未然に防ぎ安心して暮らせるまち
市民・警察・行政などが連携し、地域の安全性の強化、安全活動の推進に一体となって取り組ん

でいることで、犯罪を未然に防ぎ、安心して暮らせるまちとなっています。

少子高齢化、地域のつながりの希薄化等により、地域における防犯力の低下が懸念されていま
すが、市民ボランティアによる青色防犯パトロールが活発になるなど、市民の防犯に対する意
識は高まってきており、このような活動がさらに活発になることが求められます。

夜間の事故・犯罪の未然防止や市民の安心に大きな役割を果たしている防犯灯については、自
治会等と協力して、より明るく環境にやさしいＬＥＤ防犯灯に切り替えを進めてきました。市民
が安心して暮らせるよう、引き続き、防犯灯の設置を支援していく必要があります。

警察、防犯関係団体等と連携し、春と秋の地域安全大会、自転車前かごへのひったくりカバー取
り付けキャンペーン等の啓発活動を実施してきましたが、依然としてひったくりや自転車盗、車
上狙いなどの犯罪が発生しており、引き続き、啓発活動などに取り組んでいく必要があります。

子どもが巻き込まれる事件も発生しており、こども１１０番の家※１など、地域での見守り体制
を強化するとともに、子どもたちへの教育を進めていくことが求められます。

犯罪を未然に防ぎ、安心して暮らせるまちとするために、市民・警察・行政などが一体となった取
組をさら推進していく必要があります。

※１ 【こども１１０番の家】子どもたちが危険に遭遇したり、困りごとがあるとき安心して立ち寄れる民間協力の拠点。

64　基本計画

基本施策
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犯罪にあわないために防犯対策を
している市民の割合 【%】

青色防犯パトロール車の登録台数【台】
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 施策の展開方向 取組の事例

 

団体・事業者などの役割 行政の役割市民の役割

協働の考え方

①防犯のための環境整備
犯罪が発生しにくい環境整備を促進します。

 ●防犯灯の設置促進
 ●防犯カメラの設置促進

③防犯意識の高揚
市民一人ひとりの防犯力を強化するため、防犯意
識の向上を図ります。

市民一人ひとりが防犯に対する
意識を高めます。また、地域におけ
る防犯•見守り活動等に積極的に
参加します。

防犯灯の設置等に取り組むとと
もに、地域ぐるみの防犯活動に取
り組みます。

警察・市民・団体等と連携し、市
民の防犯意識の向上に努めるとと
もに、地域における防犯灯の設置
等を支援します。

 ●多様な媒体による情報発信・共有
 ●キャンペーンなどの啓発活動の促進
 ●就学前や小中学校における安全教育の推進

②防犯活動の推進
市全体で防犯活動が展開できるように、必要な支
援及び実施体制の強化を図ります。

 ●地域防犯活動の推進
 ●地域や警察等関係機関との連携強化
 ●活動拠点の積極的利用

基本計画　65
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関係する市の条例・計画等

消費生活
消費者が安心して生活できるまち

食品の安全や安心に関わる偽装表示や、振り込め詐欺や架空請求、新たな悪徳商法等、消費者
を脅かす問題は後を絶ちません。年々悪質かつ巧妙化する犯罪の手口から消費者を守るため、
消費者団体等の自主的な活動を促進し、より多くの市民に関心を持ってもらうことで、正しい知
識を持つ自立した消費者の育成につなげることが必要です。

消費者被害に関する相談は、年々増加傾向にあり、消費生活センターについては、相談内容の
複雑化、高度化に対応するため、体制の充実を図ることが必要です。

近年、高齢者などの悪徳商法被害や未成年者がネットトラブルに巻き込まれるケースが増加し
ています。正しい知識のもと、主体的に判断し、適切な行動や選択を行えるよう啓発活動や消費
者教育の充実を図るなどの対応強化が必要です。

現在、使用可能な資源がゴミとして処分されたり、そのまま保管されている状態が多く見受けら
れます。このような資源のリユースを目的に行う活動を支援することで、環境に配慮した消費生
活を推進していくことが求められます。

90.690.6

消費者被害に遭わないように
注意している市民の割合 【%】

消費生活センター等の消費者
トラブルに対応可能な窓口を
知っている市民の割合 【%】

消費者リーダー育成講座の　　
参加人数 【人】
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消費生活に対する情報や学習の機会が提供されることにより、正しい知識と判断力を身に付け
た市民が増えています。
また、万が一の被害発生時には、迅速で適切な対応ができる相談・支援体制が充実しています。

66　基本計画

基本施策



 施策の展開方向 取組の事例

 

団体・事業者などの役割 行政の役割市民の役割

協働の考え方

※１【エコフリーマーケット】家庭の不用品のリユースを推進するため、各家庭に眠っている不用品を捨てずに持ち寄り、必要とする人に安く販売するこ
とによって、ごみの減量化や資源の有効利用に役立てることを目的としたフリーマーケット。

用語解説

①自立した消費者の育成
正しい知識のもとに、自覚と判断力を持って行動で

きるよう、関係団体等との連携のもと、情報の提供や
意識の啓発を図り、自立した消費者の育成に努めま
す。

 ●消費者リーダー育成の推進
 ●消費者教育の推進
 ●消費者団体への助成・支援

②消費者保護の強化
消費トラブルを未然に防止するため、関係機関と
の連携強化を図り、相談体制の充実を図ります。

③環境に配慮した消費生活の推進
消費行動に伴う環境への負荷をできる限り削減す

るよう、啓発活動や情報提供を図り、環境に配慮した
消費生活を推進します。

日頃から、トラブルに巻き込ま
れないよう、また環境に配慮した
消費生活を推進するために消費
生活に関する適切な知識の習得と
行動を心がけます。

消費者団体は、市民の消費者意
識の啓発に努めます。

消費生活に関する情報収集を行
うとともに、悪質な行為に対する
注意喚起・情報発信に努めます。
また、消費トラブルなどの相談
体制の充実に努めます。

 ●関連機関との連携強化
 ●指導・監視体制の強化
 ●相談体制・機能の充実

 ●不用物品のあっせんやエコフリーマーケット※１な
ど環境に配慮した活動の支援

基本計画　67

安全で心やすらぐまちづくり政策
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エコフリーマーケット 消費者団体による商品量目調査



68

テクスピア大阪にて、市民会議や大学生会議、中学生会議の成果について発表する、市民フォーラム「私た
ちが想う１０年後の泉大津」を開催しました。
１００名を超える参加者のなか、各会議の代表者から報告が行われました。また、各会議からの発表が終
わった後、市民会議の代表者から、３つの『１０年後の泉大津の将来像』が提案されました。
最後に、桃山学院大学社会学部の上野准教授より、市民会議の成果は、「若者や他地域からの転入者など、
多様な視点が重要であると再確認されたこと」「今ある資源を有効活用する視点、資源を組み合わせて新し
い価値を生み出す視点が多く提案されたこと」「各会議を通して、熱意のある市民同士が出会えたこと」と評
価をいただきました。参加者からは、「いろいろな世代の考えが聞けてよかった」等の感想が寄せられまし
た。

市民フォーラムを開催しました !
平成２６年３月２９日

開催にあたって

中学生会議からの報告 大学生会議からの報告 市民会議からの報告

報告に耳を傾ける来場者 上野准教授からの講評 市民会議からの将来像の提案

第 4次総合計画策定にあたっての取組⑥



５－１　住環境
５－２　臨海部
５－３　環境保全
５－４　道路・交通
５－５　公園・緑地・河川
５－６　上下水道

専門家委員からのコメント
まちの個性、常識にとらわれない斬新さとリアリティ（真剣さ・身の丈）を兼ね備え
たまちづくりが求められる今日、この手の計画書にありがちな「総花的」「絵空事」「汎
用的」などを想起させる内容や手法は無力です。その観点からすれば、歯が浮くよう
な文言を並べ立てず、かつ、成長・拡大とは逆方向の「コンパクト」を骨格として、真
の意味でのまちの豊かさとアイデンティティを創出することを提起したコンパクトで
居心地のよいまちづくり部会は、飛び越え甲斐のあるハードルを設定できたように
思います。

大阪市立大学大学院工学研究科教授　横山俊祐

第５節
コンパクトで居心地のよいまちづくり

基本計画　69

テクスピア大阪にて、市民会議や大学生会議、中学生会議の成果について発表する、市民フォーラム「私た
ちが想う１０年後の泉大津」を開催しました。
１００名を超える参加者のなか、各会議の代表者から報告が行われました。また、各会議からの発表が終
わった後、市民会議の代表者から、３つの『１０年後の泉大津の将来像』が提案されました。
最後に、桃山学院大学社会学部の上野准教授より、市民会議の成果は、「若者や他地域からの転入者など、
多様な視点が重要であると再確認されたこと」「今ある資源を有効活用する視点、資源を組み合わせて新し
い価値を生み出す視点が多く提案されたこと」「各会議を通して、熱意のある市民同士が出会えたこと」と評
価をいただきました。参加者からは、「いろいろな世代の考えが聞けてよかった」等の感想が寄せられまし
た。

市民フォーラムを開催しました !
平成２６年３月２９日

開催にあたって

中学生会議からの報告 大学生会議からの報告 市民会議からの報告

報告に耳を傾ける来場者 上野准教授からの講評 市民会議からの将来像の提案

第 4次総合計画策定にあたっての取組⑥



関係する市の条例・計画等

住環境
住みやすさと優しさを次世代へと引継ぐまち
コンパクトなまちの特性を活かし、駅周辺を中心に利便性の高い都市機能が集約された市街地
整備が進むとともに、地域において魅力あるまちづくりが進められています。
また、暮らしやすさとここちよさ、安全性を兼ね備えた人に優しいまちとなっています。

平坦で市域が小さいため、市内各地へのアクセスが比較的容易です。こうした利点に加え、南海本線
高架化により、人や車の流れがスムーズになったことも活かし、より住みやすいまちとするために、駅
周辺の整備を一層推進する必要があります。また、幹線道路沿道地域についても、生活の利便性を
高めるため、適切な土地利用を誘導する必要があります。

繊維産業や港湾関連産業を中心として発展してきた本市ですが、近年、産業構造が変化し、工場跡
地の活用や農地の転用などで、住宅地としての土地利用等が進み、まちの姿がモザイク状に変容し
ています。良好な市街地を形成するためには、既存不適格になる建築物の発生が懸念されますが、
用途地域や地区計画などで、土地利用を誘導する必要があります。

市民の安全を確保するため、準防火地域の拡大や木造住宅の耐震補助制度による耐震化の推進な
どに取り組んでいるところです。耐震化については、費用等の問題により取組が進みにくい状況があ
ることから、耐震化の重要性を啓発するとともに、補助制度の活用を促進していく必要があります。

近年、空き家が増加傾向にあります。その中で、管理が行き届かなくなり、老朽化した空き家は、住環
境の悪化につながるため対応が必要です。

市営住宅については、耐震化の推進により安全性を
確保するとともに、高齢化の進展や社会情勢の変化
等を踏まえ、多様なニーズに対応した整備が求めら
れています。

市民などによる主体的なまちづくりに関わる団体が
あり、それぞれの分野において多彩な活動が続け
られています。こうした団体との連携や市民参加に
よる、魅力あるまちづくりを進めていくことが必要で
す。

◇泉大津市都市計画マスタープラン（平成２０年３月）
◇泉大津市住宅マスタープラン（平成２０年３月）

70　基本計画

基本施策
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 施策の展開方向 取組の事例

 

団体・事業者などの役割 行政の役割市民の役割

協働の考え方

※１【開発指導要綱】地方公共団体が、一定規模の宅地開発を行う事業者等に対して、良好な住環境の形成及び都市機能の充実を図るため、道路・下水
道・公園等の公共施設の設置・整備基準や、建物に関する規制等について定めた規定のこと。

用語解説

◇泉大津市営住宅ストック総合活用計画（平成２０年３月）
◇泉大津市公営住宅等長寿命化計画（平成２４年３月）
◇泉大津市中心市街地活性化基本計画（平成１２年２月）
◇泉大津市都市景観形成基本計画（平成１０年３月）

①便利な暮らしを支えるまちづくりの推進
駅周辺の整備及び幹線道路沿道地域の適切な土
地利用誘導を推進し、コンパクトなまちの特性を活か
した便利なまちづくりを進めます。

 ●駅周辺整備事業の推進
 ●幹線道路沿道地域の用途地域の見直しによる適
切な土地利用誘導の推進

②良好な市街地の整備
居心地のよい暮らしの基礎となる、土地利用の誘
導を適切に図り、良好な市街地の形成を推進します。

③安全・安心な住まいづくりの推進
住宅性能及び住環境の向上を図り、安全性と快適
性を併せ持つ生活空間の提供に努めます。また、空き
家所有者への所有者責任、維持管理の重要性等の啓
発に努めます。

地域のまちづくり活動や会議な
どに積極的に参加します。
耐震対策を自らの問題として捉

え、自主的に住宅の耐震化に取り
組みます。

地域の課題解決に資するまちづ
くり活動を展開します。

良好な居住環境の保全・創出に
向けて、適正な土地利用を誘導し
ます。
また、市民、地域団体における
安全・安心な住環境づくりを支援
します。

 ●市内全域の用途地域等の検討・見直し
 ●開発指導要綱※１に基づく適切な土地利用の誘導
 ●景観に配慮したまちなみ形成の推進

④市民参加によるまちづくりの推進
積極的にまちづくりに取り組む市民や団体の活動

を支援し、市民主体のまちづくりを推進します。

 ●民間住宅耐震化促進事業の推進
 ●定住促進住宅リフォーム助成事業の推進
 ●空き家所有者に対する適正管理の促進
 ●市営住宅の安全性等の確保に向けた計画的な整
備の推進

 ●まちづくり関係団体が主催するイベントや講習会
などへの支援
 ●市民や団体へのまちづくりについての学習の場や
情報の提供

◇泉大津市都市計画マスタープラン（平成２０年３月）
◇泉大津市住宅マスタープラン（平成２０年３月）

基本計画　71

コンパクトで居心地のよいまちづくり政策
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関係する市の条例・計画等

※１【フェニックス地区】本市汐見沖に位置し、大阪湾の埋め立てにより、近畿圏から発生する廃棄物の最終処分を行い、埋立てた土地を活用して、港湾
機能の整備を図る地区。

用語解説

臨海部 ◆泉大津市企業誘致促進に関する条例
（平成１３年９月）

人・もの・情報が集まる、美しい港があるまち
企業誘致により、新たな雇用が創出され、人・もの・情報の集まる拠点となっています。また、大
阪市内や空港からのアクセスの良さに加え、緑地整備やイベント等によって、賑わい・活気のある
エリアとして多くの市民が訪れ、親しまれる港があるまちとなっています。

第３次泉大津市総合計画に係る臨海地区の開
発整備及び企業誘致については、フェニックス地
区※１を除き、概ね当初の目標を達成しています。
臨海地区には物流に関する企業が集積するとと
もに、フェニックス地区の芝生広場や多目的広場
は、野外コンサートや自動車の試乗会など多彩
なイベントに利用されています。

今後は、臨海地区に所在する既存企業の更なる
活性化及び諸外国との輸出入の拡大など貿易拠
点としての泉大津港の発展などが重要となりま
す。

管理者である大阪府港湾局とともに、フェニック
ス地区への新たな企業の誘致に努める必要があ
ります。

臨海地区は工業系の用途地域であり、市の中心部から離れた場所にあるなど多くの市民が利用
しやすい環境ではないため、今後は、緑地公園等の整備や交通アクセスの改善など、市民に身
近で親しまれる港の環境整備を行う必要があります。

72　基本計画

基本施策
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 施策の展開方向 取組の事例

 

団体・事業者などの役割 行政の役割市民の役割

協働の考え方

※２【ポートセールス活動】大阪府が管理・運営する堺泉北港の利用促進を通じて地域経済の活性化を進めるため、国内外の関連機関、企業及び団体な
どを対象に、各種航路の誘致や貨物の集荷など、利活用を働きかけるセールス活動のこと。

用語解説

①新たな企業の誘致
フェニックス埋め立て処分場跡地を活用し、安定型
区画における工業用地の順次竣功に伴い、本市企業
誘致促進に関する条例を活用するなど、大阪府港湾
局とともに新たな企業の誘致に努めます。

 ●泉大津市企業誘致促進に関する条例の活用
 ●企業誘致にむけたフェニックス地区のＰＲ活動の
推進
 ●大阪府港湾局と連携した誘致活動の実施
 ●早期の埋立て竣功にむけた取組

②雇用機会の拡大
本市の企業誘致奨励金制度を活用し誘致した企業
に対し、可能な限り本市市民を雇用して頂けるように
働きかけます。

清掃・美化活動やイベント等に
参加します。

清掃・美化活動に参加します。
また、民有地の緑化など、美しい
港湾づくりに努めます。

大阪府と連携し、環境関連企業
の誘致を促進します。
また、市民に親しまれる港湾づ

くりを行います。

 ●誘致企業による市民の雇用促進
 ●広報媒体等を活用した市民への情報提供
 ●アンケート等による企業の状況調査

③港湾の利活用の促進
泉大津港のさらなる振興発展に向け、国内外を問

わずポートセールス活動※２を行い、新規航路の開
設、外貿・内貿貨物の誘致など港湾の利活用促進施
策を展開します。

 ●大阪府港湾局と連携したポートセールス活動の実
施
 ●各種イベント等におけるポートセールス活動の実
施
 ●港湾トップセールスの実施

④市民に親しまれる港湾づくり
市民に親しまれる美しい港湾づくりに向け、企業と
行政が協力し港湾地区の美化啓発活動を実施すると
ともに、市民が港を身近に感じるような取組を推進し
ます。

 ●企業と協働で取り組む港湾美化啓発運動の実施
 ●大阪府港湾局と連携した港湾美化活動の実施
 ●臨海部へのアクセスの向上
 ●港湾地区で開催されるイベント等への支援

基本計画　73

コンパクトで居心地のよいまちづくり政策
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関係する市の条例・計画等

※１ 【温室効果ガス】二酸化炭素（ＣＯ２）に代表される、地球温暖化の主原因となる気体。用語解説

環境保全
身近な環境を守り未来につながるまち
川や大気などの身近な環境がきれいに保たれるとともに、ごみの再利用等が進むことにより、ご
みの量が減り、快適に暮らせるまちになっています。また、太陽光発電などの再生可能エネルギー
が広く普及し、かつ一人ひとりが温室効果ガスの削減を意識した行動をとることで、持続可能な環
境にやさしいまちになっています。

公害問題は克服されつつあり、生活環境は改善していますが、悪臭や騒音などの苦情相談は、
依然として多数寄せられています。

一般家庭から出る可燃ごみの有料化の実施やごみの分別・減量化などに取り組んでおり、１人
あたりのごみ排出量は年々減少していますが、循環型社会の形成のためには更なる減量が求
められます。

ごみのポイ捨てや犬の糞などが、市民の生活環境を阻害していることから、まちなみや景観の
美化のために、市民意識の向上を促す必要があります。

地球温暖化問題は世界共通の喫緊の課題となっています。市内全体における温室効果ガス※１
排出量は平成２年度（温室効果ガス排出量に係る基準年）と比較して減少していますが、家庭
部門や運輸部門の温室効果ガス排出量は増加しており、更なる対策を推進する必要がありま
す。

東日本大震災以降、私たちの暮らしや産業を支えるエネルギーを取り巻く状況は大きく変化し
ています。太陽光発電設備をはじめとした、安全安心な再生可能エネルギー等の積極的な活用
が求められます。

環境保全の推進のためには、市民１人ひとりの実践が大切であることから、行動へと導くため
に、更なる情報発信を行う必要があります。

◆泉大津市環境基本条例（平成１４年３月）

74　基本計画

基本施策

（g）
（件）

85
80

73.273.2

116

75
64.4

エネルギー・地球温暖化問題に
関心を持っている市民の割合 【%】

まちのきれいさや騒音の少なさなど、
身の回りの環境に満足している
市民の割合 【%】

市民1人1日あたりのごみ排出量  【ｇ】

住宅用太陽光発電システム
導入件数 【件】
※ただし、H22～H23は本市補助実績、
　H24は推計値
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 施策の展開方向 取組の事例

 

団体・事業者などの役割 行政の役割市民の役割

協働の考え方

※２【ＰＭ２．５】粒径が２．５μｍ以下の微小粒子状物質。肺や気管等の深部に沈着して、呼吸器に悪影響を及ぼすおそれがある。
※３【４Ｒ】廃棄物減量の取組である、Refuse（断る）、Reduce（減らす）、Reuse（再利用）、Recycle（再生利用）の頭文字の４つのＲのこと。
※４【エコドライブ】ふんわりアクセルや不要な荷物を降ろすなど、環境に配慮した自動車の運転方法。燃料を節約する運転を心がけることで、二酸

化炭素の排出を抑制する。

用語解説

①公害防止対策の推進
公害の防止、有害化学物質の削減のための規制・
取組の推進、及び環境に係る情報提供を行います。

 ●大気環境、河川水質の調査
 ●大気汚染、水質汚濁等に係る工場・事業場への立
入検査、改善指導
 ●光化学スモッグ発令情報やＰＭ２．５※２データ
の提供
 ●事業所から排出される有害化学物質の排出量の
把握等

②ごみの減量化の推進
ごみの発生・排出抑制を重視した４Ｒ※３への取組
を展開します。

ごみの減量に努めるとともに適
正な分別に努めます。
太陽光発電等の再生可能エネ
ルギーの導入に努めます。
地球環境に優しいライフスタイ
ルへの転換に努めます。

公害の発生防止や、環境に配慮
した製品、サービスを提供するな
ど、環境負荷の低減に責任を持っ
て取り組みます。
また、地域社会の一員として、地
域の環境に関する取組に積極的
に参加・協力します。

率先して環境に配慮した行動に
努めるとともに、市民・事業者との
連携・協働により環境保全を推進
します。
また、市民・事業者に環境に関
する情報を発信し、環境意識の向
上を促すとともに、自主的な取組
や主体間の連携・協働を支援し、
環境保全活動の促進を図ります。

 ●ごみの分別・減量化（リフューズ、リデュース）の推
進
 ●リユース、リサイクルの活動拠点の整備、推進
 ●４Ｒの促進を目的とした、出前講座・セミナーの
実施

③まちなみ・景観美化の推進
清掃美化運動を行うとともに、ごみのポイ捨て等の
未然防止に努めます。

 ●清掃美化運動の促進による不法投棄の拡大防止
 ●不法屋外広告物の規制・指導
 ●ごみのポイ捨てや飼い犬のふん等の放置対策の
推進

④地球環境の保全
温室効果ガス排出量の削減に向けた取組を推進し

ます。
また、太陽光発電システム等の再生可能エネル
ギーの積極的な導入を推進します。

 ●省エネ等の意識啓発によるライフスタイル変革
の促進
 ●エコドライブ※４の普及・啓発
 ●太陽光発電システムの普及促進
 ●家庭で使用するエネルギーの削減を目的とした
出前講座・セミナーの実施

◆泉大津市ごみ等のポイ捨て及び飼い犬のふん等の
     　　放置の禁止に関する条例（平成２３年１２月）

◇泉大津市地球温暖化対策地域推進計画（平成２４年１０月）

◇地球温暖化対策の推進に関する泉大津市実行計画（平成１１年１０月）

◇第３次一般廃棄物処理基本計画（平成２２年９月）

◇泉大津市都市景観形成基本計画（平成１０年３月）
◇泉大津市第２次環境基本計画（平成２４年３月）

基本計画　75

コンパクトで居心地のよいまちづくり政策
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関係する市の条例・計画等

用語解説

道路・交通
安全安心で快適に移動できるまち
平坦な地形を活かし、徒歩と自転車で誰もが安全、快適に移動できる道路網が整備されていま
す。また、道路・橋梁等施設の維持管理が適切に行われており、交通事故件数も減少するなど安全
なまちとなっています。

※１【ユニバーサルデザイン】高齢であることや障がいの有無などにかかわらず、すべての人が快適に利用できるように製品や建築物、生活空間など
をデザインする考え方。

◆泉大津市道路の構造の技術的基準を
　　　　  定める条例（平成２５年４月）

生活道路では、歩行者・自転車・自動車等が混在し
ています。本市の強みである平坦で小さな市域を
活かしながら、歩行者や自転車に優しい道路整備
をより一層推進し、安全、快適に移動できるまちづく
りを進めていくことが求められます。

都市計画道路は、都市の円滑な交通を支えるだけ
でなく、防災上の役割や、人々が集い語り合うなど、
公共空間として重要な役割を担っており、本市では
このような役割を踏まえて整備に取り組み、現在約
６割が完了しています。しかし、依然として長期にわ
たる未整備区間もあるため、都市計画の見直しも
含めた検討を行い、社会状況等を踏まえて整備し
ていく必要があります。また、整備後の都市計画道
路を含む道路等については、適切な維持管理を行い、長寿命化に努める必要があります。

誰もが安全、快適に移動できるまちづくりのため、ユニバーサルデザイン※１の視点に立って、道路の
バリアフリー化を推進する必要があります。

交通事故防止のため、道路の安全性向上に向けた施設整備に努める必要があります。また、関係機
関の協力を得ながら、交通安全の意識やマナー向上のための教室・研修会を実施していますが、今
後、より実効性のある取組を工夫し、さらなる交通安全意識の高揚を図る必要があります。

泉大津駅周辺は、南海本線が高架化されたことに伴い、駅前におけるオープンスペースの活用がよ
り一層望まれることから、放置自転車の解消に向けた対策を講じていく必要があります。

76　基本計画

基本施策

（件）（台） （%）

727068.6
5755.4

市内の移動は徒歩や自転車で
行う市民の割合 【%】

市内の道路は、安全で快適に
通行できると思う市民の割合 【%】

バリアフリー道路の割合 【％：右軸】
（バリアフリー整備箇所数／計画整備箇所数）
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48.7

100
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100

545

2,445
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2,564

602

2,426

580

1,500

570
1,000

年間の交通事故件数 【件：左軸】

年間の放置自転車撤去台数
【台：左軸】

整備後の南海中央線（森地区）



 施策の展開方向 取組の事例

 

団体・事業者などの役割 行政の役割市民の役割

協働の考え方

◆泉大津市移動円滑化のために必要な道路の構造に 関する基準を定める条例（平成２５年４月）

①安全な道路空間の整備
コンパクトなまちの特性を、より活かすための道づ

くり及び駅前スペースの整備を推進します。

 ●歩行者や自転車の安全への配慮に重点をおいた
道路整備の推進
 ●駅前の駐輪スペースの確保
 ●駅周辺の放置自転車に対する警告・指導・撤去の
実施

②都市計画道路の整備
南海本線連続立体交差事業関連の都市計画道路
の整備を進めるとともに、未整備区間のある都市計
画道路については、適切な見直しを含め、社会状況
等を踏まえた整備を進めます。

自動車に依存しない、徒歩や自
転車を中心としたライフスタイル
を心がけます。
道路交通マナーを守ります。

地域における交通安全の確保
に向けた取組を行います。

歩行者優先を第一に考えた、安
全な交通環境を整備します。
また、誰もが移動しやすいユニ
バーサルデザインを推進します。

 ●南海本線連続立体交差事業関連の都市計画道路
の整備
 ●都市計画道路の廃止を含めた見直し
 ●都市計画道路の計画的な整備の推進

③道路・橋梁等の適切な維持・管理
道路・橋梁等の点検、維持補修及び幹線道路清掃

を行います。
また、点検結果も踏まえた計画的で適切な維持管
理に努めます。

④ユニバーサルデザインの視点に立った道路の
バリアフリー化の推進
誰もが安心して快適に移動できる歩行空間の整備

を推進します。

⑤交通安全対策の充実
道路の安全性向上のための施設整備と地域ぐるみ

での交通事故防止に努めます。

 ●道路・橋梁等の維持補修、パトロール、清掃作業の
実施
 ●計画的な道路・橋梁等の改修事業の推進

 ●歩道の拡幅及び段差解消や視覚障害者用誘導ブ
ロックの設置
 ●道路標識や路面表示のピクトサイン化の推進

 ●道路の歩車分離及び路側帯のカラー舗装化や防
護柵の設置
 ●交通安全教室や交通安全キャンペーンの実施
 ●市・警察・交通安全協会・学校等との連携による交
通安全に係る課題の整理と、解決に向けた対策の
推進

◆泉大津市自転車等の放置防止に関する条例（昭和６３年１２月）

◇泉大津市都市計画マスタープラン（平成２０年３月） ◇泉大津市中心市街地活性化基本計画（平成１２年２月）

◇泉大津市橋梁長寿命化修繕計画（平成２５年４月） ◇泉大津市道路のバリアフリー整備計画（平成２１年４月）

基本計画　77

コンパクトで居心地のよいまちづくり政策
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関係する市の条例・計画等

公園・緑地・河川 ◆泉大津市都市公園条例（昭和４７年１０月）

人の集う公園・緑・水辺のあるまち
緑や水辺、公園を有効活用するために、市民のニーズに対応できる特色ある公園づくりが進ん

でいます。公園や緑地、河川は、地域の人々との協働による適切な維持管理のもと、多くの市民が
集い、利用者同士の新たなコミュニティが生まれる場所となり、緑と笑顔のあふれるまちになって
います。

市民が緑とふれあう公園・緑地として、東雲公園
や大津川緑地などが整備されていますが、市民
一人当たりの都市公園等の面積は、大阪府平均
より低い水準となっています。また公園には、集
いや新たなコミュニティが生まれる場としての役
割だけでなく、災害時の避難場所としての機能の
充実も期待されるなど、多様化する市民ニーズ
に対応した公園づくりを推進する必要がありま
す。

市域のほとんどが市街地であるため、新たな緑
地・公園・親水空間の確保が困難な状況となって
いますが、自然環境の保全といった観点からも、
緑地や公園に利用可能な用地の確保・保全を進
めていくとともに、大津川に面した親水空間を良好に維持していく必要があります。また、既存
の公園等の中での親水空間の創出が求められています。

公園・緑の維持管理には、ボランティア団体等の市民の協力は欠かせません。既存団体への支
援だけでなく、新たなボランティア団体の育成を推進する必要があります。

78　基本計画

基本施策

緑化ボランティア団体による花壇の手入れ（東雲公園）

（団体）
（㎡）

2.952.95
2.93 2.94

666053.3

快適に利用でき楽しめる公園がある
と感じている市民の割合 【%】

緑化活動を自主的に行っている
ボランティア協議会の数 【団体】

市民一人当たりの都市公園等面積 【㎡】
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 施策の展開方向 取組の事例

 

団体・事業者などの役割 行政の役割市民の役割

協働の考え方

◇泉大津市都市計画マスタープラン（平成２０年３月）

※１【自主管理公園】地域のボランティア等で植栽や美化等を行っている公園。用語解説

◇緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画（平成１１年３月）

①地域の活動や外遊びの拠点となる公園づくり
公園整備の可能性のある用地の確保を進めるとと

もに、利用者ニーズに対応した、魅力的な特色のある
公園づくりを行い、公園利用者の利用時間を増やす
よう、また利用頻度を高めるよう促進していきます。

 ●樹木・花壇の維持管理
 ●施設（プールを含む）や遊具の計画的な改修・新設
 ●ベンチ・芝生などの憩いのスペースの増設
 ●市民との協働による施設の整備の推進
 ●自主管理公園等※１、市民との協働による維持管理
を推進
 ●公園情報の発信の充実
 ●一時避難地としての防災機能の充実

②緑地の確保と親水空間の整備
本市の最も重要な親水空間である、大津川緑地の
特性を生かした整備を推進する他、既存の緑地等の
保全・育成及び管理の行き届いた緑化の推進に努
め、また、公園における親水空間の整備を実施してい
きます。

③市民による緑化推進活動の促進
緑化ボランティア団体が活動しやすい環境づくり

を推進します。
また、市民への緑化啓発を推進します。

地域の公園や河川等の清掃美
化活動等に積極的に参加します。
また、身近な場所に緑を増やす
活動を行います。

地域の公園や河川等の維持管
理に努めます。
また、市域に緑を増やす活動を
行います。

市民や地域団体、事業者が行う
緑化活動を支援します。
魅力ある公園・緑・水辺の保全・
育成及び整備を実施します。
また、民有地の土地利用にあた

り、有効な緑化計画を誘導します。

 ●大津川緑地の適切な維持管理とジョギングなどを
楽しむための環境整備の推進
 ●既存公園内での水あそび場等の整備推進
 ●街路樹等の保全・育成の促進
 ●農地・生産緑地等の保全・活用の促進

 ●緑化活動推進事業助成金を活用した緑化ボラン
ティア団体による市内各公園及び植樹帯等への緑
化活動の支援
 ●広報紙などを通じたボランティア活動及び市民緑
化活動の紹介
 ●写生コンクール等、緑化啓発活動の推進

基本計画　79

コンパクトで居心地のよいまちづくり政策

泉
大
津
の
こ
と
を
詳
し
く
知
り
た
い
で
す
。個
人
的
に
は
恩
返
し
を
で
き
た
ら
と
思
っ
て
い
ま
す
。（
女
性
60
代
）



関係する市の条例・計画等

※１【下水道人口普及率（汚水）】市内人口に対する、下水道汚水管が整備されている区域内の人口の割合。
※２【 耐震幹線ループ】市内全域に配水するために格子状に配置した耐震主要幹線。
※３【下水道整備普及率（雨水）】市内認可面積に対する、下水道雨水管が整備されている区域内の面積の割合。
※４【下水道水洗化率】下水道汚水管が整備され水洗化が可能な人口に対する、水洗化している人口の割合。 

用語解説

上下水道 ◆泉大津市水道事業給水条例（昭和３３年１２月）
◆泉大津市下水道条例（昭和４８年７月）

安定したライフラインの整ったまち

高度経済成長期に急速に整備された水道管の老朽化が進み、今後多くの施設・管路の更新整
備が必要となります。

重要なライフラインである水道は、今後、発生が危惧される巨大地震災害に対応するため、施
設・管路の耐震化が急務となっています。

節水意識の高まりや節水機器の普及による有収水量の減少は、料金収益に連動することから、
施設・管路の整備事業を推進するためには、一層の経営健全化を図る必要があります。

下水道人口普及率（汚水）は、平成２５年度末９５．４％となり、整備は完了しつつありますが、
未整備区域の多くが私道に面した区域であり、所有者の承諾がないと整備が進まないことが課
題となっています。

下水道整備普及率（雨水）は、平成２５年度末３５．６％であり、今後整備を推進する必要があ
ります。

下水道の水洗化率※４は、平成２５年度末８９．３％ですが、水洗化にかかる工事費等が利用
者負担となり、伸びなやんでいる状況にあります。

下水道は整備が始まってから約４０年が経過し、施設の老朽化が進んでいます。今後も計画的
にポンプ場等の施設を更新し、併せて耐震化も進める必要があります。

持続可能な事業運営を行うため、使用料等の収入確保に努め、維持管理経費の抑制により、経
営改善を図る必要があります。

計画に基づいた、効率的な施設・管路の整備更新・耐震化と維持管理が行われています。水道
水の安定供給と共に公共下水道の整備により衛生的な生活と水環境の保全、雨水対策も進んでお
り、災害に強いライフラインが確立されたまちとなっています。

80　基本計画

基本施策
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施策の展開方向 取組の事例

 

団体・事業者などの役割 行政の役割市民の役割

協働の考え方

※５【アセットマネジメント】中長期的な視点に立ち、施設のライフサイクル全体にわたって効率的かつ効果的に施設を維持運営する体系化された
実践活動。 用語解説

◆泉大津市水道事業給水条例（昭和３３年１２月） ◇泉大津市水道事業ビジョン（平成２６年６月）

◆泉大津市下水道条例（昭和４８年７月） ◇下水道整備計画（平成２７年４月）

①水道水の安定供給
安全で良質な水道水を安定して供給するため、老
朽管の適切な更新を進めます。

 ●計画的な配水管の更新（φ１５０ｍｍ以上）
 ●漏水発生時等における配水管の更新（φ１５０ｍ
ｍ未満）

②災害対策の充実
「中央配水場くらしの水センター」を基幹施設とし、
地震などの災害に対し、非常時直後より必要最低限
の給水が確保でき、かつ復旧作業が迅速に行えるよ
う、必要な管路の選定と整備を進めます。
また、防災関連施設や応急給水拠点である避難所
等に至る管路の耐震化を進めます。

③上水道事業の健全経営の推進
水道事業ビジョンや収支計画・整備計画などに基
づき、健全経営に努め、持続可能な事業形態をめざし
ます。

④公共下水道の汚水整備推進
生活環境の保全・海や川の水質保全のため、公共
下水道の汚水整備を進めます。

⑤公共下水道の雨水整備推進
大雨・洪水時の浸水被害を軽減するため、雨水施
設整備を進めます。

⑦下水道施設の機能維持・向上
下水道の各施設が健全に機能するよう耐震化等も
含め維持更新に努めます。

管路や施設の適切な維持・管理を
推進し、健全な施設運営を行います。
また、災害に備えた耐震化等を進

め、安定したライフラインを整えます。

 ●施設・配水池の耐震化の推進
 ●φ７５ｍｍ以上の管に対して耐震管の採用を推進
 ●耐震幹線ループの構築推進
 ●応急給水拠点の確保の推進

 ●アセットマネジメント※５の考え方を取り入れた適
切な健全経営の推進

 ●私道に面した区域の汚水整備の推進

 ●既存管路の排水能力調査及び整備の推進
 ●効率的な面整備の手法検討
 ●財源調整を含めた施工時期の検討及び整備の推
進

 ●アセットマネジメントに基づく更新事業の推進
 ●更新事業に合わせた耐震化の推進
 ●維持管理の包括的民間委託の推進

⑥水洗化の普及促進
様々な機会を通して、広く下水道の制度・効果等のＰ
Ｒに努めます。

⑧下水道事業の経営健全化
下水道会計の健全な運営を行うため、更なる民間
活力を導入した効果的な管理運営や水洗化率の向
上による使用料収入等の確保により経営基盤の確立
を図ります。

 ●水洗化工事の貸付・助成制度の活用
 ●水洗化啓発活動の推進

 ●事務の見直しと更なる業務委託化の推進
 ●水洗化率の向上の推進

水の有効利用に努めます。
また、生活排水を川に流さな
いよう、公共下水道に接続しま
す。

事業により排出される処理水
等の適切な管理を行います。

基本計画　81

コンパクトで居心地のよいまちづくり政策
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82

第 4次泉大津市総合計画における取組の報告

市民会議参加者からのコメント

パネルディスカッション

これからの泉大津市の
まちづくりについて
意見交換をするパネラー

藻谷氏の基調講演

テクスピア大阪で、策定中の第４次泉大津市総合計画における取組や計画内容を、広く市民の皆さんに
知ってもらうことを目的に、「これからの泉大津を創る新総合計画シンポジウム」を開催しました。
当日は、地域エコノミストとして知られる藻谷浩介氏の基調講演をはじめ、計画策定の取組報告、市民会議
参加者からのコメント、パネルディスカッションがありました。
参加者からは、市のまちづくりに関する取組がよく理解できた。また、市の将来について考える良い機会と
なったなどの感想をいただきました。

新総合計画シンポジウムを開催しました！
平成２６年１０月２６日

第 4次総合計画策定にあたっての取組⑦



６－１　商工業
６－２　観光
６－３　農業・漁業
６－４　労働環境

専門家委員からのコメント
泉大津市は毛布、ニットといった繊維産業が分業体制で生産を続けてきたことか

ら地域全体が産地として繁栄をしてきたことは周知のことです。泉大津市は、産地が
維持発展するために受け継がれた伝統と、新たに生まれた革新の『知』が蓄積した
街と言えます。蓄積された『知』を基礎として、さらに新たな『知』が生まれ育つ無限
大の可能性があります。この総合計画もその一つだと言えましょう。市民、事業者、行
政が一丸となり、『知』を未来に繋げ、さらなる街の発展に結実することを期待しま
す。

摂南大学経営学部准教授　鶴坂貴恵

第６節
誇れる・選ばれる・集えるまちづくり

基本計画　83

第 4次泉大津市総合計画における取組の報告

市民会議参加者からのコメント

パネルディスカッション

これからの泉大津市の
まちづくりについて
意見交換をするパネラー

藻谷氏の基調講演

テクスピア大阪で、策定中の第４次泉大津市総合計画における取組や計画内容を、広く市民の皆さんに
知ってもらうことを目的に、「これからの泉大津を創る新総合計画シンポジウム」を開催しました。
当日は、地域エコノミストとして知られる藻谷浩介氏の基調講演をはじめ、計画策定の取組報告、市民会議
参加者からのコメント、パネルディスカッションがありました。
参加者からは、市のまちづくりに関する取組がよく理解できた。また、市の将来について考える良い機会と
なったなどの感想をいただきました。

新総合計画シンポジウムを開催しました！
平成２６年１０月２６日

第 4次総合計画策定にあたっての取組⑦



関係する市の条例・計画等

人と企業が集まりアイデアと活気にあふれるまち
毛布・ニット・毛織物などの伝統産業が継承され、「繊維のまち・泉大津」としての地域ブランドが
確立し、広く認知されています。また、地域密着型の商店などにより、地域住民の生活の質が向上
し、活気あふれるまちとなっています。
地域のブランド力や活気が、多くの人や企業を呼び込み、新たなアイデア・産業が生み出される

まちとなっています。

グローバル化の進展により海外製品の市場参入が増大し、問屋・アパレル卸等の発注が海外へ
とシフトするなど、地場産業における受注が激減しています。

消費者のライフスタイルの変化や価値観の多様化から、価格だけでなく、自らの価値観に応じ
て商品を購入する傾向が強まり、さらには、安全性や健康、環境への配慮など、品質に対しての
要求がより高次元になっており、事業者は、このような環境を前提とした事業運営が必要となっ
ています。

地場産業の規模が収縮し、製造コストが上昇する一方で、価格破壊が進行し、生産性、収益性の
低下とともに事業者の転廃業も増加しています。

毛布の生産が国内シェアの９割を占め、繊維産業においては高い技術力を有している一方、後
継者不足による廃業、製造工程の海外展開や工場自体の海外移転などにより、地域に培われて
きた分業体制に亀裂が生じ、産業集積が崩壊の危機に瀕しており、地域内における分業体制の
維持、安定化に努めるとともに、産学官の連携など、これまでの枠を越えた様々な連携や領域を
模索し、新たな産業集積を構築していくことが課題となっています。

食料品等の購入は市内の店を利用しているものの、買回り品（衣料や家電製品など）は市外の
店の利用が多く、商店街等の利用頻度は減少傾向にあります。

商店街等は、地域コミュニティの一役を担う機能が求められていますが、地域住民の商店街等
への満足度は十分ではないため、商業者が消費者ニーズなどを把握し、情報の積極的な発信を
していくことが課題となっています。

商工業 ◇泉大津市産業振興ビジョン（平成２１年１０月）

84　基本計画

基本施策
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 施策の展開方向 取組の事例

 

団体・事業者などの役割 行政の役割市民の役割

協働の考え方

①地域産業の振興
地場産業である繊維産業や、地域に密着した既存
産業が環境の変化等に十分に対応し、競争力を維
持・向上していくよう、様々な視点に立った取組を展
開します。

 ●販路拡大事業の推進
 ●新商品・新技術開発事業の推進
 ●人材の育成・確保事業の推進
 ●産業集積を活かした地域産業の振興

②地域ブランドの活用と確立
国内有数の毛布やニット、毛織物などの生産地で

あり、これらを泉大津の「地域ブランド」と位置付け、
繊維産業が集積する「繊維のまち・泉大津」を全国に
ＰＲします。

③産業の担い手となる人材の育成と確保
産業競争力を維持・向上していくため、環境の変化
等に的確に対応できる人材の育成、確保が必要不可
欠であり、産業の担い手となり産業振興をリードする
「人材」の育成・確保を積極的に進めます。

⑤新規産業の創出と育成
産業の活力を維持し、より一層発展していくため、
新規産業の創出と育成が重要であり、新たな分野等
への挑戦として、積極的に進めます。

④多様な連携・協働や広域的な取組の推進
市民や団体、行政など様々な主体間の連携・協働

を強化し、広域的な取組を推進します。

⑥商業・サービス業の振興
商業者と商業関連組織、行政が連携し、地域住民
等のニーズにも合った、付加価値の高い取組を推進
します。

 ●「毛布のまち・泉大津」をＰＲするための毛布の開
発
 ●毛布などの「高品質な製品」と「産地“泉大津”」を
全国にＰＲする場の提供
 ●地域ブランドの形成に向けた取組の支援
 ●新たな「地域ブランド」の形成・確立

 ●商工団体が実施する人材育成・確保事業への支
援
 ●産業振興をリードする「人材」の育成・確保
 ●マネジメント力の強化の推進

 ●臨海地域における企業立地促進
 ●新規開業する中小企業者の経営の安定及び振興
の支援
 ●臨海地域における環境・リサイクル産業の創出

 ●広域的な連携による地場産品の展示会やマッチ
ング等の実施
 ●産業界と行政が一体となって本市の知名度を上
げ、地域の活性化を図る事業の実施
 ●他の自治体と相互に特産品をＰＲする事業の実施

 ●商業関連団体が実施する商業活性化事業への支
援
 ●商店街等が行う地域資源を活用した取組の支援
 ●意欲的な商業者の自主的・自発的な活性化の取
組の推進

市民一人ひとりが、地域産業活
性化の担い手として、地域での商
品の購入を心がけるとともに、特
産品をＳＮＳ※１等で紹介するな
ど、積極的なＰＲを行います。

継承されてきた技術等の地域
資源を活用し、新たなブランド化
等に取り組みます。
イベント等を実施し、市民に親

しまれる企業、商店をめざします。
地域の魅力の情報発信を行い

ます。

事業者や各種団体の自主的な
活動を支援します。
市内外において、地域産業の積
極的なＰＲを行います。

用語解説 ※１【ＳＮＳ】参加するユーザーが互いに自分の趣味、好み、友人、社会生活などを公開しあいながら、人と人とのつながりを
促進・サポートするコミュニティ型のWebサイトのこと。Social Networking Serviceの略。

◇泉大津市中心市街地活性化基本計画
（平成１２年２月）

基本計画　85

誇れる・選ばれる・集えるまちづくり政策
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関係する市の条例・計画等

観光 ◇泉大津市産業振興ビジョン
（平成２１年１０月）

既存の資源を活用した観光に加え、泉大津ならではの特色ある地域資源に磨きをかけ、市内に
は誰もが訪れてみたいと思う観光資源が充実しています。
関西国際空港に近接する立地特性を活かし、泉州地域の一翼を担いながら、国内外から多くの
観光客が訪れ、にぎわいのあるまちとなっています。

観光資源の少なさやＰＲ不足により、本市に観光で訪れる人は少ないのが状況ですが、池上曽
根遺跡やだんじり祭りなど、泉大津ならではの地域資源の良さを認識し、ＰＲすることが求めら
れます。特に、大規模集客地である泉大津フェニックスの利活用の促進には、重点的に取り組む
必要があります。

関西国際空港からの旅行客の通過点となっていますが、空港から近いという立地を活用して、
本市だけでなく、周辺地域と連携し広域的にモデルコースなどを設定し、旅行客の誘致に努め
る必要があります。

体験型観光に対するニーズの高まりを受け、市
内の繊維工場等においても既に取組が進められ
ており、好評となっていることから、これらの取組
を促進することが求められます。

既存の地域資源等を活用し、魅力ある観光コン
テンツを作成するための戦略立案等の取組を進
めるとともに、それらの情報を有効に発信するた
めの拠点を整備することも必要となります。

泉大津フェニックスには多くの来訪者があるもの
の、市街地等での滞在時間は短くなっており、来
訪者が市内を周遊し、滞留する仕組みづくりが求
められます。

地域資源を守りながら新しい風を感じさせるまち

86　基本計画

基本施策
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施策の展開方向 取組の事例

 

団体・事業者などの役割 行政の役割市民の役割

協働の考え方

※１【シティプロモーション】地域の魅力を創り出し、それを国内外に発信し、地域ブランド力を高め、「人」・「もの」・「情報」などが活発に行き交う、元気
で活力あるまちを創る活動。

用語解説

①泉大津フェニックスの観光資源としての活用
人が親しみ、集う、交流とにぎわいある港づくり・ま

ちづくりのため、泉大津フェニックスのＰＲを行うと
ともに、海辺で憩い、楽しむ催しを誘致します。

④南海本線高架下の活用
南海本線の高架下を活用し、観光情報を発信する

スペースを設置します。また、観光パンフレットを作
成し、泉大津市のみどころをめぐるコースを設定する
などして、観光客を誘致します。

 ●泉大津フェニックスでのイベントの誘致
 ●映画のロケ地などに積極的に採用してもらうため
の事業の実施
 ●フェニックスコンサートでのシティプロモーション
※１活動の実施

 ●高架下を活用した観光等のＰＲの推進
 ●観光資源をＰＲするためのツールの充実

②地域資源を活用した観光の推進
毛布・ニット・毛織物などの地域資源を活用した観
光ＰＲイベントを実施するとともに、見学可能な繊維
工場を観光資源として市内外に広くＰＲします。

⑤地域資源のネットワーク化による回遊性の創出
地域資源間の連携を密にし、各々の魅力を最大限
に引き出すことで相互ＰＲを推進するとともに、回遊
性の創出を図ります。

③市のイメージアップ・認知度の向上の推進
泉州地域のプロモーションを推進し、泉州地域の
活性化、国内外における泉州ブランドの確立に寄与
するため、泉州観光プロモーション推進協議会に参
加し、プロモーション活動を展開します。

 ●広域的自治体連携による集客イベントでの観光Ｐ
Ｒの実施
 ●繊維製品製造工場や体験型施設などの見学の推
進

 ●公共交通機関との連携による観光資源をめぐるイ
ベントの推進
 ●観光客が観光資源を見て回るための回遊性の創
出

 ●関西国際空港における泉州地域のＰＲ
 ●本市の観光資源を含めた泉州地域全域での観光
施策の推進
 ●観光客誘致のイベントへの参加による観光ＰＲの
実施
 ●学生との連携による隠れたお店等のほりおこし及
び情報発信
 ●繊維製品製造工場（のこぎり屋根）を活用したイ
メージ戦略の推進

地域の魅力を知り、市外に向け
て積極的にＰＲします。また、観光
ボランティア等の取組を進めます。

来訪者に満足してもらえるよう
な体制を整備します。
地域資源を活用した体験型観
光メニューの創出を行います。

各種団体や周辺自治体と連携を
図りながら、観光プログラムの創
出を行います。

基本計画　87

誇れる・選ばれる・集えるまちづくり政策
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関係する市の条例・計画等

食を身近に感じる産業を育むまち
安全・安心な農水産物の生産が進められるとともに、市民の間で地元の産品への関心が高まり、
地産地消の意識が広まっています。市民が農業・漁業の大切さを認識することで、次世代の担い手
が育っています。

都市化の進展に伴う農地の減少等により、農業を取り巻く環境は厳しさを増す中、従事者の高
齢化や次世代の担い手不足により、産業としての衰退の危機にあります。

地産地消の意識の高まりから、地元農水産物に対するニーズは高まっており、地元産の農水産
物の供給を促進する必要があります。

安全・安心意識の高まりから、化学肥料や農薬を減らした農作物へのニーズが高まっています。

農業・漁業 ◇泉大津市産業振興ビジョン
（平成２１年１０月）

88　基本計画

基本施策
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 施策の展開方向 取組の事例

 

団体・事業者などの役割 行政の役割市民の役割

協働の考え方

①次世代経営者への経営環境の提供
次世代の担い手となる若い世代にとって魅力ある
経営環境を提供します。

 ●営農改善の取組の支援
 ●大阪の特産と認められる「大阪産（おおさかもん）」
や「なにわの伝統野菜」の周知・普及
 ●「大阪版認定農業者」の周知・普及
 ●農業協同組合、漁業協同組合等との連携の強化

②地産地消の推進と安全安心な食の提供の推進
食を身近に感じることができる機会を提供するとと

もに、安全安心な食の提供の推進に努めます。

農業・漁業に対する理解を深
め、地産地消に努めます。

環境に配慮した安全・安心な農
水産物を提供します。

 ●多様な媒体による情報発信・共有
 ●キャンペーンなどの啓発活動の促進

農業・漁業団体が取り組む事業
を支援します。市内外において、地
場産品の積極的なＰＲを行いま
す。

基本計画　89

誇れる・選ばれる・集えるまちづくり政策
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関係する市の条例・計画等

労働環境 ◇泉大津市就労支援計画（平成１４年４月）

誰もが夢を持ち働きやすいまち
市内の企業では、福利厚生が向上し、安心して働ける職場環境が整備されています。また、多様
な働き方への理解が進み、仕事と生活を調和させながら働ける環境が整っています。
泉大津市内で働きたい人が増え、企業における雇用が促進され、世代を問わず誰もがいきいき

と働けるまちとなっています。

近年の社会情勢の変化により、労働問題は多様化・複雑化しています。就業形態の多様化によ
る不安定就労の割合の高さや、目まぐるしく変化する経済情勢に左右される就職市場等、就労
に関する問題はますます顕在化しています。

事業所の転廃業や工場の縮小・閉鎖・海外移転等により、市内の就労の場が減っていることか
ら、市内企業の就業者数は減少しています。

企業に対し労働者の確保・定着に向けた支援等を行うとともに、市民に対しては労働相談・就労
相談体制を確立し、相談者個々にあった支援等を行っていますが、今後も職業生活の安定のた
めの効果的な施策を展開するとともに、産官民の各団体が連携する必要があります。

労働・就労の問題は、本市だけの問題ではなく、全国的な社会問題であり、関係団体との連携を
強化するとともに、国・府に対し適切な支援施策・財政措置を図るよう要望していく必要があり
ます。

90　基本計画

基本施策
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資料：事業所・企業統計（昭和56年～平成18年）、
           経済センサス(平成21,24年）
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 施策の展開方向 取組の事例

 

団体・事業者などの役割 行政の役割市民の役割

協働の考え方

※１【各種ハラスメント】パワーハラスメント、セクシャルハラスメント、マタニティハラスメント等。用語解説

①安心して働ける職場環境の整備
職場環境の整備・改善を図り、労働者の安全・健康

を確保するための啓発活動を促進します。
また、育児休業制度等の普及や各種ハラスメント※

１の防止など就労条件・地位の向上を図るための啓
発活動と、優良企業の推奨に努めます。

 ●国・大阪府等との連携による職場環境改善の啓発
や雇用の安定に向けた情報提供の実施
 ●大阪府等との連携による育児休業等の労働者福
祉に関する啓発・情報提供の実施
 ●職場における各種ハラスメントに関する相談の実
施
 ●各種ハラスメントに関する専門機関等の情報提供
 ●勤労者の能力向上のための講座等の情報提供

②福利厚生の充実に向けた支援
労働者の福利厚生の充実を図るため、企業と労働
組合等に対し働きかけを行います。

③労働相談体制の充実
市内在住・在勤の未組織勤労者の適正雇用の推進

を図り、トラブルの解消と充実した職業生活に向けた
相談・支援を行います。

④就職困難者に対する就労支援の充実
就職困難者の就労に関する相談を行い、関係機関

と連携を図りながら相談者に適した取組・支援を推
進します。

⑤仕事と生活の調和の推進
仕事と育児や介護の両立や多様な働き方を可能

とする就労環境の整備・改善を促進します。また、大
学等と連携し、就業意識に関する調査・研究を進めま
す。

 ●大阪府等との連携による勤労者福祉の向上のた
めの啓発活動の実施
 ●商工等団体・企業等が行う勤労者福祉対策の支援

 ●就職情報フェアの開催
 ●就労支援セミナーの開催
 ●就労支援コーディネーターによる就労相談の実施

 ●ハローワーク等との連携による雇用機会の均等等
に関する啓発・情報提供の実施
 ●労働に対するニーズの把握と、多様な労働形態の
開拓に向けた支援の実施

 ●解決型労働相談の実施
 ●大阪府等が実施している専門家による労働相談会
等の情報提供

仕事と生活の調和を考え、自分
にあった働き方を選択します。

労働環境の向上に努めます。 職業安定所等の関連機関と連携
し、情報の提供に努めます。

基本計画　91

誇れる・選ばれる・集えるまちづくり政策

企
業
誘
致
や
若
者
の
就
労
策
を
積
極
的
に
進
め
、子
育
て
で
き
る
環
境
づ
く
り
が
必
要
で
は
。（
女
性
50
代
）



92

リレーインタビュー形式

第４次泉大津市総合計画の策定にあたっては、今後の協働のあり方を模索したり、実際に連携できる市民
団体を発掘するため、市内で活躍している市民団体の人を対象にヒアリング調査を実施しました。登場いた
だいた団体から「いい活動をしているなあ」 と思う団体を紹介してもらう、「リレーインタビュー方式」で実施
しました。

災害など有事の際に、
私たちのまち泉大津を守ります ! 田口 眞治さん

NPO 法人泉大津自主防災会

からご紹介

石原 成昭さん

若い世代をもっとまちづくりに

NPO 法人 泉州てらこや

からご紹介

相 ひろ美さん

みんなでつくる
 文化薫るまち「いずみおおつ」

泉大津市文化協会

からご紹介

単位自治会の連合組織
地域の親睦を深める活動を 𠮷村 譲さん

泉大津市自治会連合会

からご紹介

泉大津の旬の情報がぎっしり詰まった
サイト運営 貫野 敏宏さん

NPO 法人イズミオオツドットコム

からご紹介

藤原 秀美さん

ノーマライゼーションめざし
コミュニケーションを図る

手話サークル こひつじ

からご紹介

川西 真由美さん

罪を犯した子どもたちの
自立をサポート

泉大津市更生保護女性会

からご紹介

( 誠風校区教育ネット)
学校・家庭・地域が協力した教育体制を 八木 康行さん

泉大津市地域教育連絡協議会

からご紹介

すべての子どもが感じられる絵本を
「造って」います 菊池 正代さん

さわる絵本 そよかぜ

からご紹介

藤井 裕子さん

小説をはじめとした翻訳、講習などを開催
点字サークル「にじ」

からご紹介

深野 竹千代さん

あらゆる差別のない社会をめざして

泉大津市人権啓発推進協議会

からご紹介

社会奉仕の精神「忍」「信」「愛」を
持って活動しています 池田 正義さん

泉大津市保護司会

からご紹介

目の不自由な方に、豊かな生活を
送ってもらえるように 近藤 裕子さん

朗読ボランティア泉大津 あめんぼ

からご紹介

髙田 トシヱさん

大きな声で唄い、
   若返り体操などを行っています

いきいき歌体操

からご紹介

青木 安蔵さん

地域で問題を共有、
  地域と共に解決に向けて取り組みます

泉大津市青少年指導員協議会

からご紹介

全市で災害時の安否確認ができる体制を
つくりたい 田中 昭男さん

泉大津市自主防災組織連絡協議会

からご紹介

高齢者の方も、歩く楽しみを味わいに、
参加しませんか ? 深野 寿一さん

泉大津市民歩こう会
認知症に対する地域での理解を

促進しています

街かどデイハウス陽だまり

玉置 壽幸子さん

第４次総合計画策定にあたっての取組⑧

市民団体ヒアリングを実施しました !

平成２５年１０月３１日

平成２５年１１月８日

平成２５年１１月２９日

平成２５年１２月１６日

平成２６年１月７日

平成２６年１月２１日

平成２６年２月３日

平成２６年５月１３日

平成２６年４月８日

平成２５年１０月２４日

平成２５年１１月８日

平成２５年１１月２６日

平成２５年１２月１２日

平成２５年１２月２０日

平成２６年１月９日

平成２６年１月２２日

平成２６年４月８日

平成２６年２月１３日



７－１　行財政運営
７－２　市政の情報発信
７－３　公共施設
７－４　市民サービス

専門家委員からのコメント
今地方の消滅が懸念されています。そのような懸念を払拭するような取組が各地
方で求められています。地域のビジョンに基づく政策と具体的実効策の策定が問わ
れています。泉大津市では時宜よく「第４次泉大津市総合計画」が策定されました。
予見される将来を見通して既存の計画の単なる延長ではない新たな発想に基づく
計画策定が渇望されていたと思いますが、市民の観点から一歩前に進めることがで
きたと思われます。

桃山学院大学経営学部教授　今木秀和

第７節
健全な行財政と都市経営に基づく市民サービス

基本計画　93

リレーインタビュー形式

第４次泉大津市総合計画の策定にあたっては、今後の協働のあり方を模索したり、実際に連携できる市民
団体を発掘するため、市内で活躍している市民団体の人を対象にヒアリング調査を実施しました。登場いた
だいた団体から「いい活動をしているなあ」 と思う団体を紹介してもらう、「リレーインタビュー方式」で実施
しました。

災害など有事の際に、
私たちのまち泉大津を守ります ! 田口 眞治さん

NPO 法人泉大津自主防災会

からご紹介

石原 成昭さん

若い世代をもっとまちづくりに

NPO 法人 泉州てらこや

からご紹介

相 ひろ美さん

みんなでつくる
 文化薫るまち「いずみおおつ」

泉大津市文化協会

からご紹介

単位自治会の連合組織
地域の親睦を深める活動を 𠮷村 譲さん

泉大津市自治会連合会

からご紹介

泉大津の旬の情報がぎっしり詰まった
サイト運営 貫野 敏宏さん

NPO 法人イズミオオツドットコム

からご紹介

藤原 秀美さん

ノーマライゼーションめざし
コミュニケーションを図る

手話サークル こひつじ

からご紹介

川西 真由美さん

罪を犯した子どもたちの
自立をサポート

泉大津市更生保護女性会

からご紹介

( 誠風校区教育ネット)
学校・家庭・地域が協力した教育体制を 八木 康行さん

泉大津市地域教育連絡協議会

からご紹介

すべての子どもが感じられる絵本を
「造って」います 菊池 正代さん

さわる絵本 そよかぜ

からご紹介

藤井 裕子さん

小説をはじめとした翻訳、講習などを開催
点字サークル「にじ」

からご紹介

深野 竹千代さん

あらゆる差別のない社会をめざして

泉大津市人権啓発推進協議会

からご紹介

社会奉仕の精神「忍」「信」「愛」を
持って活動しています 池田 正義さん

泉大津市保護司会

からご紹介

目の不自由な方に、豊かな生活を
送ってもらえるように 近藤 裕子さん

朗読ボランティア泉大津 あめんぼ

からご紹介

髙田 トシヱさん

大きな声で唄い、
   若返り体操などを行っています

いきいき歌体操

からご紹介

青木 安蔵さん

地域で問題を共有、
  地域と共に解決に向けて取り組みます

泉大津市青少年指導員協議会

からご紹介

全市で災害時の安否確認ができる体制を
つくりたい 田中 昭男さん

泉大津市自主防災組織連絡協議会

からご紹介

高齢者の方も、歩く楽しみを味わいに、
参加しませんか ? 深野 寿一さん

泉大津市民歩こう会
認知症に対する地域での理解を

促進しています

街かどデイハウス陽だまり

玉置 壽幸子さん

第４次総合計画策定にあたっての取組⑧

市民団体ヒアリングを実施しました !

平成２５年１０月３１日

平成２５年１１月８日

平成２５年１１月２９日

平成２５年１２月１６日

平成２６年１月７日

平成２６年１月２１日

平成２６年２月３日

平成２６年５月１３日

平成２６年４月８日

平成２５年１０月２４日

平成２５年１１月８日

平成２５年１１月２６日

平成２５年１２月１２日

平成２５年１２月２０日

平成２６年１月９日

平成２６年１月２２日

平成２６年４月８日

平成２６年２月１３日



関係する市の条例・計画等

過去の公共事業の実施に伴う公債費※７の増加等もあり、危機的な財政状況に陥って以降、数次の
行財政改革に基づく事務事業の見直し、職員数・給与の削減、民間委託の推進などの取組を継続的
に進め、一定の成果をあげてきました。

地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく健全化判断比率の４指標については、平成
２５年度決算において１８．５％と地方債許可基準の１８％を超過している実質公債費比率をは
じめ、依然として高位で推移しており、今後とも比率の逓減を図っていく必要があります。

財政面における歳出抑制の視点は引き続き必要ですが、行政サービスの質のさらなる向上をめざ
すことも必要です。そのためには、市民のニーズや時代の潮流に応じた組織機構の改革や事務事業
の見直しとともに、成果重視の事業運営や人材の育成に取り組み、市民の満足度を達成の指標とす
る総合計画を中心にした行財政運営を進める必要があります。

将来的には、生産年齢人口の減少に伴う納税者数の減少などにより、自主財源の根幹をなす市税収
入についても減少傾向となることが想定されるため、歳入確保の観点からも、市税収入を堅持する
ための施策展開が求められます。また、あわせて税外収入についても確保・増収を図っていく必要が
あります。

※１【将来負担比率】借入金（地方債）など現在抱えている負債の大きさを、財政規模に対する割合で表したもの。
※２【経常収支比率】人件費・扶助費・公債費などの経常的に支出する経費に対して、市税や普通交付税などの使途を制限されない経常的な収入がど

の程度充てられるかによって、財政構造の弾力性を判断するための指標。
※３【自主財源比率】地方公共団体が自主的に収入しうる財源（地方税・分担金及び負担金・使用料・手数料・財産収入・寄付金・繰入金・繰越金・諸収入

がこれに該当する。）の歳入総額に占める割合。
※４【実質公債費比率】借入金（地方債）の返済額（公債費）の大きさを、財政規模に対する割合で表したもの。
※５【実質赤字比率】一般会計等に生じている赤字の大きさを、財政規模に対する割合で表したもの。「―」は、算出値が負となる場合の表示で、実質的

な赤字がないということをいう。
※６【連結実質赤字比率】本市のすべての会計（一般会計、特別会計、公営企業会計）に生じている赤字の大きさを、財政規模に対する割合で表したも

の。「―」は、算出値が負となる場合の表示で、実質的な赤字がないということをいう。
※７【公債費】地方公共団体が特定の事業の経費に充てること等を目的として、必要とする資金を外部から調達することによって生じる債務（地方債）の

元利償還金をいう。

柔軟で健全な行財政運営
市がめざす姿を市民と共有しながら、市民ニーズに基づき、選択と集中による施策・事業を展開

しているとともに、積極的な歳入の確保に取り組んでいます。その結果、柔軟で健全な行財政運営
を実施しています。

◇第２次泉大津市経営指針（平成２６年３月）
◇収支見通し（毎年度策定）

用語解説

94　基本計画

基本施策

行財政運営

656055.5

194.0
173.5

159.1 150.1 133.4

市民ニーズに基づいた効率的で
効果的な行財政運営が行われていると
思う市民の割合 【%】

将来負担比率 【%】※1

経常収支比率 【%】※2

自主財源比率 【%】※3

実質公債費比率 【%】※4
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 施策の展開方向 取組の事例

 

団体・事業者などの役割 行政の役割市民の役割

協働の考え方

①健全で効率的・効果的な財政運営
地方公共団体財政健全化法に基づく各指標を中心

とする財政指標の改善に向け、各特別会計・企業会
計の赤字解消と将来を見据えた基金の積み立てを計
画的に行います。
また、施策の優先度、投資効果および後年度負担
の軽減を考慮し、中長期的な視点に立った健全かつ
効率的・効果的な財政運営に努めます。

③行政改革の推進
市民へ質の高いサービスを提供できるよう、事務
事業の見直しや再構築を行うとともに、職員の意識改
革、人材の育成を図ります。
また、広域に係わる課題に対応していくため、近隣
市町とさらなる連携を強化し、協力体制の充実を図り
ます。

 ●施策の優先度と必要性、効果等の検証に基づく計画的か
つ効率的な財政運営
 ●特別会計、企業会計および土地開発公社の健全化
 ●財政調整基金※８をはじめとする充当可能基金への積立
 ●後年度負担の軽減に資する地方債※９の発行・抑制
 ●民間活力の積極的な活用
 ●保有資産の有効活用
 ●財政状況の公表

 ●組織・機構の改革や事務事業の効率化の推進
 ●人事評価制度、各種研修、派遣などによる人材育成の推
進
 ●自治体間の協力・連携体制の充実

②歳入の確保
自主財源の根幹をなす税収の確保に向けて、市税
の適正な賦課および徴収に努めるとともに、税源の
涵養に資する施策・事業の展開を推進します。
また、事業実施に伴う特定財源の活用と受益者負
担の適正化の検討をすすめ、税外収入についても確
保および増収を図ります。

④総合計画に基づく行財政運営
総合計画の基本理念や市のめざすべき姿を市民と
共有し、各部局が、その実現にむけて事業を遂行しま
す。

 ●的確な課税客体※１０の捕捉による適正な賦課の推進
 ●徴収率の維持・向上
 ●税源涵養の視点からの事業・施策の検討
 ●国・府等補助金など特定財源の確保
 ●使用料・手数料の見直し等による受益者負担の適正化

 ●各種行政評価など市民の意見を施策へ反映する取組の
推進

※８【財政調整基金】基金とは、特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立て、又は定額の資金を運用するために、条例により設置されたものを
いい、財政調整基金は、円滑な財政運営を行うにあたり、年度間の財源調整を図ることを目的としている。

※９【地方債】地方債とは、地方公共団体が財政上必要とする資金を外部から調達することによって負担する債務で、その元利償還の履行が一会計年度
を超えて行われるものをいう。

※１０【課税客体】課税の対象となる物・所得・行為その他の事実。固定資産税における土地・家屋等の固定資産などをいう。

市の行財政運営に関心を持ち、
地域資源の有効活用などに向け
たまちづくりなどに積極的に参加
します。

地域でできることは地域で行
い、解決していくことのできる地域
づくりに努めます。

市民ニーズに基づき、選択と集
中により、行財政運営の効率化を
図ります。
また、サービスの質の向上、行
財政運営の効率化のため、積極的
な民間活力の導入を図ります。

用語解説

◇予算編成方針（毎年度策定）
◇予算査定方針（毎年度策定）

基本計画　95

健全な行財政と都市経営に基づく市民サービス政策
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関係する市の条例・計画等
基本施策

すべての市民に情報が届けられるまち
市民生活に役立ち、市政に対する理解と協力を得られるような市政情報が、様々な情報媒体に

より発信され、すべての市民に届けられています。また、市民からの声を積極的に聴く機会や方法
が増えています。

本市では、広報紙をはじめ、ホームページ、フェイ
スブック、出前講座などを通じて、市政情報を広
く発信しています。また、市民の市政に対する要
望、ニーズについては、「市長への提言」やタウン
ミーティングの実施等により、その把握に努めて
います。

市民と行政が協力してまちづくりを進めるため
には、今後も、市民が必要とする情報を分りやす
く提供するとともに、市民からの声や意見を聴取
する機会を充実させ、市民と行政が情報を共有
し、理解し合うことが重要です。

パソコンや携帯電話などが普及し、市民の情報
通信手段も多様化してきていることから、時代に
即した手法で市政情報を提供することが求めら
れます。

多くの情報を発信することは、行政が説明責任を果たす観点からも重要です。個人情報の適正
な管理に努めつつ、市政情報の適切な公開が求められます。

市民に伝える市政情報に加え、シティプロモーションの観点から、市外にも泉大津市の施策や
取組などを発信し、市の認知度を高める必要があります。

◇いずみおおつし広報広聴戦略プラン
（平成２３年３月）

96　基本計画

市政の情報発信

市民と行政が対話するタウンミーティング
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 施策の展開方向 取組の事例

 

団体・事業者などの役割 行政の役割市民の役割

協働の考え方

 ●市民・学生・企業等と連携した情報収集体制の構
築
 ●様々な媒体における情報内容の充実
 ●新しいＳＮＳの調査・研究と推進
 ●広報紙の配布方法と設置場所の検証
 ●ＰＲ冊子の作成とイベント・駅前などでの情報発
信機会の拡充

①広報活動の充実
伝えたい情報が効率良く伝えられ、かつ市民の関
心を引く内容となるよう、情報内容の充実を推進しま
す。
また、すべての市民に市政情報を伝えられるよう、
情報発信の環境整備・充実を図ります。
特に広報紙については、全世帯への行き渡りを実
現するために、より効果的な方法を検討します。
さらに、交流や定住促進につながるシティプロモー
ションの推進に努めます。

 ●出前講座など情報発信を通じた市民の意見を聴
取する機会の充実
 ●市長への提言など市民が市政に提言できる手段
や手法の充実
 ●施策や事業の満足度や定着度を測るための市民
向け各種調査の実施
 ●イベント、事業などでの新たな意見聴取機会の拡
充

②広聴活動の充実
市民の市政に対する要望・ニーズを聴取し、施策や
事業の達成や定着の状況を把握するため、意見交換
会、市民アンケートなど、広聴の機会を拡充します。

③情報の公開と管理
情報公開や個人情報保護制度の適正な運用に努
めます。

 ●積極的な情報公開の推進
 ●個人情報の適正な管理

地域に関心を持ち、情報収集す
るとともに、ＳＮＳ等を活用し、地
域の情報発信を積極的に行ってい
きます。
各種会議への参加やアンケート
調査などに積極的に協力し、意見
の発信に努めます。

まちづくりを担う一員として、市
の情報を地域住民に的確に伝達
し、団体が取り組む内容を積極的
に情報発信します。

多様な媒体を活用し、市民が求
める情報を分かりやすく提供しま
す。また、市民の意見を幅広く聴く
ため、多様な機会を設けます。

基本計画　97
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関係する市の条例・計画等

本市の公共施設の多くは、建築後３０年以上
が経過していることから、老朽化が進んでおり、
今後、施設の改修や更新が必要となりますが、
集中して更新時期を迎えるため、その対策も必
要となります。

近年、高齢化が進展する一方で、都市化の進行
や核家族化などによりライフスタイルの多様化
が進む中で、バリアフリー化や市民ニーズの変
化に十分対応しきれておらず、今後とも対応が
必要となります。

施設利用者については、公共施設の存続を望
む声が強いですが、市民が日常的に利用する
施設は限られており、利用者が少ない施設や当
初の目的と現在の利用実態がかい離している施設もあることから、市民の利用頻度やニーズに
合わせた公共施設とすることが必要となります。

一方で公共施設は、市民のコミュニティ形成の場としての役割や、災害時には避難場所になる
など、防災拠点としての機能もあり、これらへの対応も必要となります。

今後の公共施設の整備にあたっては、老朽化・バリアフリー化対策のみならず、市民の多様な
ニーズや利用目的に柔軟に対応できる施設として整備する必要がありますが、厳しい財政状況
の中、全ての施設を更新するには財源が不足しており、適正な配置による効率的な施設整備や
維持管理が必要となります。

◇泉大津市公共施設適正配置基本方針
（平成２６年１２月）

誰もが利用しやすく誰もが集える公共施設

公共施設

市民の多様なニーズ、利用目的にも柔軟に対応できるよう、公共施設の複合化・多機能化が進
んでおり、誰もが利用しやすく、質の高い公共施設サービスが提供されています。これにより、公共
施設は市民活動や世代間交流の地域の拠点となっています。

98　基本計画

基本施策

52.049.449.4
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44
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公共施設の利用しやすさや、サービスの
内容に満足している市民の割合 【%】

この１年間に市の公共施設を１ヶ月に
１度以上利用した市民の割合 【%】

公共施設のバリアフリー化率 【%】

公共施設における貸室等の稼働率 【%】

(%)
100
80
60
40
20
0

100
80
60
40
20
0

（%）

H26

H25H24 H26

H31 H36

H31 H36

目標値実績値

8
76

100

38.6 37.7
844 50

図　公共施設分布図
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●学校教育施設
●生涯学習施設等
●保健福祉施設
●市民環境施設
●公園施設
●市営住宅
●庁舎等
●その他



 （ 取組の事例施策の展開方向

 

団体・事業者などの役割 行政の役割市民の役割

協働の考え方

①施設の複合化・多機能化の推進
建替え等の際は、必要性を検討し、今後の人口構
造の変化や市民ニーズの変容に対応すると共に、新
たな市民の交流が生まれるような施設とするため、
複合化・多機能化を推進します。

 ●既存施設の建替え、長寿命化改修の際に複合化・
多機能化を計画的に推進するための取組
 ●誰もが利用しやすい施設とするためのバリアフ
リー化の推進
 ●将来推計人口を踏まえた公共施設総量の適正化

③民間事業者や市民との連携
多様化、高度化する市民ニーズに対応し、誰もが利
用しやすい公共施設とするため、民間事業者や市民
団体などが有するノウハウなどを積極的に活用し、質
の高い公共サービスを提供します。

市民の財産である公共施設を
いつまでも快適に長く利用できる
よう大切に利用します。

公共施設を適切に維持管理す
るハード面の視点と、公共施設の
複合化・多機能化などについて、市
民と共通理解を図りながら検討す
るソフト面の視点を持って、公共
施設の適正配置を総合的、戦略的
に推進します。

 ●ライフサイクルコスト※１圧縮のための公共施設
の長寿命化改修の推進
 ●公共施設の長寿命化を進めるための計画的で効
率的な維持保全の実施

 ●指定管理者制度の活用などＰＰＰ（公民連携）に
よる民間活力の導入
 ●市民ニーズをダイレクトに反映するための地域利
用施設の地域移管の推進
 ●民間施設の活用や民間による公的サービスの展
開

②施設の長寿命化・適切な維持保全の推進
施設の長寿命化や適切な維持保全により、今ある
施設を活かし、公共施設にかかる費用の圧縮を図り
ます。

※１【ライフサイクルコスト】建築物の企画設計段階、建設段階、運用管理段階及び解体再利用段階の各段階のコストの総計のこと。（出典：建築物のライ
フサイクルコスト）

※２【ＰＦＩ】ＰＦＩ（Private Finance Initiative）とは、公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して行う手
法のこと。

鍵の開け閉めや清掃活動等、地
域における公共施設の維持•管理
等を行います。
公共施設の整備や管理運営に
際し、ＰＦＩ※２事業や指定管理
者制度等により積極的に参加しま
す。

用語解説
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関係する市の条例・計画等

※１【マイナンバー制度】全ての国民、法人等に１つの番号を付し、複数の機関に存在する個人や法人等の情報が同一人（組織）の情報であることを確
認するための基盤であり、社会保障、税、災害対策等の分野で効率的に情報を活用するもの。

用語解説

市民サービス ◇泉大津市人材育成基本計画
（平成２０年５月）

満足を実感できる市民サービスの実現
迅速で確実な窓口対応と誰もが利用しやすい市民サービスの提供体制が充実するとともに、イ

ンターネット等による手続きの簡素化、合理化が進められています。
職員が「市民目線」に立った市民サービスを実践しており、身近な相談窓口として市民の信頼が
高まっています。

平坦で小さな市域であることから、市内のどこからでも市役所へのアクセスが比較的容易であ
り、行政サービスの提供に地域格差が生まれにくい一方、来庁者が集中することもあり、窓口が
混雑し、待ち時間が長くなる場合があります。

個人のニーズや価値観、生活様式が多様化する中、行政に求められるサービスも高度化してお
り、時間に縛られない行政サービスの提供に対応し得るコンビニエンスストアの活用や、窓口
のワンストップ化等を検討していく必要があります。

現在、住民票や各種証明書の発行等の日曜開庁業務を行っているところですが、今後、国が導
入を予定しているマイナンバー制度※１の活用や電子自治体の推進などにより、さらなる利便性
の向上を図る必要があります。

これまで、住民に身近な基礎自治体として、市民生活における各種相談業務に取り組んできまし
た。今後も、社会環境の変化とともに、市民生活に関する相談件数は増加することが見込まれる
ことから、一層の相談体制の充実が求められます。
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基本施策
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 。施策の展開方向 取組の事例

 

団体・事業者などの役割 行政の役割市民の役割

協働の考え方

①市民対応と窓口でのサービスの向上
市民目線に立った対応や待ち時間の短縮に向け
た取り組みを推進します。

 ●親しみのもてる雰囲気づくりと迅速で確実な対応
の実施
 ●総合窓口化の検討
 ●わかりやすい案内表示やレイアウト
 ●職員の接遇能力向上のための各種研修の実施

②市民サービスの利便性の向上
事務手続きの簡素化、各種証明書等の発行にかか

る利便性の向上を図ります。

③相談体制の充実・強化
市民からの相談や要望などに対応する窓口の充実

を図り、関係機関や関係各課との連携により、協力体
制を強化します。

市民と行政との最も身近な接点
となる窓口において、市民ニーズ
を的確に伝えるなど、職員とのコ
ミュニケーションに努めます。

関係団体においては、行政と連
携し、市民の専門的な相談や要望
への対応を図ります。

迅速で誰もが分かりやすい窓
口対応やインターネット等による
手続きの簡素化、合理化に努めま
す。 

 ●各種証明書のコンビニ交付等の推進
 ●マイナンバー制度の有効活用
 ●各種手続きのインターネット活用の推進

 ●市民相談窓口の充実
 ●関係機関や関係各課との連携体制の強化
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第３章　計画の推進

第１節　計画推進体制

○庁内における計画推進体制

・分野別計画に基づく施策を計画的に推進するため、施策を担当する各部課は、総合計画に即
して個別計画の策定、改訂、施策の展開を行います。また、施策の展開方向に基づいた取組に
ついて、予算編成を行い、事業を実施します。

○協働による計画推進体制

・計画の推進にあたっては、市民や団体・事業者などと行政による協働のまちづくりに基づく取
組を推進します。

・基本施策ごとに掲げた各主体の役割を果たせるよう、市民や団体・事業者が主体的に活動で
きる取組を推進します。

第２節　進行管理のしくみ 

○ＰＤＣＡサイクルに基づく進行管理

・第４次泉大津市総合計画の進捗管理を確実に行うため、基本施策に位置づけた成果指標に
ついて、定期的に数値を把握、評価し、見直しを行うなど、ＰＤＣＡサイクルによる進行管理を
行います。

・見直しにあたっては、社会情勢の変化等を勘案して、より適した指標への変更を検討するとと
もに、目標値の到達状況を踏まえ、原因の分析や改善策の提示とともに、数値の変更を検討し
ます。
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基本構想
行政評価

・まちの将来像
・まちづくりの方向性

【基本施策】
・めざす姿、成果指標
・現況と課題
・施策の展開方向、取組の事例
・協働の考え方

基本計画

個別計画

予算、事業の実施等

◎施策評価
・個別計画で把握できない市民満足度等については、
意向調査等により把握

既存の個別計画の内容を反映既存の個別計画の内容を反映

◎事務事業評価
・内部評価：全事務事業を、各担当部課が評価
・外部評価：事務事業を、外部の専門家が評価

◎個別計画の評価
・各計画毎に、PDCAサイクルにより、運用、評価、改善
・基本施策における成果指標を毎年チェック
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104　巻末資料

1　策定体制

総合計画審議会 市長 市議会

市民

行政

総合計画
策定委員会

【市職員（部長級）】

総合計画
策定専門部会
【市職員（課長級）】

選抜職員

市民参画の場

意向調査（一般・若年層）

関係団体ヒアリング

市民会議

シンポジウム

パブリックコメント

総合計画策定
専門家委員会
（有識者で構成）

諮問

参加

参加

指導・助言 指導・助言

答申

議決

報告
提案

提案

指示

報告

等



年度  月日
市
議
会

総
合
計
画
審
議
会

策
定
委
員
会

専
門
家
委
員
会

部
会

市
民
参
加

項　　目 内　　容

 

平
成
2 5
年
度

8/1 ● 第１回策定委員会 ・策定方針について
8/22 ● 第２回策定委員会 ・策定専門部会、専門家委員会の確認

9/2 ● 総務常任委員会協議
会

・泉大津市総合計画審議会条例の一部改正に
ついて報告
・第４次泉大津市総合計画策定方針について
報告

9/11 ● 泉大津市議会平成
２５年第３回定例会

・泉大津市総合計画審議会条例の一部改正に
ついて議決

9/30 ● 第３回策定委員会 ・基礎資料について
・市民会議等の進め方について

10/4 ● 第４回策定委員会 ・成果指標の考え方について
10/8 ● 第１回策定専門部会 ・分野別部会の進め方について

10/18 ● 第５回策定委員会 ・分野別部会の構成員について
・市民会議の進め方について

10/24~
11/10 ● 市民アンケート調査 ・１６歳以上の市民３，０００人対象

　（回収率２７．０％）
10/24~
H26/5/13 ● 関係団体ヒアリング ・リレーインタビュー方式で実施

（１８団体）
10/28~
10/31 ● 第１回分野別部会 ・現行計画の評価、分析等

11/8 ● 第６回策定委員会 ・市民会議の進め方について
・基本構想の構成（案）について

11/18~
11/29 ● ● 第２回分野別部会 ・基礎調査資料等による課題抽出

・ＳＷＯＴ分析

11/19 ● 第７回策定委員会
・財政フレームの考え方について
・市民会議・大学生会議・中学生会議の進め方
について

11/30 ● 第１回大学生会議
・まち歩き（良いところ・変えたいところの確
認）
・まちづくりの資源や課題の抽出

12/4 ● 第８回策定委員会 ・市民アンケートの結果について
・財政フレームの考えについて

12/14 ● 第１回市民会議
・まち歩き（良いところ・変えたいところの確
認）
・まちづくりの資源や課題の抽出

12/17 ● 第２回策定専門部会 ・政策及び施策体系の調整

12/19 ● 第９回策定委員会 ・市の概況と人口推計について
・審議会市民委員の公募と選考について

12/20 ● 中学生会議 ・まちの自慢できるところ・変えたいところにつ
いて意見交換

1/9 ● 第１０回策定委員会
・基本構想の構成（案）について
・基礎資料について
・市民フォーラムについて

1/11 ● 第２回大学生会議

・泉大津の強み・弱みについて
・強みを活かした・弱みを克服する取組のアイ
デア
・取組の方向性
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年度  月日
市
議
会

総
合
計
画
審
議
会

策
定
委
員
会

専
門
家
委
員
会

部
会

市
民
参
加

項　　目 内　　容

1/20~
1/30 ● ● 第３回分野別部会 ・基本計画の試案の策定等

1/23 ● 第１１回策定委員会 ・基本構想の構成（案）について
・基礎資料について

1/25 ● 第２回市民会議 ・私が想う１０年後の泉大津
・将来像を実現するために必要な取組

2/6 ● 第１２回策定委員会 ・基礎資料について
・各種会議の実施概要について

2/8 ● 第３回大学生会議
・第２回市民会議の結果を踏まえた「私たち
が想う１０年後の泉大津の将来像」につい
て

2/10 ● 第３回策定専門部会 ・基本施策について
2/12~
2/19 ● 第４回分野別部会 ・基本計画の試案の策定等

2/19 ● 総務常任委員会協議
会

・泉大津市総合計画条例制定について説明
・第４次泉大津市総合計画（案）の策定の進捗
状況について報告

2/20 ● 第１３回策定委員会
・基本構想の構成（案）について
・基礎資料について
・各種会議の実施概要について

2/21 ● 泉大津市議会平成
２６年第１回定例会 ・泉大津市総合計画条例制定について議決

3/1 ● 第３回市民会議

・市民会議のみんなが想う将来像案を検討・
決定
・将来像の実現のために自分たちにできるこ
とを検討

3/6 ● 第１４回策定委員会
・将来像と基本理念の考え方について
・各種会議結果を踏まえた計画の構成につい
て

3/15 ● 第４回大学生会議 ・市民フォーラムでの発表に向けた準備

3/19 ● 第４回策定専門部会 ・第３回策定専門部会以降の状況確認
・第５回分野別部会の進め方について

3/20 ● 第１５回策定委員会
・将来像と基本理念の考え方について
・骨子案の構成について
・平成２６年度のスケジュールについて

3/20~
3/28 ● ● 第５回分野別部会 ・基本計画の試案の策定等

3/29 ● 総合計画市民フォー
ラム

・第４次泉大津市総合計画の策定について
・中学生会議、大学生会議、市民会議からの報
告

（参加人数約１００人）
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年度  月日
市
議
会

総
合
計
画
審
議
会

策
定
委
員
会

専
門
家
委
員
会

部
会

市
民
参
加

項　　目 内　　容

 

平
成
2 6
年
度

4/3 ● 第１６回策定委員会 ・骨子案の構成について
・第５回分野別部会の検討内容の確認

4/10 ● 第５回策定専門部会

・総合計画の骨子案について
・成果指標に関するアンケート調査の実施に
ついて
・計画策定後の進捗管理について

4/18~
4/24 ● 第６回分野別部会

・基本施策の内容の検討（めざす姿、現況と課
題、施策の展開方向、成果指標の繋がりの確
認）

4/24 ● 第１７回策定委員会 ・将来像と基本理念について
・骨子案の構成について

5/1 ● 第１８回策定委員会
・第１回審議会資料の確認
・成果指標に対する市民アンケート調査の実
施について

5/9 ● 第６回策定専門部会 ・総合計画の骨子案について
・市民満足度調査について

5/14 ● 第１９回策定委員会 ・第１回審議会資料の確認
5/19~
5/23 ● ● 第７回分野別部会 ・基本施策の内容の検討

・市民満足度調査項目の検討

5/27 ● 第１回審議会

・会長、副会長の選出について
・第４次泉大津市総合計画（案）の諮問につい
て
・第４次泉大津市総合計画（骨子案）等につい
て
・市民満足度調査の実施について

6/5 ● 第２０回策定委員会 ・第１回審議会の意見等について
・市民満足度調査について

6/10 ● 総務常任委員会協議
会

・第４次泉大津市総合計画（案）の策定の進捗
状況について報告

6/16 ● 第２１回策定委員会 ・市民満足度調査について
6/19~
6/30 ● 市民満足度調査 ・１６歳以上の市民２，０００人対象

　（回収率３４．０％）
6/27 ● 第２２回策定委員会 ・基本計画の検討

7/3 ● 第２３回策定委員会 ・基本計画の検討
・市民満足度調査の結果の確認

7/16 ● 第２４回策定委員会 ・第２回審議会資料の確認

7/18 ● 第７回策定専門部会 ・市民満足度調査結果の確認
・第８回分野別部会の進め方の確認

7/22~
7/31 ● ● 第８回分野別部会 ・基本計画の修正内容の確認

・成果指標における目標値の検討

7/24 ● 第２回審議会

・基本構想における基本理念の再検討につい
て
・第４次泉大津市総合計画（基本計画　素案）
について

8/7 ● 第２５回策定委員会 ・第２回審議会の意見等について
8/21 ● 第２６回策定委員会 ・成果指標の目標値について

9/1 ● 総務常任委員会協議
会

・第４次泉大津市総合計画（案）の策定の進捗
状況（中間報告）について報告

9/3 ● 第２７回策定委員会 ・基本計画の検討
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年度  月日
市
議
会

総
合
計
画
審
議
会

策
定
委
員
会

専
門
家
委
員
会

部
会

市
民
参
加

項　　目 内　　容

9/25 ● 第２８回策定委員会 ・第３回審議会資料の確認

9/30 ● 第３回審議会 ・第４次泉大津市総合計画（素案）について
・今後の策定スケジュールについて

10/3 ● 第２９回策定委員会 ・第３回審議会の意見等について
10/14 ● 中間答申
10/15~
11/12 ● パブリックコメント実

施 （提出人数１１人、提出件数２２件）

10/26 ● 総合計画シンポジウ
ム

・基調講演（人口減少社会に求められるコンパ
クトなまちづくり　藻谷浩介氏）
・第４次泉大津市総合計画策定の取組につい
ての報告
・市民会議参加者からのコメント
・パネルディスカッション
（参加人数約１２０人）

11/6 ● 第３０回策定委員会 ・シンポジウムでのアンケート結果について
・第４回審議会の進め方について

11/25 ● 第３１回策定委員会 ・パブリックコメントの結果について

11/28 ● 総務常任委員会協議
会

・第４次泉大津市総合計画（案）の策定の進捗
状況について報告

12/5 ● 第３２回策定委員会 ・第４回審議会について
12/16 ● 第３３回策定委員会 ・第４回審議会について

12/19 ● 第４回審議会 ・パブリックコメントについて
・第４次泉大津市総合計画（素案）について

1/8 ● 第３４回策定委員会 ・第５回審議会について
1/16 ● 第５回審議会 ・答申案について

1/21 ● 第３５回策定委員会 ・第５回審議会の意見等について

1/23 ● 答申

1/30 ● 議員総会 ・第４次泉大津市総合計画（素案）について

2/5 ● 第３６回策定委員会 ・議員総会の意見等について

2/18 ● 総務常任委員会協議
会 ・泉大津市総合計画を定める件について報告

2/19 ● 第３７回策定委員会 ・施策評価について

2/20 ● 泉大津市議会平成
２７年第１回定例会 ・泉大津市総合計画を定める件について議決

3/3 ● 第３８回策定委員会 ・施策評価の実施について
3/20 ● 第３９回策定委員会 ・冊子のレイアウト等について
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３　泉大津市総合計画
 
条例

泉大津市総合計画条例
平成２６年３月３日

条例第１号
　（趣旨）
第１条　この条例は、総合的かつ計画的な市政の運営を図るため、本市の総合計画の策定について必要
　な事項を定めるものとする。
　（定義）
第２条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
（１）　総合計画　市の最上位の計画として、将来における本市のあるべき姿及び進むべき方向につい
　　　ての基本的な指針を示し、基本構想及び基本計画からなるものをいう。
（２）　基本構想　市が目標とすべき将来都市像及びその実現のための基本理念をいう。
（３）　基本計画　前号に掲げる基本構想に基づき、市政全般に係る政策の基本的な方向を総合的かつ
　　　体系的に示した施策推進のために定める計画をいう。
　（総合計画審議会への諮問)
第３条　市長は、基本構想及び基本計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、泉大津市総合
　計画審議会条例（昭和４７年泉大津市条例第３４号)第２条に規定する泉大津市総合計画審議会に諮
　問するものとする。
　（議会の議決)
第４条　市長は、前条の規定による手続を経て基本構想及び基本計画を策定し、又は変更するときは、議
　会の議決を経るものとする。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
　（総合計画の公表)
第５条　市長は、総合計画を策定したとき又は変更したときは、速やかにこれを公表するものとする。
　（総合計画との整合)
第６条　個別行政分野における施策の基本的な事項を定める計画を策定し、又は変更するに当たっては、
　総合計画との整合を図るものとする。
　（委任）
第７条　この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
　　　　附　則
この条例は、公布の日から施行する。
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泉大津市総合計画審議会条例
昭和４７年１０月３日

条例第３４号
　（趣旨）
第１条　この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８条の４第３項の規定に基づき、泉
大津市総合計画審議会に関する事項を定めるものとする。

　（設置）
第２条　市長の諮問に応じ、市の総合計画に関し必要な調査及び審議を行うため、泉大津市総合計画審議
会（以下「審議会」という。）を置く。

　（組織）
第３条　審議会は、委員２０人以内で組織する。
２　委員は次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
（１）　市議会議員
（２）　公共的団体等の代表者
（３）　学識経験を有する者
（４）　市の職員
（５）　市民
　　　　　（平２５条例２７・一部改正）
　（任期）
第４条　委員の任期は、当該諮問にかかる審議が終了するときまでとする。ただし、任期中であっても特別
の事情ある場合は委員の職を辞することができる。

　（会長及び副会長）
第５条　審議会に会長及び副会長１人を置く。
２　会長及び副会長は委員の互選により定める。
３　会長は会務を総理し、審議会を代表する。
４　副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
　（会議）
第６条　審議会は会長が招集する。
２　審議会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
　（庶務）
第７条　審議会の庶務は、総合政策部企画調整課において処理する。
　　　　　（平９条例１・平１３条例１３・一部改正）
　（委任）
第８条　この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は市長が定める。
　　　　附　則
１　この条例は、公布の日から施行する。
２　特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３１年条例第１５号）の一部
を次のように改正する。
　　　　〔次のよう〕略
３　委員のうち、本市の常勤の職員である者に対しては報酬を支給しない。
　　　附　則（昭和５９年５月１６日条例第１４号）
この条例は、公布の日から施行し、昭和５９年５月１日から適用する。
　　　附　則（平成９年３月５日条例第１号）　抄
　（施行期日）
１　この条例は、平成９年４月１日から施行する。
　　　附　則（平成１３年９月１８日条例第１３号）　抄
　（施行期日）
１　この条例は、平成１３年１０月１日から施行する。
　　　附　則（平成２５年９月１７日条例第２７号）
　この条例は、公布の日から施行する。

４　泉大津市総合計画審議会
 
条例
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氏　名　 所　属　等 備考

田 中　 一 吉 泉大津市議会議員

中 谷　 昭 泉大津市議会議員

長 田　 実 泉大津市議会議員

村 岡　 均 泉大津市議会議員

堀 口　 陽 一 泉大津市議会議員

澤 田　 隆 生 泉大津商工会議所会頭 会長

𠮷 村   譲 泉大津市自治会連合会会長

中 　 透 泉大津市医師会会長

千百松　茅子 泉大津市民生委員・児童委員協議会会長

北 山　 貴 史 泉大津市ＰＴＡ協議会会長

久　　 隆 浩 近畿大学総合社会学部教授 副会長

河野　あゆみ 大阪市立大学大学院看護学研究科教授 

城 下　 英 行 関西大学社会安全学部助教

藤 村　 裕 爾 大阪大谷大学教育学部特任教授

山 本　 賢 次 泉大津市副市長

田 川　 静 一 市民

溝 口　 和 彦 市民

久 井　 孝 則 市民

田 々 美　 稔 市民

東 島　 有 子 市民

（平成 26年５月現在、順不同、敬称略）
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平成２７年１月２３日

泉大津市長　伊藤　晴彦　様
泉大津市総合計画審議会

会長　澤田　隆生

第４次泉大津市総合計画（案）について（答申）

　平成２６年５月２７日付け泉大企第２６号で諮問のあった第４次泉大津市総合計画（案）について、当審議会におい
て慎重に審議した結果、市民と行政が協働で取り組んできた策定過程、並びにその中から導き出された内容、全体の構成
は、いずれも本市にとって新しい試みとして評価でき、これから１０年かけてめざすまちづくりの指針として、妥当なものと
認めます。つきましては、各委員の意見に基づく修正事項を織り込み、別添「第４次泉大津市総合計画（素案）」をもって答
申と致します。
　なお、計画の推進にあたっては、下記の事項に十分配慮され、まちの将来像である「住めば誰もが輝くまち　泉大津　～
なんでも近いで　ええとこやで～」の実現に向け、取り組まれるよう要望します。

記

○市民への周知
新しい総合計画は、市民にとってわかりやすい計画となるよう工夫されているが、計画内容が市民一人ひとりに届くよう、
様々な手段を用い、丁寧な周知に取り組まれたい。
○市民参画と協働の促進
まちの将来像の実現に向けた市民参画と協働については、多様な主体がそれぞれの役割を自覚し、まちづくり活動に積
極的に参加することが必要である。さらに、これら多様な主体が互いに連携し、より多くの良好な関係性を築いていける
よう、活動を促進する仕組みづくりに努められたい。
○成果指標の適切な進捗管理
基本施策ごとに掲げられている成果指標については、継続的な進行管理を行い、その結果を「見える化」して、市民に周
知を図られたい。また、当初の設定にこだわることなく、社会情勢の変化を踏まえた指標自体の変更など、柔軟な対応を
図られたい。
○社会情勢の変化を見据えた取組の推進
近年の経済、社会情勢は目まぐるしく変化しており、総合計画の計画期間である１０年の間にも、人口減少や少子高齢
化が進行するとともに、科学技術はさらに進歩し、市民の暮らしは大きく変化するものと予測される。高齢化社会に対応
した医療の連携や、女性の社会進出を後押しする多様な働き方への対応、情報化社会に対応したオープンデータ化の
推進やビッグデータの活用など、社会情勢の変化に柔軟に対応し、的確な取組の推進に努められたい。
〇計画の実行に向けて
厳しい財政状況ではあるが、計画に掲げた施策の実施に向けて、財源確保に配慮されるとともに、国や府等の支援の積
極的活用や新たな官民連携手法の検討などにより、着実な計画の推進に努められたい。

以上

泉  大  企  第  ２ ６ 号
平成２６年５月２７日

泉大津市総合計画審議会
　会長　澤田　隆生　様

泉大津市長　伊藤　晴彦

第４次泉大津市総合計画（案）について（諮問）

　泉大津市総合計画条例第３条の規定に基づき、第４次泉大津市総合計画（案）について、貴審議会の意見を求めます。
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泉大津市総合計画策定専門家委員会要綱

　（設置目的）
第１条　本市における総合計画案の策定に関し、専門的に調査、研究を行うとともに、庁内策定組織に対して
助言を行うため、泉大津市総合計画策定専門家委員会（以下「専門家委員会」という。）を設置する。

　（委員）
第２条　専門家委員会の委員は、市長が委嘱する学識経験者を有する者等をもって充てる。
　（座長）
第３条　専門家委員会に座長を置く。
２　座長は、委員のうちから市長が指名する。
３　座長は、専門家委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。
　（会議）
第４条　座長は、専門家委員会の会議を招集し、その議長となる。
２　専門家委員会は、必要に応じて委員の一部をもって開催することができる。
３　座長が必要と認めたときには、専門家委員会に委員以外の者を出席させ、意見を求めることができる。
　（庶務）
第５条　専門家委員会の庶務は、総合政策部企画調整課において処理する。
　（委任）
第６条　この要綱に定めるもののほか、専門家委員会の運営について、必要な事項は、座長が定める。
　　　附　則
　この要綱は、平成10年４月24日から施行する。
　　　附　則
　この要綱は、平成25年７月22日から施行する。

５　泉大津市総合計画策定専門家委員会
要綱

氏　名　 所　属　等

上 野　 淳 子 桃山学院大学社会学部准教授

成 山　 治 彦 立命館中学校・高等学校校長

松 端　 克 文 桃山学院大学副学長・社会学部教授

杉 原　 充 志 羽衣国際大学副学長・教授

横 山　 俊 祐 大阪市立大学大学院工学研究科教授

鶴 坂　 貴 恵 摂南大学経営学部准教授

今 木　 秀 和 桃山学院大学経営学部教授

（平成２６年４月現在、順不同、敬称略）
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６　成果指標一覧
 

基本
施策 成果指標 単位 現状値 現状時点 目標値

H31年
目標値
H36年

アンケート設問及び
算出方法

1.力を合わせて市民の笑顔があふれるまちづくり

市
民
参
画・協
働

地域活動やボランティ
ア活動が活発なまちだ
と思う市民の割合

% 51.8 H26年度 60 70

『地域活動やボランティア活動が
活発なまちだと思う』の設問に対
し、「そう思う」または「どちらかと
いえばそう思う」と回答した市民の
割合

市政への市民参画の機
会が増えたと思う市民
の割合

% 44.6 H26年度 55 60
『市政への市民参画の機会が増え
たと思う』の設問に対し、「そう思
う」または「どちらかといえばそう
思う」と回答した市民の割合

市民活動団体として登
録している団体数 団体 9 H26年度 50 100 市民活動団体登録制度への登録

団体数

地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

地域の中で人のつなが
りがあると思う市民の
割合

% 59.9 H26年度 65 75
『地域の中で人のつながりがある
と思う』の設問に対し、「そう思う」
または「どちらかといえばそう思
う」と回答した市民の割合

地域活動の中心となる
リーダーが育っている
と思う市民の割合

% 35.9 H26年度 45 60

『地域活動の中心となるリーダー
が育っていると思う』の設問に対し、
「そう思う」または「どちらかとい
えばそう思う」と回答した市民の割
合

男
女
共
同
参
画

家庭生活や職場、学校、
地域において、男女が
平等であると思う市民
の割合

% 61.3 H26年度 65 75

『家庭生活や職場、学校、地域にお
いて、男女が平等であると思う』の
設問に対し、「そう思う」または「ど
ちらかといえばそう思う」と回答し
た市民の割合

審議会委員の女性割合 % 27.6 H25年度 35 40 男女共同参画推進計画進捗調査

人
権・平
和

差別やいじめ、虐待が
あるまちだと思う市民
の割合

% 9.9 H26年度 0 0
『差別やいじめ、虐待がないまちだ
と思う』の設問に対し、「そう思わ
ない」と回答した市民の割合

人権・平和に関する研
修・講演会・セミナー等
への参加者数

人 512 H25年度 580 640 市民や職員を対象とした研修会や
講演会等の参加者数

多
文
化
共
生

自分とは違う価値観や
慣習、他の地域・国の文
化を理解するようにし
ている市民の割合

% 71.6 H26年度 77 82

『自分とは違う価値観や慣習、他の
地域・国の文化を理解するようにし
ている』の設問に対し、「あてはま
る」または「どちらかといえばあて
はまる」と回答した市民の割合

市が関わる国際交流
活動に参加したボラン
ティアの数

人 8 H25年度 12 16
市の関連事業（リトアニア大使表
敬訪問、泉州国際市民マラソン）で
の実働人数

国際交流協会会員（個
人・団体・法人） 会員 57 H25年度 85 114 国際交流協会会員数（26.3.25）
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目標値の設定の考え方
　成果指標の目標値の設定にあたっては、現状値をもとに、既存計画や上位・関連計画での位置づけ、外的要因
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基本
施策 成果指標 単位 現状値 現状時点 目標値

H31年
目標値
H36年

アンケート設問及び
算出方法

2.学びあうひとづくり　彩りあるまちづくり

就
学
前・学
校
教
育

幼稚園・保育所・認定こ
ども園などにおける就
学前教育が充実してい
ると感じている市民の
割合

% 62.9 H26年度 69 75

『幼稚園・保育所・認定子ども園な
どにおける就学前教育が充実して
いると思う』の設問に対し、「そう思
う」または「どちらかといえばそう
思う」と回答した市民の割合

小中学校教育が充実し
ていると感じている市
民の割合

% 57.4 H26年度 64 72
『小中学校の教育が充実していると
思う』の設問に対し、「そう思う」また
は「どちらかといえばそう思う」と回
答した市民の割合

学校に行くのが楽しい
と思っている生徒の割
合

% 79.8 H25年度 80.5 全国平
均以上

全国学力・学習状況調査「学校に
行くのは楽しいと思いますか」の
肯定的回答

自分によいところがあ
ると思っている生徒の
割合

% 59.7 H25年度 66.4 全国平
均以上

全国学力・学習状況調査「自分に
はよいところがあると思いますか」
の肯定的回答

青
少
年
育
成

将来の夢や目標を持っ
ている青少年の割合 % 76.4 H26年度 80 84

『将来の夢や目標を持っている』
の設問に対し、「あてはまる」または
「どちらかといえばあてはまる」と
回答した青少年の割合

この1年間に、ご自身ま
たはお子さんが、青少
年健全育成のための活
動に参加したことがあ
る市民の割合

% 14.1 H26年度 23 30
『この1年間に、ご自身またはお子
さんが、青少年健全育成のため
の活動に参加した』の設問に対し、
「はい」と回答した市民の割合

将来の夢や目標を持っ
ている生徒の割合 % 69.4 H25年度 73.5 全国平

均以上
全国学力・学習状況調査「将来の
夢や目標を持っていますか」の設
問に対する肯定的回答

生
涯
学
習

生涯学習の機会や場所
が充実していると思う
市民の割合

% 54.3 H26年度 62 71
『生涯学習の機会や場所が充実して
いると思う』の設問に対し、「そう思
う」または「どちらかといえばそう思
う」と回答した市民の割合

人生が豊かになるよう
生涯学習活動に取り組
んでいる市民の割合

% 20.0 H26年度 28 35
『人生が豊かになるよう生涯学習
活動に取り組んでいる』の設問に
対し、「はい」と回答した市民の割
合

生涯学習活動に取り組
んでいる人のうち、生涯
学習を通じて身に付け
た知識や経験、人との
つながりを仕事や地域
活動に活かすようにし
ている（または、活かし
たいと思っている）市民
の割合

% 79.4 H26年度 82 83

『生涯学習を通じて身に付けた知
識や経験、人とのつながりを仕事
や地域活動に活かすようにしてい
る（または、活かしたいと思ってい
る）』の設問に対し、「はい」と回答
した市民の割合

文
化・芸
術・ス
ポ
ー
ツ

週に1日以上、運動やス
ポーツをしている市民
の割合

% 35.5 H26年度 42 48
『週に1日以上、運動やスポーツを
している』の設問に対し、「はい」と
回答した市民の割合

1ヶ月に1度以上、文化・
芸術活動に参加してい
る市民の割合

% 16.2 H26年度 25 32
『1ヶ月に1度以上、文化・芸術活
動に参加している』の設問に対し、
「はい」と回答した市民の割合

文化・芸術・スポーツの
イベント参加者数 人 10,366 H25年度 11,000 11,000

市展・文化祭（5,900 人）、文化
フォーラム（1,466 人）、市民体育
祭（3,000 人）の延べ参加者数

巻末資料　115



基本
施策 成果指標 単位 現状値 現状時点 目標値

H31年
目標値
H36年

アンケート設問及び
算出方法

3.誰もがすこやかにいきいきと暮らせるまちづくり

子
ど
も・子
育
て
支
援

子どもを産み育てやす
いまちだと思う市民の
割合

% 61.9 H26年度 70 80
『子どもを産み育てやすいまちだと
思う』の設問に対し、「そう思う」ま
たは「どちらかといえばそう思う」と
回答した市民の割合

保育所の待機児童数
（求職者含む） 人 39 H26.4.1 0 0 入所申請決定時

合計特殊出生率 人 1.43 H24年 1.43 1.43 15~49歳の女性の5歳階級別の出
生率を合計したもの

子育て相談件数 件 704 H25年度 1,000 1,400 親子広場での相談件数

地
域
福
祉

地域住民同士で助け合
うようにしている市民
の割合

% 58.3 H26年度 65 75
『地域住民同士で助け合うようにし
ている』の設問に対し、「あてはま
る」または「どちらかといえばあて
はまる」と回答した市民の割合

地域活動等への参加率 % 22.1 H24年度 40 50 地域活動の参加状況
地域福祉計画アンケート

福祉サービスに関する
相談件数 件 2,507件 H25年度 2,900 3,100 生活福祉課と本市社会福祉協議

会への相談件数の合計値

高
齢
者
福
祉

高齢者が安心して暮ら
せるまちだと感じる市
民の割合

% 69.7 H26年度 75 80
『高齢者が安心して暮らせるまちだ
と思う』の設問に対し、「そう思う」ま
たは「どちらかといえばそう思う」と
回答した市民の割合

高齢者（70歳以上）の地
域活動等への参加率 % 25.4 H24年度 30 35 地域活動の参加状況

地域福祉計画アンケート

認知症サポーターの登
録数 人 1,530 H25年度 3,000 4,000 認知症サポーター講座受講者数

障
が
い
福
祉

障がいのある人が安心
して暮らせるまちだと
思う市民の割合

% 61.9 H26年度 65 70

『障がいのある人が安心して暮ら
せるまちだと思う』の設問に対し、
「そう思う」または「どちらかとい
えばそう思う」と回答した市民の割
合

福祉施設から一般企業
等に就労した人数 人 8 H25年度 12 14 泉州北障害者就業・生活支援セン

ター、大阪府就労人数調査

福祉施設の工賃（1人当
たり月額平均工賃） 円 6,978 H25年度 10,500 12,000 工賃（賃金）調査
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基本
施策 成果指標 単位 現状値 現状時点 目標値

H31年
目標値
H36年

アンケート設問及び
算出方法

保
健・医
療

健康の維持・増進に努
めている市民の割合 % 75.8 H26年度 78 80

『健康の維持・増進に努めている』
の設問に対し、「あてはまる」または
「どちらかといえばあてはまる」と
回答した市民の割合

各種検診や健康講座な
ど健康づくりに関する
制度が充実していると
思う市民の割合

% 74.4 H26年度 77 80

『各種検診や健康講座など健康づ
くりに関する制度が充実している
と思う』の設問に対し、「そう思う」
または「どちらかといえばそう思
う」と回答した市民の割合

医療の体制が充実して
いると思う市民の割合 % 69.7 H26年度 75 80

『医療の体制が充実していると思
う』の設問に対し、「そう思う」または
「どちらかといえばそう思う」と回
答した市民の割合

特定健診の実施率 % 30.8 H25年度 60 60 40歳から74歳の国保被保険者のう
ち特定健康診査受診者の割合

特定保健指導の実施率 % 14.8 H25年度 60 60
特定健康診査受診者で特定保健
指導の対象者となり、保健指導を
利用した割合

各種がん検診の受診率 %

肺9.2
大腸18.3
胃10.0
乳37.0
子宮32.3

H25年度
50

（胃、肺、
大腸は
40）

50 肺がん・大腸がん・胃がん・乳が
ん・子宮がん検診の受診率

4.安全で心やすらぐまちづくり

防
災・消
防

防災対策が充実し安心
だと感じている市民の
割合

% 58.0 H26年度 65 70
『防災対策が充実し安心だと感じ
ている』の設問に対し、「そう思う」
または「どちらかといえばそう思
う」と回答した市民の割合

災害に備えて防災対策
をしている市民の割合 % 40.5 H26年度 55 70

『災害に備えて防災対策をしてい
る』の設問に対し、「はい」と回答し
た市民の割合

消防団員の充足率 % 87.5 H26.4.1 100 100 消防団員登録状況

自主防災組織結成率 % 67.5 H25年度 73 78
自治会における自主防災組織の設
置割合（自治会連合会未加入の自
治会除く）

人口1万人当たりの出
火件数 件 3.8 H25年 2.7 2.2

年中の火災件数を人口（住民基本
台帳3月31日現在）で割り、1万人を
かけた数値（出火率）

防
犯

犯罪が少なく安全なま
ちだと思う市民の割合 % 70.1 H26年度 75 80

『犯罪が少なく安全なまちだと思
う』の設問に対し、「そう思う」または
「どちらかといえばそう思う」と回
答した市民の割合

犯罪にあわないために
防犯対策をしている市
民の割合

% 63.2 H26年度 65 70
『犯罪にあわないために防犯対策
をしている』の設問に対し、「はい」
と回答した市民の割合

青色防犯パトロール車
の登録台数 台 41 H25年度 60 80 青色防犯パトロールに登録してい

る自動車台数
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基本
施策 成果指標 単位 現状値 現状時点 目標値

H31年
目標値
H36年

アンケート設問及び
算出方法

消
費
生
活

消費者被害に遭わない
ように注意している市
民の割合

% 90.6 H26年度 90.6 90.6
『消費者被害に遭わないように注
意している』の設問に対し、「はい」
と回答した市民の割合

消費者センター等の消
費者トラブルに対応可
能な窓口を知っている
市民の割合

% 44.5 H26年度 52 60
『消費者センター等の消費者トラ
ブルに対応可能な窓口を知ってい
る』の設問に対し、「はい」と回答し
た市民の割合

消費者リーダー育成講
座の参加人数 人 66 H25年度 100 150 消費者リーダー育成講座の参加人

数

5.コンパクトで居心地のよいまちづくり

住
環
境

良好な住環境が整って
いると感じている市民
の割合

% 70.8 H26年度 75 80
『良好な住環境が整っていると思
う』の設問に対し、「そう思う」または
「どちらかといえばそう思う」と回
答した市民の割合

住宅の耐震化率 % 69 H19年度 90
（H27）

95
（H32）

大阪府住宅・建築物耐震10ヵ年戦
略プラン、住生活基本計画（全国計
画）

臨
海
部

港湾部は、賑わいや活
気があり、魅力的な場
所だと感じている市民
の割合

% 37.8 H26年度 45 50

『港湾部は、賑わいや活気があり、
魅力的な場所だと思う』の設問に
対し、「そう思う」または「どちらか
といえばそう思う」と回答した市民
の割合

港湾部誘致企業による
市民雇用者数 人 249 H25年度 275 300 誘致企業へのアンケート

企業誘致件数 件 12 H25年度 16 20 条例活用による誘致実績より確認

泉大津港への入港実績
（純t数） 千t 3,264 H25年度 3,490 3,670 税務課資料

（外国貿易船入港実績）

環
境
保
全

エネルギー・地球温暖
化問題に関心を持って
いる市民の割合

% 73.2 H26年度 80 85
『エネルギー・地球温暖化問題に
関心を持っている』の設問に対し、
「はい」と回答した市民の割合

まちのきれいさや騒音
の少なさなど、身の回り
の環境に満足している
市民の割合

% 64.4 H26年度 75 80

『まちのきれいさや静けさなど、身
の回りの環境に満足している』の
設問に対し、「そう思う」または「ど
ちらかといえばそう思う」と回答し
た市民の割合

市民1人1日あたりのご
み排出量 g 951 H24年度 893 852 泉北環境整備施設組合

事業概要

住宅用太陽光発電シス
テム導入件数 件 約600 H24年度 930 1,250 太陽光発電システム申請状況 等

道
路・交
通

市内の移動は徒歩や自
転車で行う市民の割合 % 68.6 H26年度 70 72

『市内の移動は徒歩や自転車で行
う』の設問に対し、「あてはまる」ま
たは「どちらかといえばあてはま
る」と回答した市民の割合

市内の道路は、安全で
快適に通行できると思
う市民の割合

% 55.4 H26年度 57 59
『市内の道路は、安全で快適に通
行できると思う』の設問に対し、「そ
う思う」または「どちらかといえば
そう思う」と回答した市民の割合

バリアフリー道路の割合
（バリアフリー整備箇所
数/計画整備箇所数）

% 59.1 H25年度 100 100 道路の交通バリアフリー計画
(2009版)

年間の放置自転車撤去
台数 台 2,426 H25年度 1,500 1,000 泉大津・松ノ浜・北助松駅3駅の撤

去台数・撤去日数より算出

年間の交通事故件数 件 602 H25年 580 570 平成25年版大阪の交通白書より引
用
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基本
施策 成果指標 単位 現状値 現状時点 目標値

H31年
目標値
H36年

アンケート設問及び
算出方法

公
園・緑
地・河
川

快適に利用でき楽しめ
る公園があると感じて
いる市民の割合

% 53.3 H26年度 60 66      
『快適に利用でき楽しめる公園が
あると思う』の設問に対し、「そう思
う」または「どちらかといえばそう
思う」と回答した市民の割合

市民一人当たりの都市
公園等面積 ㎡ 2.95 H25年度 4 5 公園台帳

緑化活動を自主的に
行っているボランティア
協議会の数

団体 2 H26年度 4 8 泉大津市緑化活動推進事業助成
金申請団体数

上
下
水
道

水道の現状に満足して
いる市民の割合 % 73.0 H26年度 75 78

『水道の現状に満足している』の設
問に対し、「そう思う」または「どち
らかといえばそう思う」と回答した
市民の割合

下水道の現状に満足し
ている市民の割合 % 71.9 H26年度 74 77

『下水道の現状に満足している』の
設問に対し、「そう思う」または「ど
ちらかといえばそう思う」と回答し
た市民の割合

下水道人口普及率（汚
水） % 95.4 H25年度 97.0 97.0 人口普及率（普及区域内人口/総

人口）

上水道（耐震幹線ルー
プ・重要施設路線）の耐
震化率

% 45.5 H25年度 64.6 82.7
計 画耐震化ループ幹線延長
（47.29km）に対する耐震化延長
の割合

下水道整備普及率（雨
水） % 35.6 H25年度 40.0 45.0 面積普及率（整備面積/市域面積）

6.誇れる・選ばれる・集えるまちづくり

商
工
業

生活必需品を泉大津市
内で買うようにしてい
る市民の割合

% 80.4 H26年度 85 90

『生活必需品を泉大津市内で買う
ようにしている』の設問に対し、「あ
てはまる」または「どちらかといえ
ばあてはまる」と回答した市民の
割合

商工業が盛んなまちだ
と思う市民の割合 % 38.1 H26年度 45 50

『商工業が盛んなまちだと思う』の
設問に対し、「そう思う」または「ど
ちらかといえばそう思う」と回答し
た市民の割合

事業所数
（上段:商工業、下段:繊
維工業）

事業所 3,485
273 H24年度 3,485

275
3,485
275 経済センサスの事業所数

製造品出荷額
（上段:工業、下段:繊維
工業）

億円 1,420
315 H24年度 1,420

315
1,420
315 工業統計の製造品出荷額

創業者数
（新設事業所数（移転含
む））

事業所 281 H21.2~H24.2 281 281 経済センサスの新設事業所数（移
転含む）

商店数（小売業事業所
数） 事業所 430 H24年度 430 430 経済センサスの小売事業所数

巻末資料　119



基本
施策 成果指標 単位 現状値 現状時点 目標値

H31年
目標値
H36年

アンケート設問及び
算出方法

観
光

市外の人に自慢できる
資源があると思う市民
の割合

% 27.1 H26年度 35 40
『市外の人に自慢できる資源があ
ると思う』の設問に対し、「そう思
う」または「どちらかといえばそう
思う」と回答した市民の割合

池上曽根弥生学習館・
織編館の利用者数 人 21,981 H25年度 24,000 26,000 各館入館者数調べ

各イベントの集客数
（対象が市民限定のイ
ベントは除く）

人 55,800 H25年度 56,500 57,000 イベント調査実施状況

市内の鉄道駅における
非定期利用者の1日あ
たり乗車人員数

人 7,153 H23年度 7,800 8,500
泉大津・松ノ浜・北助松駅3駅の非
定期利用者の乗車人員数（大阪府
統計年鑑）

農
業・漁
業

地元で採れた食材を買
うようにしている市民
の割合

% 43.0 H26年度 50 55
『地元で採れた食材を買うようにし
ている』の設問に対し、「あてはま
る」または「どちらかといえばあて
はまる」と回答した市民の割合

農業・漁業の従事者数
（上段:農業、下段:漁業） 人 296

23 H25年度 296
23

296
23

農業:JA
漁業:漁業組合

大阪版認定農業者数 人 6 H25年度
上半期 6 6 大阪府農政室

大阪エコ農産物認定状
況 人 11 H25年度

下半期 11 11 大阪府農政室

労
働
環
境

勤めている職場の労働
環境が整っていると思
う市内で働いている市
民の割合

% 42.9 H26年度 48 53

『お勤めの職場は、労働環境が整っ
ていると思う』の設問に対し、「あて
はまる」または「どちらかといえば
あてはまる」と回答した市民の割
合

就労相談人数 人 9 H25年度 25 25 就労相談を行った相談者の実数

就職に繋がった人数/
就労相談人数 % 11.5 H25年度 20 25 相談者のうち、就職に繋がった人

の割合

7.健全な行財政と都市経営に基づく市民サービス

行
財
政
運
営

市民ニーズに基づいた
効率的で効果的な行財
政運営が行われている
と思う市民の割合

% 55.5 H26年度 60 65

『市民ニーズに基づいた効率的で
効果的な行財政運営が行われて
いると思う』の設問に対し、「そう思
う」または「どちらかといえばそう
思う」と回答した市民の割合

将来負担比率 % 159.1 H25年度 150.1 133.4 「地方公共団体の財政の健全化に
関する法律」

経常収支比率 % 98.9 H25年度 97.1 96.1 経常経費充当一般財源額　÷　
経常一般財源収入額　×　100

自主財源比率 % 45.1 H25年度 45.1 45.1
市税、分担金及び負担金、使用料
及び手数料、財産収入、寄附金、繰
入金、繰越金、諸収入

実質公債費比率 % 18.5 H25年度 16.3 14.5 「地方公共団体の財政の健全化に
関する法律」

実質赤字比率 % ̶ H25年度 ̶ ̶ 「地方公共団体の財政の健全化に
関する法律」

連結実質赤字比率 % ̶ H25年度 ̶ ̶ 「地方公共団体の財政の健全化に
関する法律」
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基本
施策 成果指標 単位 現状値 現状時点 目標値

H31年
目標値
H36年

アンケート設問及び
算出方法

市
政
の
情
報
発
信

「広報いずみおおつ」の
内容が充実していると
思う市民の割合

% 71.0 H26年度 79 87

『「広報いずみおおつ」の内容が充
実していると思う』の設問に対し、
「あてはまる」または「どちらかと
いえばあてはまる」と回答した市民
の割合

市政に関する情報が、
わかりやすく提供され
ていると思う市民の割
合

% 61.4 H26年度 66 70

『市政に関する情報が、わかりやす
く提供されていると思う』の設問に
対し、「そう思う」または「どちらか
といえばそう思う」と回答した市民
の割合

市ホームページへのア
クセス数 千件 750 H25年度 800 850 アクセス数カウントソフト

市民からの意見・要望
等の受付件数 件 276 H25年度 360 460 市長への手紙、メール、投書等の

件数

公
共
施
設

公共施設の利用しやす
さや、サービスの内容
に満足している市民の
割合

% 57.6 H26年度 71 84

『公共施設の利用しやすさや、サー
ビスの内容に満足している』の設
問に対し、「そう思う」または「どち
らかといえばそう思う」と回答した
市民の割合

この1年間に市の公共
施設を1ヶ月に1度以上
利用した市民の割合

% 32.5 H26年度 44 55

『この一年間に、市の公共施設をよ
く利用した』の設問に対し、「あて
はまる」または「どちらかといえば
あてはまる」と回答した市民の割
合

公共施設のバリアフ
リー化率 % 52.0 H26年度 76 100

政令上特別特定建築物及び本市
避難所のうち、市役所、市立病院、
就学前・学校教育施設、生涯学習
施設、保健福祉施設等40施設のバ
リアフリー化率

公共施設における貸室
等の稼働率 % 37.7 H25年度 44 50 貸室等のある公共施設8施設にお

ける各諸室稼働率の平均値

市
民
サ
ー
ビ
ス

市役所などでの各種申
請や手続きがしやすい
と思う市民の割合

% 77.3 H26年度 80 85

『市役所などでの各種申請や手続
きがしやすいと思う』の設問に対し、
「そう思う」または「どちらかとい
えばそう思う」と回答した市民の割
合

職員の市民への応対や
接し方が良く、信頼でき
ると思う市民の割合

% 71.9 H26年度 80 85

『職員の市民への応対や接し方が
良く、信頼できると思う』の設問に
対し、「そう思う」または「どちらか
といえばそう思う」と回答した市民
の割合
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まちの将来像と総合計画を広くみなさんに知ってもらうことを
目的に、ロゴマークを作成しました。市では様々な場面でロゴ
マークを活用し、総合計画の周知に取り組み、市民や団体・事
業者などのみなさんと共に、より良いまちづくりを進めていき
たいと考えています。

総合計画で位置付けるまちの将来像「住めば誰もが輝くま
ち泉大津～なんでも近いでええとこやで～」を踏まえ、
誰もが“キラリ”と輝く泉大津を、市民と共にめざ
すという想いを込めたものです。

第４次総合計画の
ロゴマークができました！


